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都道府県医療計画における基準病床数及び既存病床数の状況
（平成20年3月末現在）

一般病床及び療養病床

基　準

病床数 圏数 過　剰 圏数 非過剰

A B B-A 病床数 病床数

1 北 海 道 21 64,393  80,997 16,604  21 16,604

2 青 森 県 6 13,258  14,428 1,170  5 1,296 1 △ 126

3 岩 手 県 9 13,451  14,743 1,292  6 1,709 3 △ 417

4 宮 城 県 7 18,402  19,635 1,233  4 1,428 3 △ 195

5 秋 田 県 8 10,636  12,211 1,575  5 1,762 3 △ 187

6 山 形 県 4 11,551  11,678 127  3 540 1 △ 413

7 福 島 県 7 16,879  21,670 4,791  6 4,823 1 △ 32

8 茨 城 県 9 22,587  25,881 * 3,294  9 3,294

9 栃 木 県 5 15,418  16,774 1,356  5 1,356

10 群 馬 県 10 19,383  19,464 * 81  5 385 5 △ 304

11 埼 玉 県 9 46,033  48,699 2,666  5 3,347 4 △ 681

12 千 葉 県 9 44,241  45,537 1,296  4 1,822 5 △ 526

13 東 京 都 13 95,744  104,433 8,689  5 9,779 8 △ 1,090

14 神奈川県 11 57,403  59,034 1,631  6 2,703 5 △ 1,072

15 新 潟 県 7 20,875  23,257 2,382  1 3,249 6 △ 867

16 富 山 県 4 11,461  15,377 * 3,916  4 3,916

17 石 川 県 4 12,634  15,612 2,978  4 2,978

18 福 井 県 4 8,224  9,769 1,545  4 1,545

19 山 梨 県 4 7,473  9,002 1,529  4 1,529

20 長　野　県 10 19,815  19,614 △ 201  4 546 6 △ 747

21 岐 阜 県 5 18,101  16,620 * △ 1,481  5 △ 1,481

22 静 岡 県 8 32,196  33,703 * 1,507  6 1,909 2 △ 402

23 愛 知 県 11 46,982  55,590 8,608  8 8,883 3 △ 275

24 三 重 県 4 14,320  16,254 1,934  4 1,934

25 滋 賀 県 7 11,150  12,304 1,154  6 1,219 1 △ 65

26 京 都 府 6 26,202  29,381 * 3,179  1 3,950 5 △ 771

27 大 阪 府 8 69,587  89,256 19,669  8 19,669

28 兵 庫 県 10 50,849  53,037 2,188  6 2,548 4 △ 360

29 奈 良 県 5 13,657  13,666 * 9  2 454 3 △ 445

30 和歌山県 7 9,267  11,832 2,565  7 2,565

31 鳥 取 県 3 6,151  7,306 1,155  3 1,155

32 島 根 県 7 9,075  9,186 111  6 295 1 △ 184

33 岡 山 県 5 20,298  23,526 * 3,228  5 3,228

34 広 島 県 7 29,603  32,823 3,220  5 3,355 2 △ 135

35 山 口 県 8 17,034  21,894 * 4,860  8 4,860

36 徳 島 県 6 7,354  12,136 4,782  6 4,782

37 香 川 県 5 9,478  12,666 3,188  5 3,188

38 愛 媛 県 6 15,965  18,690 2,725  6 2,725

39 高 知 県 4 9,547  14,969 5,422  4 5,422

40 福 岡 県 13 51,638  66,324 14,686  13 14,686

41 佐 賀 県 5 9,652  11,085 1,433  5 1,433

42 長 崎 県 9 16,018  21,469 * 5,451  9 5,451

43 熊 本 県 11 19,716  26,289 6,573  11 6,573

44 大 分 県 6 13,096  15,489 2,393  6 2,393

45 宮 崎 県 7 11,735  14,496 2,761  7 2,761

46 鹿児島県 9 18,675  25,355 6,680  9 6,680

番号 区　分 差　引
病床非過剰医療圏病床過剰医療圏二次

医療
圏数

既　存

病床数
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都道府県医療計画における基準病床数及び既存病床数の状況
47 沖 縄 県 5 9,861  12,595 2,734  5 2,734

計 348 1,097,068  1,265,756 168,688  271 179,463 77 △ 10,775

＊印の病床数は指導課調査による（平成20年3月31日現在）
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○ 医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 関 す る 基 本 方 針  

( 平 成 十 九 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 七 十 号 ) 

 

こ の 基 本 方 針 は 、 我 が 国 の 医 療 提 供 体 制 に お い て 、 国 民 の 医 療 に 対

す る 安 心 、 信 頼 の 確 保 を 目 指 し 、 医 療 計 画 制 度 の 中 で 医 療 機 能 の 分

化 ・ 連 携 を 推 進 す る こ と を 通 じ て 、 地 域 に お い て 切 れ 目 の な い 医 療

の 提 供 を 実 現 す る こ と に よ り 、 良 質 か つ 適 切 な 医 療 を 効 率 的 に 提 供

す る 体 制 の 確 保 ( 以 下 「 医 療 提 供 体 制 の 確 保 」 と い う 。 ) を 図 る た め

の 基 本 的 な 事 項 を 示 す も の で あ る 。  

都 道 府 県 に お い て は 、 こ の 方 針 に 即 し て 、 か つ 、 そ れ ぞ れ の 地 域 の

実 情 に 応 じ て 、 当 該 都 道 府 県 に お け る 医 療 提 供 体 制 の 確 保 を 図 る た

め の 計 画 ( 以 下 「 医 療 計 画 」 と い う 。 ) を 定 め る も の と す る 。  

第 一  医 療 提 供 体 制 の 確 保 の た め 講 じ よ う と す る 施 策 の 基 本 と な る べ

き 事 項  

一  医 療 提 供 体 制 の 確 保 の た め 講 じ よ う と す る 施 策 の 基 本 的 考 え 方  

医 療 は 、 我 が 国 社 会 の 重 要 か つ 不 可 欠 な 資 産 で あ り 、 医 療 提 供 体 制

は 、 国 民 の 健 康 を 確 保 す る た め の 重 要 な 基 盤 と な っ て い る 。  

ま た 、 医 療 は 、 患 者 と 医 療 提 供 者 と の 信 頼 関 係 を 基 本 と し て 成 り 立

つ も の で あ る 。 患 者 や 国 民 に 対 し て 医 療 サ ー ビ ス の 選 択 に 必 要 な 情

報 が 提 供 さ れ る と と も に 、 診 療 の 際 に は 、 イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン

ト ( 医 師 等 が 医 療 を 提 供 す る に あ た り 適 切 な 説 明 を 行 い 、 患 者 が 理 解

し 同 意 す る こ と ) の 理 念 に 基 づ き 、 医 療 を 受 け る 主 体 で あ る 患 者 本 人

が 求 め る 医 療 サ ー ビ ス を 提 供 し て い く 、 と い う 患 者 本 位 の 医 療 を 実

現 し て い く こ と が 重 要 で あ る 。 安 全 で 質 が 高 く 、 効 率 的 な 医 療 の 実

現 に 向 け て 、 患 者 や 国 民 が 、 そ の 利 用 者 と し て 、 ま た 、 費 用 負 担 者

と し て 、 こ れ に 関 心 を 持 ち 、 医 療 提 供 者 の み に 任 せ る の で は な く 、

自 ら も 積 極 的 か つ 主 体 的 に 医 療 に 参 加 し て い く こ と が 望 ま し く 、 そ

う し た 仕 組 み づ く り が 求 め ら れ る 。  

さ ら に 、 医 療 は 、 周 産 期 医 療 、 小 児 医 療 ( 小 児 救 急 医 療 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ) か ら は じ ま り 、 終 末 期 に お け る 医 療 ま で 、 人 生 の す べ て の

過 程 に 関 わ る も の で あ り 、 傷 病 の 治 療 だ け で は な く 、 健 康 づ く り 等

を 通 じ た 予 防 や 、 慢 性 の 症 状 を 持 ち な が ら の 継 続 し た 介 護 サ ー ビ ス

の 利 用 等 様 々 な 領 域 と 関 わ る も の で あ る 。 ま た 、 医 療 の 提 供 に 際 し

て は 、 医 療 分 野 や 福 祉 分 野 の 専 門 職 種 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 家 族 そ の 他

様 々 な 人 が 関 わ っ て く る こ と か ら 、 医 療 提 供 者 は 、 患 者 本 位 の 医 療

と い う 理 念 を 踏 ま え つ つ 、 医 師 と そ の 他 の 医 療 従 事 者 が そ れ ぞ れ の

専 門 性 を 発 揮 し な が ら 協 力 し て チ ー ム 医 療 を 推 進 し て い く こ と は も
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と よ り 、 地 域 に お い て 、 患 者 の 視 点 に 立 っ た 医 療 提 供 施 設 ( 医 療 法 ( 昭

和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 一 条 の 二 第 二 項

に 規 定 す る 医 療 提 供 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 相 互 間 の 機 能 の 分 担 及

び 業 務 の 連 携 を 確 保 す る た め の 体 制 ( 以 下 「 医 療 連 携 体 制 」 と い う 。)

の 構 築 に も 積 極 的 に 協 力 し て い く こ と が 求 め ら れ る 。  

国 及 び 都 道 府 県 は 、 こ の よ う な 理 念 に 基 づ き 、 尐 子 高 齢 化 の 進 展 や

医 療 技 術 の 進 歩 、 国 民 の 意 識 の 変 化 等 も 踏 ま え な が ら 、 安 全 で 質 が

高 く 、 効 率 的 な 医 療 を 提 供 す る た め の 施 策 に 積 極 的 に 取 り 組 む こ と

が 不 可 欠 で あ る 。  

医 療 に 対 す る 患 者 や 住 民 の 意 識 、 ま た 、 医 療 提 供 体 制 の 現 状 は 、 都

道 府 県 に よ り 、 あ る い は 各 都 道 府 県 内 に お い て も 都 市 部 と そ れ 以 外

の 地 域 と で は 、 大 き な 違 い が あ る こ と か ら 、 具 体 的 な 施 策 を 講 ず る

に 当 た っ て は 、 そ れ ぞ れ の 地 域 の 状 況 や ニ ー ズ に 十 分 配 慮 し て い か

な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、 人 口 の 急 速 な 高 齢 化 が 進 む 中 で 、 疾 病 の 構 造 が 変 化 し 、 が ん 、

脳 卒 中 、 急 性 心 筋 梗 塞 及 び 糖 尿 病 等 の 生 活 習 慣 病 が 増 加 し て い る 中 、

生 活 の 質 の 向 上 を 実 現 す る た め 、 特 に 、 が ん 、 脳 卒 中 、 急 性 心 筋 梗

塞 及 び 糖 尿 病 に 対 応 し た 医 療 連 携 体 制 の 早 急 な 構 築 を 図 る こ と 、 さ

ら に 、 地 域 に お け る 医 療 提 供 体 制 の 確 保 に お い て 重 要 な 課 題 と な る

救 急 医 療 、 災 害 時 に お け る 医 療 、 へ き 地 の 医 療 、 周 産 期 医 療 及 び 小

児 医 療 に 対 応 し た 医 療 連 携 体 制 の 早 急 な 構 築 を 図 る こ と が 必 要 で あ

る 。  

二  医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 関 す る 国 と 都 道 府 県 の 役 割  

安 全 で 質 が 高 く 、 効 率 的 な 医 療 提 供 体 制 を 確 保 す る た め に は 、 都 道

府 県 が 中 心 と な っ て 、 そ の 医 療 計 画 に 基 づ き 自 ら の 創 意 工 夫 で 施 策

を 企 画 立 案 及 び 実 行 し 、 国 は 都 道 府 県 の 取 組 を 支 援 す る こ と が 必 要

で あ る 。  

第 二  医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 基 本 的 な 事

項  

一  調 査 及 び 研 究 に 関 す る 基 本 的 考 え 方  

医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に つ い て は 、 以 下 の 観 点

に 配 慮 し て 実 施 す る 必 要 が あ る 。  

１  医 療 を 提 供 す る 側 の 視 点 だ け で な く 、 医 療 を 受 け る 主 体 で あ る 患

者 の 視 点 も 踏 ま え る 。  

２  医 療 提 供 体 制 の 量 的 な 整 備 と い う 観 点 だ け で な く 、 医 療 連 携 体 制

の 構 築 等 質 的 な 向 上 に 資 す る 観 点 も 重 視 す る 。  
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３  患 者 や 住 民 に 対 す る 医 療 機 能 に 関 す る 情 報 提 供 を 推 進 す る た め 、

個 別 の 医 療 提 供 施 設 の 医 療 機 能 に 限 ら ず 、 地 域 の 医 療 機 能 全 体 の 概

要 を 明 ら か に す る こ と に 資 す る も の と す る 。  

二  調 査 及 び 研 究 に 関 す る 国 と 都 道 府 県 の 役 割  

１  具 体 的 な 調 査 及 び 研 究 に つ い て は 、 国 と 都 道 府 県 と が そ れ ぞ れ 次

の と お り 行 う こ と と す る 。  

( 一 ) 国 は 、 が ん 、 脳 卒 中 、 急 性 心 筋 梗 塞 及 び 糖 尿 病 の 四 疾 病 並 び に

救 急 医 療 、 災 害 時 に お け る 医 療 、 へ き 地 の 医 療 、 周 産 期 医 療 及 び 小

児 医 療 の 五 事 業 ( 以 下 「 四 疾 病 及 び 五 事 業 」 と い う 。 ) に つ い て 調 査

及 び 研 究 を 行 い 、 疾 病 又 は 事 業 ご と に 求 め ら れ る 医 療 機 能 を 明 ら か

に す る 。  

( 二 ) 都 道 府 県 は 、 国 の 調 査 等 に 加 え 、 法 第 六 条 の 三 第 一 項 及 び 薬 事

法 ( 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ) 第 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り

医 療 提 供 施 設 の 医 療 機 能 に 関 す る 情 報 を 把 握 す る ほ か 、 患 者 や 住 民

の ニ ー ズ に 沿 っ た 情 報 を 把 握 す る た め に 独 自 の 調 査 を 行 う こ と も で

き る 。  

な お 、 都 道 府 県 は 、 必 要 に 応 じ て 、 法 第 三 十 条 の 五 の 規 定 に 基 づ き 、

医 療 提 供 施 設 の 開 設 者 等 に 対 し 、 必 要 な 情 報 の 提 供 を 求 め る こ と が

で き る 。  

２  国 及 び 都 道 府 県 は 、 医 療 機 能 に 関 す る 調 査 に よ り 把 握 し た 情 報 を

公 表 す る こ と を 通 じ て 、 医 療 連 携 体 制 及 び 地 域 の 医 療 機 能 に つ い て

の 住 民 の 理 解 を 促 進 さ せ る こ と が 必 要 で あ る 。  

第 三  医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 係 る 目 標 に 関 す る 事 項  

一  目 標 設 定 に 関 す る 基 本 的 考 え 方  

医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 係 る 目 標 に つ い て は 、 以 下 の 観 点 に 配 慮 し て

定 め る こ と が 必 要 で あ る 。  

１  患 者 本 位 の 、 か つ 、 安 全 で 質 が 高 く 、 効 率 的 な 医 療 の 提 供 を 実 現

す る 。  

２  医 療 連 携 体 制 の 構 築 に 資 す る 医 療 機 能 の 明 確 化 を 目 指 す 。  

３  地 域 の 医 療 提 供 体 制 の 概 要 を 明 ら か に し 、 そ の 改 善 を 図 る 。  

二  目 標 設 定 に 関 す る 国 と 都 道 府 県 の 役 割  

都 道 府 県 は 、 本 基 本 方 針 に 基 づ く 医 療 計 画 の 見 直 し 後 五 年 間 を 目 途

に 、 四 疾 病 及 び 五 事 業 並 び に 当 該 都 道 府 県 に お け る 疾 病 の 発 生 の 状

況 等 に 照 ら し て 特 に 必 要 と 認 め る 医 療 に つ い て 、 地 域 の 実 情 に 応 じ

た 数 値 目 標 を 定 め る 。  

そ の 際 に は 、 新 健 康 フ ロ ン テ ィ ア 戦 略 や 二 十 一 世 紀 に お け る 国 民 健

康 づ く り 運 動 ( 健 康 日 本 二 十 一 ) な ど 、 「 第 七  そ の 他 医 療 提 供 体 制
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の 確 保 に 関 す る 重 要 事 項 」 に 掲 げ る 諸 計 画 等 に 定 め ら れ る 目 標 等 を

十 分 勘 案 す る も の と す る 。  

都 道 府 県 は 、 数 値 目 標 の 達 成 状 況 に つ い て 、 尐 な く と も 五 年 ご と に

調 査 、 分 析 及 び 評 価 を 行 い 、 必 要 が あ る と き は 、 都 道 府 県 は そ の 医

療 計 画 を 変 更 す る こ と と す る 。  

国 は 、 都 道 府 県 に 対 し て 、 医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 向 け た 実 効 性 あ る

施 策 が 図 ら れ る よ う 支 援 す る も の と す る 。  

第 四  医 療 提 供 施 設 相 互 間 の 機 能 の 分 担 及 び 業 務 の 連 携 並 び に 医 療 を

受 け る 者 に 対 す る 医 療 機 能 に 関 す る 情 報 の 提 供 の 推 進 に 関 す る 基 本

的 な 事 項  

一  医 療 連 携 体 制 の 基 本 的 考 え 方  

医 療 連 携 体 制 の 構 築 は 、 患 者 が 可 能 な 限 り 早 期 に 居 宅 等 で の 生 活 に

復 帰 し 、 退 院 後 に お い て も 継 続 的 に 適 切 な 医 療 を 受 け る こ と を 可 能

と し 、 居 宅 等 医 療 の 充 実 に よ る 生 活 の 質 の 向 上 を 目 指 す も の で あ る

こ と を 踏 ま え 、 さ ら に 、 以 下 の 点 に 留 意 す る こ と が 求 め ら れ る 。  

診 療 所 に お け る 医 療 の 提 供 に 関 し て は 、 例 え ば 、 居 宅 等 に お け る 療

養 を 支 え る 入 院 医 療 の 提 供 も 可 能 で あ る 有 床 診 療 所 の 特 性 な ど 、 各

診 療 所 の 地 域 に お け る 役 割 を 考 慮 す る こ と が 重 要 で あ る 。 そ の 上 で 、

身 近 な 地 域 に お け る 日 常 的 な 医 療 の 提 供 や 健 康 管 理 に 関 す る 相 談 と

い っ た か か り つ け 医 の 機 能 の 向 上 を 図 り つ つ 、 診 療 所 相 互 間 又 は 診

療 所 と 病 院 と の 業 務 の 連 携 に よ っ て 、 診 療 時 間 外 に お い て も 患 者 又

は そ の 家 族 か ら の 連 絡 に 対 し 、 往 診 等 必 要 な 対 応 を 行 う こ と が で き

る 体 制 の 構 築 が 求 め ら れ る 。  

病 院 に お け る 医 療 の 提 供 に 関 し て は 、 質 の 高 い 入 院 医 療 が 二 十 四 時

間 提 供 さ れ る よ う 、 医 師 、 看 護 師 、 薬 剤 師 を は じ め と し た 医 療 従 事

者 の 適 切 な 人 員 配 置 を 通 じ た 勤 務 環 境 の 改 善 が 行 わ れ る こ と が 求 め

ら れ る 。  

こ れ ら の 役 割 が 、 患 者 の 視 点 に 立 っ て 的 確 に 果 た さ れ る よ う 、 地 域

の 診 療 に 携 わ る 医 師 等 の 団 体 の 積 極 的 な 取 組 が 期 待 さ れ る 。  

二  疾 病 又 は 事 業 ご と の 医 療 連 携 体 制 の あ り 方  

四 疾 病 及 び 五 事 業 に 係 る 医 療 連 携 体 制 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 以 下 の

機 能 に 即 し て 、 地 域 の 医 療 提 供 施 設 の 医 療 機 能 を 医 療 計 画 に 明 示 す

る こ と が 必 要 で あ る 。 こ れ に よ り 、 患 者 や 住 民 に 対 し 、 分 か り や す

い 情 報 提 供 の 推 進 を 図 る 必 要 が あ る 。  

１  疾 病 又 は 事 業 ご と に 明 示 す る 機 能  

( 一 ) が ん  
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が ん の 種 別 ご と の 専 門 的 な が ん 医 療 を 行 う 機 能 、 緩 和 ケ ア を 行 う 機

能 及 び 相 談 支 援 を 行 う 機 能 ( が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 、 医 療 機 能 に 着 目

し た 診 療 実 施 施 設 等 ) 

( 二 ) 脳 卒 中  

救 急 医 療 の 機 能 、 身 体 機 能 を 回 復 さ せ る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 提 供

す る 機 能 及 び 日 常 生 活 に 復 帰 さ せ る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 提 供 す る

機 能 ( 発 症 か ら 入 院 そ し て 居 宅 等 に 復 帰 す る ま で の 医 療 の 流 れ 、 医 療

機 能 に 着 目 し た 診 療 実 施 施 設 ( 急 性 期 ・ 回 復 期 ・ 居 宅 等 の 機 能 ご と の

医 療 機 関 ) 等 ) 

( 三 ) 急 性 心 筋 梗 塞  

救 急 医 療 の 機 能 及 び 身 体 機 能 を 回 復 さ せ る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を

提 供 す る 機 能 ( 発 症 か ら 入 院 そ し て 居 宅 等 に 復 帰 す る ま で の 医 療 の

流 れ 、 医 療 機 能 に 着 目 し た 診 療 実 施 施 設 ( 急 性 期 ・ 回 復 期 ・ 居 宅 等 の

機 能 ご と の 医 療 機 関 ) 等 ) 

( 四 ) 糖 尿 病  

重 篤 な 疾 病 を 予 防 す る た め の 生 活 指 導 を 行 う 機 能 及 び 糖 尿 病 に よ

る 合 併 症 を 含 め た 疾 病 の 治 療 を 行 う 機 能 ( 発 症 か ら 居 宅 等 で 継 続 し

て 治 療 す る ま で の 医 療 の 流 れ 、 医 療 機 能 に 着 目 し た 診 療 実 施 施 設 等 ) 

( 五 ) 救 急 医 療  

休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー や 二 十 四 時 間 対 応 す る 診 療 所 等 で 初 期 の 救

急 医 療 を 提 供 す る 機 能 、 緊 急 手 術 や 入 院 を 必 要 と す る 救 急 患 者 に 医

療 を 提 供 す る 機 能 及 び 生 命 に か か わ る 重 篤 な 救 急 患 者 に 救 命 医 療 を

提 供 す る 機 能 ( 都 道 府 県 内 の ブ ロ ッ ク ご と の 救 急 医 療 機 関 の 役 割 ( 産

科 合 併 症 以 外 の 合 併 症 を 有 す る 母 体 に 対 し て 救 急 医 療 を 提 供 す る 医

療 機 関 の 役 割 を 含 む 。 ) 、 在 宅 当 番 医 制 又 は 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー ・

入 院 を 要 す る 救 急 医 療 機 関 ・ 救 命 救 急 セ ン タ ー に 実 際 に 搬 送 さ れ る

患 者 の 状 態 、 自 動 体 外 式 除 細 動 器 (AED) 等 病 院 前 救 護 体 制 や 消 防 機 関

と の 連 携 ( 病 院 間 搬 送 を 含 む 。 ) 等 ) 

( 六 ) 災 害 時 に お け る 医 療  

災 害 時 に 被 災 地 へ 出 動 し 、 迅 速 に 救 命 医 療 を 提 供 す る 機 能 、 そ の 後

避 難 所 等 に お い て 診 療 活 動 を 行 う 機 能 、 被 災 し て も 医 療 提 供 を 引 き

続 き 維 持 し 被 災 地 で の 医 療 提 供 の 拠 点 と な る 機 能 及 び NBC テ ロ ( 核 兵

器 、 生 物 兵 器 、 化 学 兵 器 等 に よ る テ ロ を い う 。 ) 等 特 殊 な 災 害 に 対 し

医 療 支 援 を 行 う 機 能 ( 都 道 府 県 内 外 で の 災 害 発 生 時 の 医 療 の 対 応 ( 災

害 派 遣 医 療 チ ー ム (DMAT) の 整 備 状 況 と 活 用 計 画 を 含 む 。 ) 、 広 域 搬 送

の 方 法 、 後 方 医 療 施 設 の 確 保 、 消 防 ・ 警 察 等 関 係 機 関 と の 連 携 、 広
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域 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム の 状 況 、 災 害 拠 点 病 院 の 耐 震 化 ・ 医

薬 品 の 備 蓄 状 況 、 災 害 に 対 応 し た 訓 練 計 画 等 ) 

( 七 ) へ き 地 の 医 療  

へ き 地 保 健 医 療 計 画 と 整 合 性 が と れ 、 継 続 的 に へ き 地 の 医 療 を 支 援

で き る 機 能 ( 第 十 次 へ き 地 保 健 医 療 対 策 を 踏 ま え た 対 応 、 搬 送 ・ 巡 回

診 療 ・ 医 師 確 保 等 へ き 地 の 支 援 方 法 等 に よ る 連 携 体 制 等 ) 

( 八 ) 周 産 期 医 療  

正 常 な 分 娩 を 扱 う 機 能 ( 日 常 の 生 活 ・ 保 健 指 導 及 び 新 生 児 の 医 療 相

談 の 機 能 を 含 む 。 ) 及 び 高 度 な 診 療 を 要 す る リ ス ク の 高 い 分 娩 を 扱 う

機 能 ( 妊 産 婦 の 状 態 に 応 じ 、 居 宅 等 に 戻 る ま で の 医 療 の 流 れ 、 病 態 ・

医 療 機 能 に 着 目 し た 診 療 実 施 施 設 、 総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー と

地 域 の 周 産 期 医 療 の 医 療 連 携 体 制 ( 搬 送 体 制 を 含 む 。 ) 、 自 治 体 立 病

院 等 の 産 科 に 関 す る 医 療 資 源 の 集 約 化 ・ 重 点 化 等 ) 

( 九 ) 小 児 医 療  

小 児 の 健 康 状 態 の 相 談 を 行 う 機 能 、 在 宅 当 番 医 制 、 休 日 夜 間 急 患 セ

ン タ ー や 二 十 四 時 間 対 応 す る 診 療 所 等 初 期 の 小 児 救 急 医 療 を 提 供 す

る 機 能 、 緊 急 手 術 や 入 院 を 必 要 と す る 小 児 救 急 患 者 に 医 療 を 提 供 す

る 機 能 及 び 生 命 に か か わ る 重 篤 な 小 児 救 急 患 者 に 救 命 医 療 を 提 供 す

る 機 能 ( 発 症 か ら 外 来 で の 通 院 や 入 院 を 経 て 居 宅 等 に 戻 る ま で の 医

療 の 流 れ 、 病 態 ・ 医 療 機 能 に 着 目 し た 診 療 実 施 施 設 、 小 児 救 急 医 療

の 提 供 体 制 ( 在 宅 当 番 医 制 又 は 休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー ・ 入 院 を 要 す る

救 急 医 療 機 関 ・ 救 命 救 急 セ ン タ ー ・ 病 院 間 搬 送 ・ 電 話 相 談 事 業 等 ) の

状 況 、 自 治 体 立 病 院 等 の 小 児 科 に 関 す る 医 療 資 源 の 集 約 化 ・ 重 点 化

等 ) 

２  事 業 ご と に 配 慮 す べ き 事 項  

( 一 ) 救 急 医 療 に お い て 、 生 命 に か か わ る 重 篤 な 救 急 患 者 に 救 命 医 療

を 提 供 す る 機 能 を 有 す る 医 療 機 関 で あ る 高 度 救 命 救 急 セ ン タ ー を 医

療 計 画 に 明 示 す る 場 合 に は 、 広 範 囲 熱 傷 、 急 性 中 毒 等 の 特 殊 疾 病 の

う ち 、 特 に 当 該 セ ン タ ー が 対 応 体 制 を 整 備 し て い る も の に つ い て 記

載 す る 必 要 が あ る 。 な お 、 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 都 道 府 県 内 の

セ ン タ ー に 限 ら ず 、 広 域 的 に 対 応 す る 隣 接 都 道 府 県 の セ ン タ ー を 記

載 す る こ と も 可 能 で あ る 。  

精 神 科 救 急 医 療 に つ い て は 、 輪 番 制 に よ る 緊 急 時 に お け る 適 切 な 医

療 及 び 保 護 の 機 会 を 確 保 す る た め の 機 能 、 重 度 の 症 状 を 呈 す る 精 神

科 急 性 期 患 者 に 対 応 す る 中 核 的 な セ ン タ ー 機 能 を 強 化 す る こ と が 求

め ら れ る 。  
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産 科 合 併 症 以 外 の 合 併 症 を 有 す る 母 体 に 対 す る 救 急 医 療 に つ い て

は 、 総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 等 に よ る 周 産 期 医 療 と 救 命 救 急 セ

ン タ ー 等 に よ る 救 急 医 療 と の 連 携 体 制 を 確 保 す る こ と が 重 要 で あ る 。 

( 二 ) 救 急 医 療 や 災 害 時 に お け る 医 療 に つ い て は 、 患 者 の 緊 急 度 、 重

症 度 等 に 応 じ た 適 切 な 対 応 が 求 め ら れ る 。 こ の た め 、 救 急 用 自 動 車

は も と よ り 、 ド ク タ ー カ ー ( 必 要 な 機 器 等 を 装 備 し 、 医 師 等 が 同 乗 す

る こ と に よ り 救 命 医 療 が 可 能 な 救 急 搬 送 車 両 を い う 。 ) 、 消 防 防 災 ヘ

リ コ プ タ ー を 含 む 救 急 患 者 搬 送 用 の ヘ リ コ プ タ ー 等 の 搬 送 手 段 を 活

用 す る こ と に よ り 救 急 医 療 の 確 保 を 図 る こ と が 重 要 で あ る 。 そ の 際 、

今 般 、 救 急 医 療 用 ヘ リ コ プ タ ー を 用 い た 救 急 医 療 の 確 保 に 関 す る 特

別 措 置 法 ( 平 成 十 九 年 法 律 第 百 三 号 ) が 成 立 し た こ と を 踏 ま え 、 地 域

の 実 情 に 応 じ 、 同 法 第 二 条 に 規 定 す る 救 急 医 療 用 ヘ リ コ プ タ ー を 用

い る こ と が 考 え ら れ る 。 こ の 場 合 、 同 法 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 医 療 計 画 に 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る こ と が 求 め ら れ る 。

こ う し た 一 連 の 救 急 搬 送 と 救 急 医 療 の 連 携 の 確 保 に 当 た っ て は 、 い

わ ゆ る メ デ ィ カ ル コ ン ト ロ ー ル 体 制 の 一 層 の 充 実 ・ 強 化 を 図 る こ と

も 重 要 で あ る 。  

( 三 ) 離 島 や へ き 地 に お け る 医 療 に つ い て は 、 医 師 等 の 個 人 の 努 力 に

依 存 す る の で は な く 、 へ き 地 保 健 医 療 対 策 に 基 づ く 各 般 の 施 策 に よ

る 充 実 が 必 要 で あ り 、 特 に 、 公 的 医 療 機 関 や 社 会 医 療 法 人 等 の 役 割

の 明 確 化 を 通 じ 、 医 師 等 の 継 続 的 な 派 遣 に よ る 支 援 体 制 の 確 立 等 に

努 め る 。 ま た 、 各 都 道 府 県 に お い て 、 効 率 的 な 救 急 搬 送 体 制 が 確 保

さ れ る よ う 努 め る こ と が 必 要 で あ る 。  

( 四 ) 周 産 期 医 療 に つ い て は 、 地 域 の 助 産 師 の 活 用 を 図 り 、 診 療 所 や

助 産 所 等 と リ ス ク の 高 い 分 娩 を 扱 う 病 院 と の 機 能 の 分 担 及 び 業 務 の

連 携 の 充 実 に 努 め る こ と が 必 要 で あ る 。 さ ら に 、 周 産 期 医 療 体 制 の

整 備 を 進 め る 中 で 、 隣 接 都 道 府 県 と の 連 携 体 制 を 必 要 に 応 じ て 確 保

す る こ と や 、 産 科 合 併 症 以 外 の 合 併 症 を 有 す る 母 体 に 適 切 に 対 応 す

る た め の 救 急 医 療 と の 連 携 体 制 を 確 保 す る こ と も 重 要 で あ る 。 ま た 、

NICU( 新 生 児 集 中 治 療 室 ) 退 院 後 の 未 熟 児 等 に 対 す る 後 方 支 援 施 設 等

に お け る 継 続 的 な 医 療 提 供 体 制 の 構 築 が 必 要 で あ る 。  

( 五 ) 小 児 医 療 に つ い て は 、 小 児 科 医 師 や 看 護 師 等 に よ る 小 児 救 急 電

話 相 談 事 業 等 に よ る 健 康 相 談 を 支 援 す る 機 能 を 充 実 さ せ る と と も に 、

診 療 所 が 当 番 制 等 に よ り 初 期 の 小 児 救 急 医 療 を 二 十 四 時 間 体 制 で 担

う こ と を 通 じ て 、 拠 点 と な る 病 院 が 重 症 の 小 児 救 急 患 者 に 重 点 的 に

対 応 す る こ と を 可 能 と す る 体 制 を 構 築 す る こ と が 必 要 で あ る 。  
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三  救 急 医 療 等 確 保 事 業 に 関 す る 公 的 医 療 機 関 及 び 社 会 医 療 法 人 の 役

割  

公 立 病 院 等 公 的 医 療 機 関 に つ い て は 、 そ の 役 割 と し て 求 め ら れ る 救

急 医 療 等 確 保 事 業 ( 法 第 三 十 条 の 四 第 二 項 第 五 号 イ か ら ヘ ま で に 掲

げ る 救 急 医 療 、 災 害 時 に お け る 医 療 、 へ き 地 の 医 療 、 周 産 期 医 療 、

小 児 医 療 ( 小 児 救 急 医 療 を 含 む 。 ) 、 都 道 府 県 知 事 が 当 該 都 道 府 県 に

お け る 疾 病 の 発 生 の 状 況 等 に 照 ら し て 特 に 必 要 と 認 め る 医 療 ) に 係

る 業 務 の 実 施 状 況 を 病 院 ご と に 明 ら か に す る と と も に 、 救 急 医 療 等

確 保 事 業 に 係 る 業 務 を 担 う 社 会 医 療 法 人 の 積 極 的 活 用 を 図 り 、 そ の

活 用 状 況 も 併 せ て 明 ら か に す る こ と が 重 要 で あ る 。  

四  医 療 機 能 に 関 す る 情 報 の 提 供 の 推 進  

都 道 府 県 は 、 法 第 六 条 の 三 第 一 項 及 び 薬 事 法 第 八 条 の 二 第 一 項 を 通

じ て 把 握 し た 医 療 提 供 施 設 の 情 報 に つ い て 、 患 者 や 住 民 に 分 か り や

す く 明 示 す る こ と が 必 要 で あ る 。  

さ ら に 、 都 道 府 県 は 、 そ れ ぞ れ の 地 域 の 実 情 に 応 じ て 、 任 意 の 情 報

の 把 握 の 方 法 や よ り 効 果 的 な 情 報 提 供 の あ り 方 等 を 検 討 す る こ と が

必 要 で あ る 。  

五  居 宅 等 に お け る 医 療 の 確 保  

看 取 り の 体 制 を 含 め た 居 宅 等 に お け る 医 療 の あ り 方 に つ い て は 、 か

か り つ け 医 等 に よ り 、 医 療 を 受 け な が ら の 居 宅 等 で の 生 活 を 希 望 す

る 患 者 及 び 家 族 に 対 し 適 切 な 情 報 提 供 が な さ れ る こ と に 加 え 、 診 療

所 、 病 院 、 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 、 薬 局 等 の 相 互 間 の 機 能 の 分 担 と

業 務 の 連 携 の 状 況 を 医 療 計 画 に 明 示 す る こ と に よ り 、 地 域 の 住 民 に

情 報 提 供 が な さ れ る こ と が 重 要 で あ る 。  

ま た 、 療 養 病 床 の 再 編 成 も 踏 ま え 、 保 健 医 療 サ ー ビ ス だ け で な く 介

護 サ ー ビ ス も 含 め た 地 域 の ケ ア 体 制 を 計 画 的 に 整 備 す る た め 、 住 宅

政 策 と の 連 携 を 図 り つ つ 、 療 養 病 床 の 円 滑 な 転 換 を 含 め た 地 域 に お

け る サ ー ビ ス の 整 備 や 退 院 時 の 相 談 ・ 支 援 の 充 実 等 に 努 め る こ と が

求 め ら れ る 。  

六  薬 局 の 役 割  

薬 局 に つ い て は 、 医 療 提 供 施 設 と し て 、 四 疾 病 及 び 五 事 業 ご と の 医

療 連 携 体 制 の 中 で 、 調 剤 を 中 心 と し た 医 薬 品 や 医 療 ・ 衛 生 材 料 等 の

提 供 の 拠 点 と し て の 役 割 を 担 う こ と が 求 め ら れ る 。 ま た 、 都 道 府 県

に お い て 、 薬 局 の 医 療 機 能 を 医 療 計 画 に 明 示 す る こ と に よ り 、 患 者

や 住 民 に 対 し 、 分 か り や す い 情 報 提 供 の 推 進 を 図 る こ と が 重 要 で あ

る 。  

七  医 療 の 安 全 の 確 保  
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都 道 府 県 、 保 健 所 を 設 置 す る 市 及 び 特 別 区 は 、 医 療 提 供 施 設 が 講 じ

て い る 医 療 の 安 全 を 確 保 す る た め の 取 組 の 状 況 を 把 握 し 、 医 療 の 安

全 に 関 す る 情 報 の 提 供 、 研 修 の 実 施 、 意 識 の 啓 発 等 に 関 し 、 必 要 な

措 置 を 講 ず る よ う 努 め る こ と が 重 要 で あ る 。 ま た 、 医 療 安 全 支 援 セ

ン タ ー を 設 置 し 、 住 民 の 身 近 な 地 域 に お い て 、 患 者 又 は そ の 家 族 か

ら の 医 療 に 関 す る 苦 情 又 は 相 談 に 対 応 し 、 必 要 に 応 じ て 当 該 医 療 提

供 施 設 に 対 し て 、 必 要 な 助 言 を 行 う 等 の 体 制 を 構 築 す る よ う 努 め る

こ と が 重 要 で あ る 。  

第 五  医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 看 護 師 そ の 他 の 医 療 従 事 者 の 確 保 に

関 す る 基 本 的 な 事 項  

一  医 療 従 事 者 の 確 保 に 関 す る 基 本 的 考 え 方  

医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 看 護 師 等 の 医 療 従 事 者 に つ い て は 、 将 来

の 需 給 動 向 を 見 通 し つ つ 養 成 を 進 め 、 適 正 な 供 給 数 を 確 保 す る と と

も に 、 地 域 的 な 偏 在 や 診 療 科 間 の 偏 在 へ の 対 応 を 進 め る こ と が 必 要

で あ る 。 そ の 際 、 医 療 提 供 施 設 相 互 間 に お け る 医 療 連 携 体 制 を 構 築

す る 取 組 自 体 が 偏 在 解 消 へ の 対 策 に な る こ と 、 ま た 、 都 道 府 県 が 中

心 と な っ て 地 域 の 医 療 機 関 へ 医 師 を 派 遣 す る 仕 組 み を 再 構 築 す る こ

と が 求 め ら れ て い る こ と を 踏 ま え 、 都 道 府 県 に お い て は 、 法 第 三 十

条 の 十 二 第 一 項 に 基 づ き 、 特 定 機 能 病 院 、 地 域 医 療 支 援 病 院 、 公 的

医 療 機 関 、 臨 床 研 修 病 院 、 診 療 に 関 す る 学 識 経 験 者 の 団 体 、 社 会 医

療 法 人 等 の 参 画 を 得 て 、 医 療 従 事 者 の 確 保 に 関 す る 事 項 に 関 し 必 要

な 施 策 を 定 め る た め の 協 議 を 行 い 、 そ こ で 定 め た 施 策 を 公 表 し 実 施

し て い く こ と が 必 要 で あ る 。  

二  医 療 従 事 者 の 資 質 向 上 に 関 す る 基 本 的 考 え 方  

医 師 に つ い て は 、 臨 床 研 修 の 必 修 化 を 通 じ 、 す べ て の 医 師 が 、 医 師

と し て の 人 格 を か ん 養 し 、 患 者 と の 良 好 な 信 頼 関 係 の 下 に 患 者 を 全

人 的 に 診 る こ と が で き る よ う 、 基 本 的 な 診 療 能 力 を 身 に つ け る こ と

が 求 め ら れ る 。  

歯 科 医 師 に つ い て は 、 臨 床 研 修 の 必 修 化 を 通 じ 、 す べ て の 歯 科 医 師

が 、 歯 科 医 師 と し て の 人 格 を か ん 養 し 、 総 合 的 な 歯 科 診 療 能 力 を 身

に つ け る こ と が 求 め ら れ る 。  

薬 剤 師 に つ い て は 、 医 療 の 高 度 化 と 専 門 化 に 対 応 す る た め 、 よ り 高

度 な 知 識 と 技 術 を 有 す る 薬 剤 師 の 養 成 強 化 を 含 め 、 継 続 的 な 資 質 向

上 に 努 め る こ と が 求 め ら れ る 。 ま た 、 薬 学 教 育 に お い て 、 医 療 機 関

や 薬 局 の 協 力 の 下 、 充 実 し た 実 務 実 習 を 行 う こ と 等 を 通 じ て 、 臨 床

に 係 る 実 践 的 な 能 力 を 培 う こ と が 求 め ら れ る 。  
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看 護 師 等 に つ い て は 、 看 護 基 礎 教 育 に お い て 、 医 療 機 関 、 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン 、 行 政 機 関 等 の 協 力 の 下 、 充 実 し た 臨 地 実 習 を 行 う こ

と 等 を 通 じ て 、 実 践 能 力 を 培 う こ と が 求 め ら れ る 。 ま た 、 医 療 の 高

度 化 と 専 門 化 に 対 応 す る た め 、 よ り 高 度 な 知 識 と 技 術 を 有 す る 看 護

師 等 の 養 成 強 化 と と も に 、 新 卒 者 に 対 す る 研 修 を 含 め 、 継 続 的 な 資

質 の 向 上 に 努 め る こ と が 求 め ら れ る 。  

医 師 等 他 の 医 療 従 事 者 の 負 担 軽 減 に 向 け 専 門 業 務 に 可 能 な 限 り 特

化 で き る よ う 病 院 全 体 で 適 切 に 支 援 で き る 体 制 を 整 備 す る た め 、 事

務 職 員 を 含 め た 職 員 全 体 の 資 質 の 向 上 を 図 る こ と が 重 要 で あ る 。  

第 六  医 療 計 画 の 作 成 及 び 医 療 計 画 に 基 づ く 事 業 の 実 施 状 況 の 評 価 に

関 す る 基 本 的 な 事 項  

一  医 療 計 画 の 作 成 に 関 す る 基 本 的 な 事 項  

都 道 府 県 の 医 療 計 画 の 作 成 に 当 た っ て は 、 「 第 二  医 療 提 供 体 制 の

確 保 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 」 の 観 点 を 踏 ま え

た 医 療 機 能 調 査 を 通 じ て 把 握 さ れ る 情 報 を 基 礎 と し て 行 う 必 要 が あ

る 。  

四 疾 病 及 び 五 事 業 に 係 る 数 値 目 標 に つ い て は 、 都 道 府 県 に お い て 、

「 第 三  医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 係 る 目 標 に 関 す る 事 項 」 で 示 し た 方

針 に 即 し て 、 か つ 、 評 価 可 能 な 具 体 的 な も の と す る こ と が 必 要 で あ

る 。  

四 疾 病 及 び 五 事 業 に 係 る 医 療 連 携 体 制 に つ い て は 、 都 道 府 県 に お い

て 、 「 第 四  医 療 提 供 施 設 相 互 間 の 機 能 の 分 担 及 び 業 務 の 連 携 並 び

に 医 療 を 受 け る 者 に 対 す る 医 療 機 能 に 関 す る 情 報 の 提 供 の 推 進 に 関

す る 基 本 的 な 事 項 」 で 示 し た 方 針 に 即 し て 、 か つ 、 患 者 や 住 民 に 分

か り や す い 具 体 的 な も の と す る こ と が 必 要 で あ る 。  

「 第 五  医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 看 護 師 そ の 他 の 医 療 従 事 者 の 確

保 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 」 に 即 し て 、 具 体 的 な 施 策 を 明 示 す る こ と

が 重 要 で あ る 。  

基 準 病 床 数 の 算 定 に お い て は 、 医 療 圏 に 関 す る 考 え 方 は 従 来 と 変 わ

る も の で は な い が 、 四 疾 病 及 び 五 事 業 に 係 る 医 療 提 供 体 制 の 確 保 に

お い て は 、 従 来 の 二 次 医 療 圏 ご と の 計 画 で は な く 、 地 域 の 実 情 に 応

じ た 計 画 を 作 成 す る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。 そ の 際 、 既 存 の 医

療 提 供 施 設 の 医 療 機 能 を 明 確 に 患 者 や 住 民 に 示 す こ と に 重 点 を 置 く

こ と が 重 要 で あ る 。  

二  事 業 の 実 施 状 況 の 評 価 に 関 す る 基 本 的 な 事 項  
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事 業 の 実 施 状 況 に 関 す る 評 価 に つ い て は 、 都 道 府 県 は 、 設 定 し た 数

値 目 標 を 基 に 、 事 業 の 達 成 状 況 を 検 証 す る こ と に よ り 、 次 の 医 療 計

画 の 見 直 し に 反 映 さ せ る こ と が 求 め ら れ る 。  

第 七  そ の 他 医 療 提 供 体 制 の 確 保 に 関 す る 重 要 事 項  

医 療 計 画 及 び そ れ に 基 づ く 具 体 的 な 施 策 を 定 め る に 当 た っ て は 、 健

康 増 進 法 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号 ) 等 医 療 関 係 各 法 や 障 害 者 自 立 支

援 法 ( 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) 等 の 規 定 及 び 以 下 の 方 針 等 に 配

慮 し て 定 め る こ と が 求 め ら れ る 。  

１  新 健 康 フ ロ ン テ ィ ア 戦 略  

２  二 十 一 世 紀 に お け る 国 民 健 康 づ く り 運 動 ( 健 康 日 本 二 十 一 ) 及 び そ

の 地 方 計 画  

３  が ん 対 策 基 本 法 ( 平 成 十 八 年 法 律 第 九 十 八 号 ) に 定 め る が ん 対 策 推

進 基 本 計 画 及 び 都 道 府 県 が ん 対 策 推 進 計 画  

４  健 康 増 進 法 に 定 め る 基 本 方 針 及 び 都 道 府 県 健 康 増 進 計 画  

５  介 護 保 険 法 ( 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) に 定 め る 基 本 指 針 及 び 都

道 府 県 介 護 保 険 事 業 支 援 計 画  

６  療 養 病 床 の 再 編 成 に 当 た り 国 が 示 す 指 針 及 び そ れ に 沿 っ て 各 都 道

府 県 で 定 め る 構 想 等  

７  障 害 者 自 立 支 援 法 に 定 め る 基 本 指 針 及 び 都 道 府 県 障 害 福 祉 計 画  

８  高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 五 十 七 年 法 律 第 八 十 号 ) に

定 め る 医 療 費 適 正 化 基 本 方 針 及 び 都 道 府 県 医 療 費 適 正 化 計 画  
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医政発第０７２０００３号 

平成１９年７月２０日 

 

 各都道府県知事 殿 

 

                         厚生労働省医政局長 

 

 

医 療 計 画 に つ い て 

 

 

平成１８年６月２１日付けで公布された良質な医療を提供する体制の確立を図るための

医療法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８４号。以下「改正法」という。）によ

り、医療法（昭和２３年法律第２０５号）の一部が改正され、このうち、改正後の医療法

（以下「法」という。）における医療計画に関する規定については、本年４月１日から施行

されたところである。 

これに伴い、医療法施行令等の一部を改正する政令（平成１９年政令第９号）が本年１

月１９日付けで、医療法施行規則の一部を改正する省令（平成１９年厚生労働省令第３９

号）が本年３月３０日付けで公布され、本年４月１日から施行されたところである。 

また、法第３０条の３第１項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針（平

成１９年厚生労働省告示第７０号。以下「基本方針」という。）が、本年３月３０日に告示

され、本年４月１日から適用されたところである。 

本改正においては、医療計画制度の中で医療機能の分化・連携を推進することを通じて、

地域において切れ目のない医療の提供を実現することにより、良質かつ適切な医療を効率

的に提供する体制を構築し、国民の医療に対する安心、信頼の確保を図ることを目的とし

て、所要の改正が行われたものである。 

具体的には、厚生労働大臣が医療提供体制の確保に関する基本方針を定め、都道府県は

その基本方針に即して、かつ、それぞれの地域の実情に応じて医療計画を定めること、医

療計画の記載事項として、これまでの基準病床数に関する事項等に加え、新たに、がん、

脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病に係る治療又は予防に関する事項、救急医療、災害時に

おける医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療を含む。）の確保に必

要な事業に関する事項、さらに、これらの疾病及び事業に係る医療提供施設相互の医療連

携体制に関する事項が定められるなど、医療計画の見直しを通じて、患者本位の、かつ、

安全で質が高く、効率的な医療提供体制の確保を図るために必要な改正が行われたところ

である。 

新たな医療計画の見直しについては、平成２０年４月からの適用を目指していることか

ら、都道府県においては、前述の趣旨にのっとり、下記の事項に留意の上、作成の趣旨、

内容の周知徹底を図り、その達成の推進に遺憾なきを期されたい。 

なお、平成１０年６月１日健政発第６８９号健康政策局長通知「医療計画について」及

び昭和６２年２月２３日健政計第９号健康政策局計画課長通知「医療計画に係る報告等に
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ついて」は廃止する。 

 

記 

 

１ 医療計画の作成について 

医療計画の作成に当たっては、別紙「医療計画作成指針」を参考として、基本方針に

即して、かつ、医療提供体制の現状、今後の医療需要の推移等地域の実情に応じて、関

係者の意見を十分踏まえた上で行なうこと。 

また、法改正に伴う医療計画制度の改正の要点は、平成１９年３月３０日付け医政発

第０３３００１０号本職通知「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等

の一部を改正する法律の一部の施行について」の「第５の２ 医療計画について」にお

いて示しているので、参照すること。 

 

２ 医療連携体制について 

（１）法第３０条の４第２項において、医療計画の記載事項として、新たに、がん、脳卒

中、急性心筋梗塞及び糖尿病の４疾病並びに救急医療、災害時における医療、へき地

の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療を含む。）の５事業（以下「４疾病及

び５事業」という。）が追加となり、４疾病及び５事業に係る医療提供施設相互間の機

能の分担及び業務の連携を確保するための体制（以下「医療連携体制」という。）に関

する事項を医療計画に定めることとされたこと。 

また、４疾病及び５事業については、地域の実情に応じて数値目標を定め、調査、

分析及び評価を行い、必要があるときは変更することとされているが、これは医療機

能に関する情報提供等とともに、住民にわかりやすい医療計画とし、より実効性を高

めるために政策循環の機能が働く仕組みが組み込まれたことに留意すること。 

（２）法第３０条の４第３項において医療計画に４疾病及び５事業に係る医療連携体制を

定めるに当たっては、次の事項に配慮しなければならないとされたこと。 

① 疾病又は事業ごとに医療連携体制の具体的な方策を定めること。 

② 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受

けることができることを確保するものであること。 

③ 医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスと

の連携を含むものであること。 

④ 医療連携体制が、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者、介護サ

ービス事業者、住民その他の関係者による協議を経て構築されること。 

また、具体的には、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進する観

点から、特に次の事項を念頭において、協議するよう留意されたい。 

① 患者の内、居宅等で暮らし続けたいと希望する者が可能な限り早期に居宅等での

生活に復帰し、退院後においても継続的に適切な医療を受けることを可能とし、居

宅等における医療の充実による生活の質の向上を目指すものであること。 

② 診療所相互間、診療所と病院間、病院相互間（周産期医療においては助産所を含

む。）、さらにはこれらの施設と調剤を実施する薬局との医療機能の分担及び業務の
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連携によって、通常の診療時間外においても患者又はその家族からの求めに応じて、

居宅等医療、救急医療など必要な医療の提供ができること。 

③ 患者の緊急度、重症度等に応じた適切な対応を図ることが重要であるため、病院

前救護体制や消防機関との連携（病院間搬送を含む。）、さらには、生命にかかわる

重篤な患者を円滑に救命救急センターへ搬送する体制の確保など、救急搬送体制に

おける連携を一層推進すること。 

④ 疾病又は事業ごとの医療連携体制については、必ずしも従来の二次医療圏ごとの

計画ではなく、地域の実情に応じた圏域ごとの計画を作成することに留意する必要

があること。その際、原則として医療提供施設の医療機能や名称を患者や住民に明

示すること。 

これらの医療連携体制の構築を通じて、各都道府県において充実すべき医療機能

が明確になり、その後の対策の検討に資することとなること。 

 

３ 居宅等における医療の確保等の記載事項について 

（１）法第３０条の４第２項第６号の居宅等における医療の確保について定めるときは、

当該医療におけるそれぞれの機能分類に即して、地域の医療提供施設の医療機能を計

画的に明示すること。 

また、以下の目的を達成するために患者を中心とした居宅等における医療について

の地域の医療提供体制の確保状況、その連携状況及び患者急変時等の支援体制を明示

すること。 

① 患者自身が疾病等により通院困難な状態になっても、最後まで居宅等で必要な医

療を受けられるために、地域にどのような診療所、病院、訪問看護ステーション、

調剤を実施する薬局等が存在し、かつ、どのような連携体制を組んでいるのか、ま

た、患者の状態等に応じて適切な他の医療提供者等にどのように紹介するのかなど

の仕組みがわかりやすく理解できること。 

② 適切な療養環境を確保し、虚弱な状態になっても最後まで居宅等で暮らし続けた

いと希望する住民や患者が安心感をもてるようにすること。 

③ 医薬品の提供拠点としての調剤を実施する薬局の機能を活用するために、居宅等

への医薬品等の提供体制を明示すること。 

（２）法第３０条の４第２項第７号の医療従事者の確保については、医師、歯科医師、薬

剤師、看護師等の医療従事者について、将来の需給動向を見通しつつ養成を進め、適

正な供給数を確保するとともに、地域的な偏在や診療科間の偏在への対応を進める必

要があること。 

その際、医療提供施設相互間における連携体制を構築する取組自体が偏在解消への

対策になることや、都道府県が中心となって地域の医療機関へ医師を派遣する仕組み

を再構築することが求められていること。 

これらを踏まえ、都道府県においては、法第３０条の１２第１項に基づき、地域医

療対策協議会の活用等により医療従事者の確保に関する事項に関し必要な施策を定め

るための協議を行い、そこで定めた施策を医療計画に記載するとともに、公表し実施

していくことが必要であること。 
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（３）法第３０条の４第２項第８号の医療の安全の確保については、地域の住民や患者が

わかりやすく理解できるよう医療計画に記載すること。 

その際、都道府県は、保健所を設置する市及び特別区の協力のもと、医療提供施設

における医療安全を確保するための取組状況を把握し、都道府県が講ずる医療安全に

関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発等の現状及びその目標を計画に明示する

こと。 

また、住民の身近な地域において、患者又はその家族からの医療に関する苦情、相

談に対応し、必要に応じて医療提供施設に対して必要な助言を行う体制等を構築する

ため、都道府県における医療安全支援センターの設置状況及びその目標についても計

画に明示すること。 

（４）法第３０条の４第２項第９号の地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考

慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項として、特定の病院等が果たすべき機

能について医療計画に記載する場合には、事前にその開設者と十分な意見調整を行う

ものとすること。 

 

４ 基準病床数及び特定の病床等に係る特例について 

（１）医療計画に基づく基準病床数の算定は、病院の病床及び診療所の病床（以下「病院

の病床等」という。）に対して行うものであること。 

なお、基準病床数及び区域の設定については、厚生労働省令で定める標準により実

施すること。これは、病院の病床等の適正配置を図るためには、全都道府県において

統一的に実施しなければ実効を期しがたいからであること。 

（２）精神病床、結核病床及び感染症病床に係る基準病床数については、法第３０条の４

第２項第１１号の区域が１都道府県において２以上設定された場合においても、当該

都道府県全体について定めるものであること。 

（３）療養病床及び一般病床の基準病床数については、当該都道府県の病床数が尐ないた

めに他の区域の病院に入院している場合があると考えられることから、規則第３０条

の３０第１号後段の規定により、都道府県外への流出入院患者数から都道府県内への

流入入院患者数を控除した数の３分の１を限度として、それぞれの区域にふりわけて

加算を行うことができること。 

また、精神病床に係る基準病床数については、規則第３０条の３０第２号後段の規

定により、都道府県外への流出入院患者数の３分の１を限度として加算を行うことが

できること。 

（４）各区域における入院患者の流出入数の算出に当たって病院に対し特に報告の提出を

求める場合には、医療計画作成の趣旨等を調査対象となる病院に十分説明の上、円滑

な事務処理が行われるよう配慮すること。 

（５）法第３０条の４第５項及び第６項における特例は、大規模な都市開発等により急激

な人口の増加が見込まれ、現在人口により病床数を算定することが不適当である場合、

特殊な疾病にり患する者が異常に多い場合等病床に対する特別の需要があると認めら

れる場合に行うものとすること。 

（６）法第３０条の４第７項の規定により特定の病床に係る特例の対象となる病院の病床
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等が定められたが、これは、特に今後各区域において整備する必要があるものに限り、

各区域において基準病床数を超える病床が存在する等の場合でも必要に応じ例外的に

整備できるものとしたものであること。 

この場合において、特例の対象とされる数は、当該申請に係る病床と機能及び性格

を同じくする既存の病床数等を勘案し、必要最小限とすること。 

なお、これらの特例の対象となった病床については、既存病床数として算定するも

のであること。 

（７）法第３０条の４第５項、第６項及び第７項による特例については、都道府県医療審

議会に諮ること。 

この場合、特例としての取扱いを必要とする理由及び特例としての取扱いをしよう

とする病床数の算定根拠を明らかにして当該都道府県医療審議会の意見を聴くものと

すること。 

また、前記の規定に基づき、特例としての取扱いを受ける数について厚生労働大臣

に協議するときは、特例としての取扱いを必要とする理由及び特例としての取扱いを

しようとする病床数の算定根拠等を記載した申請書（別紙様式１、２）に当該都道府

県医療審議会の意見を附すること。 

 

５ 既存病床数及び申請病床数について 

（１）規則第３０条の３３第１項第１号により国の開設する病院又は診療所であって宮内

庁、防衛省等の所管するもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の

診療のみを行う病院又は診療所等の病床について、既存病床数及び当該申請に係る病

床数の算定に当たり、当該病床の利用者のうち、職（隊）員及びその家族以外の者、

従業員及びその家族以外の者等の部外者が占める率による補正を行うこととしたのは、

それらの病院又は診療所の病床については部外者が利用している部分を除いては、一

般住民に対する医療を行っているとはいえないからであること。 

なお、当該病院又は当該診療所の開設許可の申請があったときは、その開設の目的

につき十分審査するものとすること。また、開設の目的につき変更の申請があったと

きも同様とすること。 

（２）放射線治療病室の病床については、専ら治療を行うために用いられる病床であるこ

とから、これを既存病床数及び当該申請に係る病床数として算定しないものとするこ

と。 

無菌病室、集中治療室（ＩＣＵ）及び心臓病専用病室（ＣＣＵ）の病床については、

専ら当該の病室の病床に収容された者が利用する他の病床が同一病院又は診療所（以

下「病院等」という。）内に別途確保されているものは、病床数として算定しないもの

とすること。なお、無菌病室、ＩＣＵ及びＣＣＵの病床数のうち、既存病床数及び当

該申請に係る病床数として算定しないものの数を決定するに当たっては、当該病院等

及び当該病院等と機能及び性格を同じくする病院等の病床利用の実績等を考慮するも

のとすること。 

（３）国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床数

に算定しないこと。 
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（４）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平

成１５年法律第１１０号）第１６条第１項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた

指定入院医療機関である病院の病床（同法第４２条第１項第１号又は第６１条第１項

第１号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。）につ

いては、既存の病床数に算定しないこと。 

（５）診療所の一般病床のうち、改正法附則第３条第３項に定める「特定病床」について

は、別途政令で定める日までの間、既存の病床数に算定しないこと。 

（６）診療所の一般病床について、規則第１条の１４第７項第１号から第３号までに該当

する診療所として都道府県医療審議会の議を経たときは、都道府県知事への許可申請

の代わりに届出により病床が設置されることとなるが、既存病床数の算定に当たって

は当該届出病床も含めて算定を行うこと。 

 

６ 医療計画の作成手順等について 

（１）法第３０条の４第８項の「医療と密接な関連を有する施策」とは、基本方針の「第

７ その他医療提供体制の確保に関する重要事項」に掲げる方針等が該当すること。 

（２）法第３０条の４第９項の規定において、都道府県は医療計画を作成するに当たり、

都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めると

きは、関係都道府県と連絡調整を行うものとされたこと。 

これは、４疾病及び５事業に係る医療連携体制の構築など事業の内容によっては、

より広域的な対応が求められることから、都道府県内における自己完結にこだわるこ

となく、当該都道府県の境界周辺の地域における医療を確保するために、必要に応じ

て隣接県等との連携を図ることが求められたものである。 

（３）法第３０条の４第１０項の「診療又は調剤に関する学識経験者の団体」としては、

都道府県の区域を単位として設立された社団法人である医師会、歯科医師会及び薬剤

師会が考えられること。 

（４）改正法附則第７条の規定により、従前の医療計画は改正法の規定により定められた

医療計画とみなされるが、できるだけ平成２０年４月からの実施を目指し改正法に基

づく医療計画を作成する必要があること。 

ただし、基準病床に関する事項など従来の取扱と変更がない医療計画の記載事項に

ついては、この限りでないこと。 

なお、４疾病及び５事業に係る医療連携体制については、平成２０年４月から適用

することとしているが、都道府県において地域の実情を踏まえて構築する必要がある

ことから、疾病又は事業ごとに取組が必要である又は可能である分野・領域から、順

次、医療連携体制を構築することとして差し支えないこと。 

（５）法第３０条の４第１１項の規定における医療計画の変更とは、法第３０条の６の規

定に基づく変更をいうものであり、例えば、疾病又は事業ごとの医療連携体制におい

て、医療機能を担う医療提供施設を変更する場合などは、この規定に基づく医療計画

の変更には当たらないこと 

 

７ 医療計画の推進について 
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（１）法第３０条の７第１項の規定において、医療提供施設の開設者及び管理者は、医療

計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう

努めるものとされたこと。また、同条第２項の規定において、病院又は診療所の管理

者は居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、必要な支

援を行うよう努めるものとされたこと。 

（２）法第３０条の７第３項の規定に基づく病院の開放化については、単に病床や医療機

器の共同利用にとどまらず、当該病院に勤務しない地域の医師等の参加による症例の

研究会や研修会の開催までを含めた広義のものであること。 

また、医療計画の推進を図るに当たっては、大学における医学又は歯学に関する教

育又は研究に支障を来さないよう十分配慮すること。なお、同項の「当該病院の医療

業務」には、大学附属病院における当該大学の教育又は研究が含まれること。 

（３）法第３０条の９の規定に基づく国庫補助については、医療計画の達成を推進するた

めに、医療計画の内容を考慮しつつ行うこととしていること。 

（４）医療計画の推進の見地から、病院の開設等が法第３０条の１１の規定に基づく勧告

の対象とされた場合においては、独立行政法人福祉医療機構の融資を行わないことと

していること。 

 

８ 都道府県知事の勧告について 

（１）法第３０条の１１の「医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合」とは、原

則として法第７条の２第１項各号に掲げる者以外の者が、病院の開設又は病院の病床

数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合、又は診療所の病床の設

置若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、その病床の種別

に応じ、その病院又は診療所の所在地を含む法第３０条の４第２項第１０号の区域（以

下「二次医療圏」という。）又は都道府県の区域における既存の病床数が、医療計画に

定める当該区域の基準病床数に既に達している場合又はその病院又は診療所の開設等

によって当該基準病床数を超えることとなる場合をいうものであること。 

また、「病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療

所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告する」とは、それぞれの

行為の中止又はそれぞれの行為に係る申請病床数の削減を勧告することをいうもので

あること。なお、都道府県知事は、勧告を行うに先立ち、病院又は診療所を開設しよ

うとする者に対し、可能な限り、他の区域における病院又は診療所の開設等について、

助言を行うことが望ましいものであること。 

（２）法第３０条の１１の規定に基づく勧告は、第７条の許可又は不許可の処分が行われ

るまでの間に行うものであること。 

（３）精神病床、結核病床及び感染症病床については、都道府県の区域ごとに基準病床数

を算定することとされているが、これらの病床が都道府県の一部に偏在している場合

であって、開設の申請等があった病院の所在地を含む二次医療圏及びこれと境界を接

する他の二次医療圏（他の都道府県の区域内に設定された二次医療圏を含む。）の内に

その申請に係る種別の病床がないときは、当該都道府県の区域における病院の病床数

が医療計画に定める当該区域の基準病床数に既に達している等の場合であっても勧告
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の対象としないことが適当と考えられること。なお、その際には都道府県医療審議会

の意見を聴くこと。 

（４）病院又は診療所の開設者に変更があった場合であっても、その前後で病床の種別ご

との病床数が増加されないときは、勧告は行わないこと。 

（５）病院又は診療所が移転する場合であっても、その前後で、その病院又は診療所が存

在する二次医療圏内の療養病床及び一般病床の数並びに都道府県内の精神病床、結核

病床又は感染症病床の数が増加されないときは、勧告は行わないこと。 

なお、特定病床を有する診療所が移転する場合、その診療所が存在する二次医療圏

内の既存病床数は当該特定病床分増加することとなるが、移転の前後で病床の種別ご

との病床数が増加されないときは、勧告は行わないものとする。 

（６）病院を開設している者がその病院を廃止し、当該病院を開設していた場所において

診療所の病床を設置する場合であっても、その診療所が存在する二次医療圏内の療養

病床及び一般病床の数が増加されないときは、勧告は行わないこと。 

（７）国（独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人

労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び国立大学法人を

含む。以下同じ。）の開設する病院又は診療所については、法第６条に基づく医療法施

行令（昭和２３年政令第３２６号）第３条の規定により、法第３０条の１１の規定は

適用されないこと。 

なお、国が病院を開設し、又はその開設した病院につき病床数を増加させ若しくは

病床の種別を変更しようとするときは「医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国

の開設する病院の取扱いについて」（昭和３９年３月１９日閣議決定）又は法第７条の

２第７項の規定に基づき、主務大臣等は、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大

臣に協議等をするものとされていること。 

 この場合において、当職から関係都道府県知事に速やかにその旨及びその概要を通

知するとともに、当該計画の審査をするために必要な資料及び医療計画の達成の推進

を図る観点からの意見の提出を求めるものとすること。 

また、当該計画に係る病院の開設等の承認の申請があったとき及びこれに承認を与

えたときは、当職から関係都道府県知事に通知するものとすること。 

（８）医育機関に附属する病院を開設しようとする者又は医育機関に附属する病院の開設

者若しくは管理者に対して勧告しようとするときは、大学における医学又は歯学に関

する教育研究に係る立場から、意見を述べる機会を与えることが望ましいものである

こと。 

（９）診療所の一般病床の設置について、規則第１条の１４第７項第１号から第３号まで

に該当する次の診療所のいずれかとして都道府県医療審議会の議を経た場合は、都道

府県知事への許可申請の代わりに届出により病床が設置されることとなるため、勧告

の対象とならないこと。 

なお、「医療計画に記載される診療所」については、平成１８年１２月２７日医政発

第１２２７０１７号医政局長通知「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医

療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」における留意事項を参照された

い。 
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① 居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として医療計画に記載さ

れ、又は記載されることが見込まれる診療所 

② へき地に設置される診療所として医療計画に記載され、又は記載されることが見

込まれる診療所 

③ ①及び②に掲げる診療所のほか、例えば、周産期医療、小児医療等地域において

良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要な診療所として医療計画に記載さ

れ、又は記載されることが見込まれる診療所 

（10）次に掲げる病床について、平成１９年１月１日以後に一般病床の設置の許可を受け

る場合は、勧告の対象としないこと。 

① 平成１９年１月１日前において、法第７条第１項又は第２項の規定により行われ

ている診療所の開設の許可又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床

以外の病床 

② 平成１９年１月１日前において、建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項

において準用する場合を含む。）の規定により、同法第４条の建築主事が受理してい

る確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床 

 

９ 公的性格を有する病院の開設等の規制について 

法第３０条の４第１２項の規定により医療計画が公示された日以降における法第７条

の２第１項各号に掲げるものが開設する公的性格を有する病院の開設等の規制は、当該

医療計画に定める区域及び基準病床数を基準として行われるものであること。 
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（別紙） 

医療計画作成指針 

 

目次 

はじめに 

第１ 医療計画作成の趣旨 

第２ 医療計画作成に当たっての一般的留意事項 

１ 医療計画作成等に係る法定手続 

２ 記載事項 

３ 他計画等との関係 

４ 医療計画の作成体制の整備 

５ 医療計画の名称等 

６ 医療計画の期間 

第３ 医療計画の内容 

１ 医療計画の基本的な考え方 

２ 地域の現状 

３ 疾病又は事業ごとの医療連携体制 

４ 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療 

５ 居宅等における医療 

６ 医療従事者の確保 

７ 医療の安全の確保 

８ 医療提供施設の整備の目標 

９ 基準病床数  

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項 

11 事業の評価及び見直し 

第４ 医療計画作成の手順等 

１ 医療計画作成手順の概要 

２ 疾病又は事業ごとの医療連携体制構築の手順 

３ 医療圏の設定方法 

４ 基準病床数の算定方法 

第５ 医療計画の推進等 

１ 医療計画の推進体制 

２ 医療計画の推進状況の把握、評価及び再検討 

第６ 医療計画に係る報告等 

１ 医療計画の厚生労働大臣への報告 

２ 医療法第３０条の１１の規定に基づく勧告の実施状況の報告 

 

25

参　考　資　料　１ 



 

2 
 

はじめに 

都道府県は、厚生労働大臣が定める医療提供体制の確保に関する基本方針（平成１９年

厚生労働省告示第７０号。以下「基本方針」という。）に即して、かつ、地域の実情に応じ

て、当該都道府県における医療計画を定めることとされているが、医療計画の作成の手法

その他重要な技術的事項については、厚生労働大臣が都道府県に対し必要な助言をするこ

とができることとされている。本指針は、そのような事項について都道府県の参考となる

ものを手引きの形で示したものである。 

 

第１ 医療計画作成の趣旨 

我が国の医療提供体制については、国民の健康を確保し、国民が安心して生活を送る

ための重要な基盤となっている。一方で、高齢化の進行や医療技術の進歩、国民の意識

の変化など、医療を取り巻く環境が大きく変わる中、誰もが安心して医療を受けること

ができる環境の整備が求められている。 

 

特に、人口の急速な高齢化が進む中、がん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病の４疾

病（以下「４疾病」という。）を含む生活習慣病については、生活の質の向上を実現する

ため、これらに対応した医療提供体制の構築が求められている。 

 

さらには、地域医療の確保において重要な課題となる救急医療、災害時における医療、

へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急を含む。）の５事業（以下「５事業」

という。）についても、これらに対応した医療提供体制の構築により、住民や患者が安心

して医療を受けられるようにすることが求められている。 

 

このような状況を踏まえ、国民の医療に対する安心、信頼を確保し、質の高い医療サ

ービスが適切に提供される医療提供体制を確立するため、患者の視点に立った制度全般

にわたる改革の一環として、医療計画制度の見直しが行われたものである。 

 

具体的には、限られた医療資源を有効に活用し、効率的で質の高い医療を実現するた

めには、地域の医療機能の適切な分化・連携を進め、切れ目ない医療が受けられるよう

な体制を各地域に構築するとともに、どの医療機関でどのような医療が提供されるのか

患者や地域住民に、わかりやすく伝えるなど情報提供の推進を図ることとされた。 

 

このため、都道府県においては、４疾病及び５事業について、それぞれに求められる

医療機能を明確にした上で、地域の医療関係者等の協力の下に、医療機関が機能を分担

及び連携することにより、切れ目なく医療を提供する体制（以下「医療連携体制」とい

う。）を構築することが必要である。 

 

加えて、都道府県は、構築した地域の医療連携体制をわかりやすく示すことにより、
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住民や患者が地域の医療機能を理解し、病期に適した質の高い医療を受けられるように

なる体制を構築することが必要である。 

 

今般の医療計画制度の見直しは、これら医療連携体制の構築を中心とした医療計画を

作成するとともに、具体的な数値目標の設定及び評価により改善を図ることのできる医

療計画を作成することにより、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保する

ためのものである。 

 

なお、医療計画の作成に際し、医療や行政の関係者に加え、患者や住民が医療の現状

について共通の認識を持ち、一体となって課題の解決に向け、協議・検討を行うことは

今後の医療の進展に大きな意義を有するものである。 

 

第２ 医療計画作成に当たっての一般的留意事項 

１ 医療計画作成等に係る法定手続 

医療計画の作成等に関しては、医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」と

いう。）に基づく次の手続きが必要である。 

 

（１）医療計画を作成するに当たり、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の

実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとす

る。 

 

（２）医療計画を作成するため、都道府県の区域を単位として設置された医師会、歯科

医師会、薬剤師会等診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴く。 

 

（３）医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市町村（救急業務

を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。）の意見を聴く。 

 

（４）医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議

会の意見を聴く。 

 

（５）医療計画を定め、変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に提出するとともにそ

の内容を公示する。 

 

（６）医療計画を作成し、事業を実施するために必要がある場合は、市町村、官公署、

医療保険者、医療提供施設の開設者又は管理者に対して、医療機能に関する情報等

必要な情報提供を求めることができる。 

 

２ 記載事項 
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法第３０条の４第２項に基づく次の事項については、医療計画に必ず記載しなけれ

ばならない。 

（１）都道府県において達成すべき、４疾病及び５事業の目標に関する事項 

（２）４疾病及び５事業に係る医療連携体制に関する事項 

（３）医療連携体制における医療機能に関する情報提供の推進に関する事項 

（４）居宅等における医療の確保に関する事項 

（５）医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項 

（６）医療の安全の確保に関する事項 

（７）地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の

目標に関する事項 

（８）病床の整備を図るべき区域の設定に関する事項 

（９）基準病床数に関する事項 

（10）その他医療提供体制の確保に関し必要な事項 

 

３ 他計画等との関係 

医療計画の作成に当たっては、他の法律の規定による計画であって医療の確保に関

する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社

会福祉その他医療と密接に関連を有する施策との連携を図るよう努める。医療の確保

に関する内容を含む計画及び医療と密接に関連を有する施策としては、例えば次のよ

うなものが考えられる。 

 

（１）過疎地域活性化特別措置法（平成２年法律第１５号）に基づく過疎地域活性化計

画 

 

（２）離島振興法（昭和２８年法律第７２号）に基づく離島振興計画 

 

（３）山村振興法（昭和４０年法律第６４号）に基づく山村振興計画 

 

（４）基本方針「第７ その他の医療提供体制の確保に関する重要事項」に掲げる方針

等 

① 新健康フロンティア戦略 

② ２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）及びその地方計画 

③ がん対策基本法（平成１８年法律第９８号）に定めるがん対策推進基本計画及

び都道府県がん対策推進計画 

④ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に定める基本方針及び都道府県健康

増進計画 

⑤ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に定める基本指針及び都道府県介護保

険事業支援計画 

⑥ 療養病床の再編成に当たり国が示す指針及びそれに沿って各都道府県で定める
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構想等 

⑦ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に定める基本指針及び都道府

県障害福祉計画 

⑧ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に定める医療費

適正化基本方針及び都道府県医療費適正化計画 

 

４ 医療計画の作成体制の整備 

各種の調査及び医療計画の作成に当たっては、関係行政機関、医療関係団体等との

協議の場を設けるなど関係者の十分な連携の下に進めることが望ましい。特に、４疾

病及び５事業に係る医療連携体制については、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その

他の医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関

係者による協議を経て構築されるよう配慮する。 

 

なお、法第３０条の９に基づき厚生労働省が予算の範囲内で補助することとしてい

る医療提供体制推進事業費補助金（医療連携体制推進事業）については、前述のよう

な体制整備に活用できるものである。 

 

５ 医療計画の名称等 

都道府県における医療計画の名称は「○○県医療計画」とすることが望ましいが、

法に基づく手続により作成され、法に基づく事項が記載されている計画であれば、例

えば○○県保健医療計画のような名称のものであっても差し支えなく、又福祉等他の

関連する分野の内容を含む包括的な計画であっても差し支えない。 

 

６ 医療計画の期間 

医療計画の期間については、特段の定めはなく、適宜設定して差し支えないが、尐

なくとも５年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要がある場合、医療計画を変更す

るものとしている。 

なお、基準病床数に係る見直し時期と異なることにより不都合が生じるようであれ

ば、適宜整合を図ることが望ましい。 

 

第３ 医療計画の内容 

医療計画の内容は概ね次のようになると考えられるが、その構成を含めた具体的な内

容については、都道府県において、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ、そ

れぞれの地域の実情に応じて、定めるものとする。 

 

ただし、法第３０条の４第２項において医療計画の記載事項とされているものについ

ては、必ず記載するものとする。 
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１ 医療計画の基本的な考え方 

医療計画を作成するに当たって、都道府県における基本的な考え方を記載する。 

（１）医療計画作成の趣旨 

医療計画に関する根拠法令と作成の趣旨を明示する。 

 

（２）基本理念 

基本方針との整合性に留意の上、都道府県における基本的な理念を記載する。 

 

（３）医療計画の位置付け 

保健、福祉等他の関連する分野の内容を含む包括的な計画を作成している場合に

は、医療計画との関係を明示する。 

 

（４）医療計画の期間 

計画の対象期間を記載する。 

なお、基準病床数について計画全体と異なる期間を対象とする場合には、その期

間を付記する。 

 

２ 地域の現状 

医療計画の前提条件となる地域の現状について記載する。その際、医療に関する事

項のほか、公衆衛生、薬事及び社会福祉に関する事項並びに社会経済条件等に関する

事項を記載することが考えられる。 

 

参考として地域の現状に関する指標として考えられるものを次に示す。 

（１）地勢と交通 

地域の特殊性、交通機関の状況、地理的状況、生活圏等 

 

（２）人口構造（その推移、将来推計を含む。） 

人口、年齢三区分人口、高齢化率、世帯数等 

 

（３）人口動態（その推移、将来推計を含む。） 

出生数、死亡数、平均寿命等 

 

（４）住民の健康状況 

生活習慣の状況、生活習慣病の有病者・予備群の数等 

 

（５）住民の受療状況 

入院・外来患者数（流入、流出状況を含む。）、病床利用率、平均在院日数等 
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（６）医療提供施設の状況 

① 病院（施設数、病床種別ごとの病床数） 

② 診療所（有床及び無床診療所、歯科診療所の施設数、有床診療所の病床数） 

③ 調剤を実施する薬局 

④ その他 

 

３ 疾病又は事業ごとの医療連携体制 

疾病又は事業ごとの医療連携体制については、基本方針の「第４ 医療提供施設相

互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情

報の提供の推進に関する基本的な事項」で示された方針に即して、かつ、患者や住民

にわかりやすいように記載する。 

 

具体的には、４疾病及び５事業のそれぞれについて、まず（１）必要となる医療機

能を明らかにした上で、（２）原則、各医療機能を担う医療機関等の名称、（３）数値

目標等を記載する。 

 

また記載に当たっては（４）公的医療機関及び社会医療法人の役割、（５）薬局の役

割にも留意する。 

 

（１）必要となる医療機能 

例えば脳卒中の急性期、回復期から維持期に至るまでの各病期において求められ

る医療機能を記載するなど、医療連携体制の構築に必要となる医療機能を、４疾病

及び５事業のそれぞれについて明らかにする。 

 

（２）医療機関等の具体的名称 

前記（１）の各医療機能を担う医療機関等については、医療法第７条第３項に基

づく医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第１条の１４第７項の規定に

留意しつつ、原則として名称を記載する。 

 

なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関が複数の機能

を担うこともある。 

 

さらに、医療機関等の名称については、例えば圏域内に著しく多数の医療機関等

が存在する場合など、地域の実情に応じて記載することで差し支えない。 

 

（３）数値目標の設定 

疾病又は事業ごとに、前記第２の３（４）に掲げる各計画等で定められた目標を

勘案し、地域の実情に応じて、評価可能で具体的な数値目標を定め、記載する。 
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（４）公的医療機関及び社会医療法人の役割 

公的病院等（平成１５年４月２４日医政発第０４２４００５号医政局長通知「地

域における公的病院等を含めた医療機関の機能分担と連携の確保への協力依頼につ

いて」別添２に記載する病院をいう。以下同じ。）の役割や公的病院等と民間医療機

関との役割分担を踏まえ、医療提供施設相互間の機能分担及び業務連携を記載する。 

 

特に、公立病院等公的医療機関については、その役割として求められる救急医療

等確保事業（法第３０条の４第２項第５号イからへまでに規定する救急医療、災害

時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む。））

に係る業務の実施状況を病院ごとに明らかにする。 

 

なお、今後、総務省が公表する「公立病院改革ガイドライン」を十分勘案し、公

立病院に係る再編・ネットワーク化等との整合性を図るものとする。 

 

また、社会医療法人については、救急医療等確保事業において積極的な役割を図

ることとしていることから、認定を受けた事業全てにおいて社会医療法人であるこ

とを明確にすることが重要である。 

 

（５）薬局の役割 

薬局については、医療提供施設として、４疾病及び５事業に係る医療連携体制の

中で、調剤を中心とした医薬品や医療・衛生材料等の提供の拠点としての役割を担

うことが求められる。また、都道府県においては、医療機関と調剤を実施する薬局

の医療機能の分担及び業務の連携によって時間外においても対応できることなどを

医療計画に記載することにより、患者や住民に対し、分かりやすい情報提供の推進

を図る。 

 

４ 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療 

５事業以外で都道府県における疾病の発生の状況等に照らして、都道府県知事が特

に必要と認める医療について明記する。 

 

５ 居宅等における医療 

居宅等における医療（以下、「在宅医療」という。）は、治療や療養を必要とする患

者が、通院困難な状態にあっても居宅等の生活の場で必要な医療を受けられるように、

医師が居宅等を訪問して看取りまで含めた医療を提供するものである。 

 

都道府県は、法第３０条４第２項第６号の規定に基づく在宅医療の確保を図るため、

関係者による協議の場を設け、次に掲げる事項について検討の上、計画に記載する。 

 

記載に当たっては、地域においてどのような診療所、病院、訪問看護ステーション、
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薬局等が、どのような連携体制により在宅医療の機能を担っているのか、住民や患者、

医療関係者に分かりやすく理解できるように記載することが重要である。 

 

また、地域ケア体制整備構想との整合性を図ることも重要である。 

 

（１）入院又は通院医療を担う医療機関と、在宅医療を担う医療機関との適切な役割分

担及び連携の体制 

 

（２）重症患者であっても、最期まで居宅等生活の場で暮らし続けたいと希望する者が、

在宅医療を受けられる医療及び介護の体制 

 

（３）地域における在宅医療機能の底上げを図るための、在宅医療に関する研修の実施

体制 

 

（４）前記（１）から（３）までの体制において在宅医療を担う医療機関にかかる、そ

の名称の計画への原則記載 

 

（５）在宅医療の確保について、その進捗状況を評価するための情報の収集、指標の設

定及び評価の体制 

 

６ 医療従事者の確保 

医療従事者の確保に関する事項については、医療連携体制を構築する取組自体が偏

在解消への対策になること及び都道府県が中心となって医師を地域の医療機関へ派遣

する仕組みの再構築が求められていることを踏まえ、法第３０条の１２第１項の規定

に基づく医療従事者の確保に関する事項に関し、必要な施策を定めるための協議会（以

下「地域医療対策協議会」という。）を開催し、当該協議会において決定した具体的な

施策を記載する。 

 

特に、「第１０次へき地保健医療計画等の策定について」（平成１８年５月１６日医

政発第０５１６００１号医政局長通知）に基づき策定する「医師をはじめとした医療

従事者の確保を必要とする地域への対応方針」を医療計画に反映させることに留意す

る。 

 

また、記載に当たっては、医療従事者の資質向上に関する事項を含め、医療従事者

の確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。 

 

（１）地域医療対策協議会の取組 

① 地域医療対策協議会の開催経過 

② 地域医療対策協議会の定めた施策 
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（２）各職種の現状及び目標 

① 医師 

② 歯科医師 

③ 薬剤師 

④ 看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師） 

⑤ その他の保健医療従事者 

診療放射線技師、臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作業療法士、視

能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、

歯科技工士、管理栄養士等 

⑥ 介護サービス従事者 

 

７ 医療の安全の確保 

医療提供施設及び医療安全支援センターの現状及び目標について記載する。 

 

（１）医療提供施設における医療の安全を確保するための措置に関する現状及び目標 

① 病院、診療所及び歯科診療所ごとの医療機関数に対する医療安全管理者を配置

している医療機関数の割合 

② 病院の総数に対する専任の医療安全管理者を配置している病院数の割合 

③ 病院、診療所及び歯科診療所ごとの医療機関数に対する医療安全に関する相談

窓口を設置している医療機関数の割合 

 

（２）医療安全支援センターの現状及び目標 

記載に当たっては、平成１９年３月３０日医政発第０３３００３６号医政局長通

知「医療安全支援センターの実施について」を参考に、次の事項について記載する

こと。 

① 二次医療圏の総数に対する医療安全支援センターを設置している二次医療圏数

の割合 

② 相談職員（常勤換算）の配置数 

③ ホームページ、広報等による都道府県、二次医療圏及び保健所設置市又は特別

区における医療安全支援センターの活動状況に関する情報提供の状況 

④ 都道府県、二次医療圏、保健所における医療安全推進協議会の設置状況 

 

８ 医療提供施設の整備の目標 

（１）地域医療支援病院の整備の目標 

地域医療支援病院は、医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する医

療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じてかかりつけ医（歯科医）等を支援

する能力を備える病院である。 
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かかりつけ医（歯科医）等への支援を通じた地域医療の体系化と地域医療支援病

院の整備目標について、次の機能及び地域の実情を考慮し検討を行う。 

① かかりつけ医（歯科医）等からの紹介等、病診連携体制 

② 共同利用の状況 

③ 救急医療体制 

④ 医療従事者に対する生涯教育等、その資質向上を図るための研修体制 

 

その結果を踏まえ、必要に応じて地域医療支援病院の整備目標（例えば二次医療

圏ごとに整備する等）を設定する。 

 

なお、地域医療支援病院を整備しない二次医療圏にあっては、医療機関相互の機

能分担及び業務連携等の充実を図ることが重要である。 

 

（２）その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標 

疾病又は事業ごとに医療機能に関する調査を行い、必要に応じてその整備の目標

を設定する。 

その手順については次の①及び②を参考にされたい。また、③及び④で示すよう

に医療提供施設に対する情報提供を行うことも必要である。 

なお、４疾病及び５事業の医療連携体制に係る医療提供施設の整備の目標につい

ては、前記「３ 疾病又は事業ごとの医療体制」において、疾病又は事業ごとに記

載する。 

 

① 疾病又は事業ごとの医療圏において、都道府県が必要とする医療機能について、

当該機能を有する各医療提供施設の施設、設備、症例数、平均在院日数、紹介先

とその件数、院外処方せん発行率、処方せん受け取り枚数及び専門職員数等の実

態調査を行う。なお、これらの調査については医療計画の見直し時期にとらわれ

ることなく、定期的に行うことが望ましい。 

 

② 前述の調査に基づき医療機能の整備の必要性を検証し、不足している医療機能

については、その整備の方法及び整備の目標等について記載する。 

 

③ また、これらの実態調査に基づき得られた各医療提供施設の医療機能に関する

情報（施設、設備、症例数、平均在院日数、紹介先とその件数、院外処方せん発

行率、処方せん受け取り枚数及び専門職員数等）を各医療提供施設に提供する。 

 

④ 都道府県が必要とする医療機能が、各医療圏内にない場合、当該医療機能を有

する医療提供施設に関する情報を収集し、その情報を圏内の各医療提供施設に提

供する。 

 

９ 基準病床数  
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（１）療養病床及び一般病床 

療養病床及び一般病床に係る基準病床数については、二次医療圏ごとに、医療法

施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号。以下「規則」という。）第３０条の３０に

規定する算定式に基づいて算定する。 

 

（２）精神病床、結核病床及び感染症病床 

精神病床に係る基準病床数、結核病床に係る基準病床数及び感染症病床に係る基

準病床数については、都道府県の区域ごとに、規則第３０条の３０に規定する算定

式に基づいて算定する。 

 

（３）基準病床数の算定の特例 

各区域の急激な人口の増加が見込まれること等、医療法施行令（昭和２３年政令

第３２６号）第５条の３で定める事情があるときは、都道府県知事が厚生労働大臣

と協議の上算定する数を基準病床数とすること等ができる。 

 

（４）都道府県知事の勧告 

（１）から（３）までにより基準病床数が算定された後は、各区域において病院

の開設、病床数の増加若しくは病床の種別の変更、又は診療所の病床の設置若しく

は診療所の病床数の増加の許可の申請（以下「許可申請等」という。）があった場合

において、当該区域の既存病床数が基準病床数を超えている場合又は許可申請等に

より病床数が基準病床数を超えることになる場合には、法第３０条の１１に基づく

都道府県知事の勧告（当該病院等が法第７条の２第１項各号に掲げられている者が

開設等する公的性格を有する病院等であれば法第７条の２第１項に基づく不許可処

分）の対象となり得る。 

 

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項 

４疾病及び５事業以外で都道府県における疾病の状況等に照らして特に必要と認め

る医療等については、次の事項を考慮して、記載する。 

 

（１）精神保健医療対策 

① 精神科医療に係る各医療提供施設の役割 

② 精神科救急医療（重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応する中核的なセ

ンター機能を有する医療機関の整備や他科診療科との連携による身体合併症治療

体制の整備等） 

③ うつ病対策（性別や児童、労働者、高齢者、産後等のライフステージ別の相談・

治療体制、一般医療機関と精神科医療機関の連携体制、地域における理解の促進

等）に関する取組 

④ 精神障害者の退院の促進に関する取組 

⑤ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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（平成１５年法律第１１０号）第４２条第１項第１号等に基づく決定を受けた者

に対する医療の確保、社会復帰支援等（指定医療機関の整備、保護観察所との協

力体制等）に関する取組 

 

（２）障害保健対策 

障害者（高次脳機能障害者、発達障害者を含む。）に対する医療の確保等（都道府

県の専門医療機関の確保、関係機関との連携体制の整備等）に関する取組 

 

（３）認知症対策 

① 鑑別診断、急性期症状等に対応するための医療体制 

② かかりつけ医と鑑別診断等を行う専門医療機関との連携体制 

 

（４）結核・感染症対策 

① 結核対策、感染症対策に係る各医療提供施設の役割 

② インフルエンザ、エイズ、肝炎などの取組 

 

（５）臓器移植対策 

① 都道府県の取組 

② 相談等の連絡先 

 

（６）難病等対策 

① 難病、リウマチ、アレルギーなどの都道府県の取組 

② 相談等の連絡先 

 

（７）歯科保健医療対策 

① 都道府県の取組 

② 相談等の連絡先 

 

（８）血液の確保・適正使用対策 

① 都道府県の取組 

② 相談等の連絡先 

 

（９）医薬品等の適正使用対策 

① 都道府県の取組 

② 相談等の連絡先 

③ 治験の実施状況や医薬品提供体制 

 

（10）医療に関する情報化 

医療提供施設の情報システム（電子レセプト、カルテ、地域連携クリティカルパ

ス等）の普及状況と取組 
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（11）保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組 

地域の医療提供体制の確保に当たっては、疾病予防から治療、介護までのニーズ

に応じた多様なサービスが地域において切れ目なく一貫して提供される、患者本位

の医療の確立を基本とすべきである。 

このため、疾病予防、介護、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接に関連

を有する施策について、連携方策や地域住民への情報提供体制を記載する。 

なお、医療と密接に関連を有する施策としては、前記第２の３（４）に掲げる計

画等が求められている 

 

11 事業の評価及び見直し 

事業の実施状況については、都道府県は、設定した数値目標等を基に、事業の達成

状況を検証し、次の医療計画の見直しに反映させることが求められる。 

法第３０条の６に基づいて行う事業の評価及び見直しについては、例えば次に掲げ

る項目をあらかじめ医療計画に記載する。 

 

（１）事業の目標等 

４疾病及び５事業の医療連携体制に係る数値目標等 

（２）推進体制と役割 

事業の目標を達成するための推進体制及び関係者の責務と役割 

（３）目標の達成に要する期間 

（４）目標を達成するための方策 

（５）評価及び見直し 

（６）進捗状況及び評価結果の広報・周知方法 

 

第４ 医療計画作成の手順等 

都道府県が医療計画を作成する際、技術的見地からみて全国に共通すると考えられる

手順等を参考までに示す。 

 

１ 医療計画作成手順の概要 

医療計画の作成等に当たっては、概ね次の手順が考えられる。 

 

（１）医療計画（案）を作成するための体制の整備 

（２）医療計画の目的、基本理念についての検討及び医療計画の基本骨子についての検

討 

（３）地域医療の現状分析等に係るデータの収集、調査の実施及び将来予測の検討 

（４）疾病又は事業ごとの医療連携体制を構築するための具体的方策についての検討及

び整備目標等の検討 

（５）疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築 
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（６）医療圏及び基準病床数の検討 

（７）以上の検討を踏まえた医療計画（試案）の作成 

（８）診療又は調剤に関する学識経験者の団体（医師会、歯科医師会及び薬剤師会）か

ら医療計画（試案）についての意見の聴取（必要に応じ試案の手直し） 

（９）医療計画（案）の決定 

（10）医療計画（案）についての市町村の意見聴取（必要に応じ医療計画（案）の手直

し） 

（11） 医療計画（案）について都道府県医療審議会への諮問、答申 

（12） 医療計画の決定 

（13） 医療計画の厚生労働大臣への提出及び公示 

 

２ 疾病又は事業ごとの医療連携体制構築の手順 

（１）情報の収集 

都道府県は、医療連携体制を構築するにあたって、患者動向、医療資源及び医療

連携に関する情報等を収集し、現状を把握する必要がある。 

 

これらの情報には、次に掲げる既存の統計・調査から得られる情報のほか、関係

団体や住民に対するアンケート調査やヒアリング等で得られる情報がある。既存の

統計・調査等のみでは現状把握ができない場合、積極的に新たな調査を行うことが

重要である。 

 

① 人口動態統計 

② 国民生活基礎調査 

③ 学校保健統計 

④ 患者調査 

⑤ 国民健康・栄養調査、保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例） 

⑥ 保健福祉動向調査 

⑦ 介護保険事業状況報告 

⑧ 医療施設調査 

⑨ 病院報告 

⑩ 薬事関係業態数調 

 

（２）協議の場の設置 

都道府県は、医療審議会もしくは医療対策協議会の下に、４疾病及び５事業それ

ぞれの医療体制を構築するため、疾病又は事業ごとに協議する場（以下「作業部会」

という。）を設置する。また必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等につい

て協議する場（以下「圏域連携会議」という。）を設置する。 

 

作業部会と圏域連携会議は、有機的に連携しながら協議を進めることが重要であ
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る。 

 

① 作業部会 

ア 構成 

作業部会は、地域の実情に応じた医療体制を構築するため、例えば次に掲げ

る者を代表する者により構成する。 

 

（ア）地域医師会等の医療関係団体 

（イ）医師、歯科医師、薬剤師、看護師など現に診療に従事する者 

（ウ）介護保険法に規定するサービス事業者 

（エ）医療・介護サービスを受ける住民・患者 

（オ）保健・医療・福祉サービスを担う都道府県・市町村 

（カ）学識経験者 

（キ）上記（ア）から（カ）までの他、各疾病及び事業において重要な役割を担

う者 

 

イ 内容 

作業部会は、下記の事項について協議する。 

 

（ア）地域の医療資源の把握 

医療資源・医療連携に関する情報から、地域において各医療機能の要件を

満たす医療機関を確認する。また、患者動向等も加味して、地域において不

足している医療機能あるいは調整・整理が必要な医療機能を明確にする。特

に４疾病については、まずは二次医療圏を基礎として医療資源を把握する。 

 

（イ）圏域の設定 

上記（ア）に基づき、圏域を検討・設定する。この場合、各疾病及び事業

に特有の重要事項に基づき、従来の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資

源等の実情に応じて弾力的に設定する。 

 

（ウ）数値目標の検討 

地域の実情に応じて数値目標を定める。 

数値目標の設定に当たっては、基本方針第７に掲げる諸計画等に定められ

た目標等を勘案するものとする。 

 

② 圏域連携会議 

圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連

携が推進されるよう実施するものである。 

 

その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互また
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は医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすも

のとする。 

 

ア 構成 

各医療機能を担う全ての関係者 

 

イ 内容 

下記の（ア）から（ウ）について、関係者全てが認識・情報を共有した上で、

各医療機能を担う医療機関を決定する。 

 

（ア）医療連携の必要性について認識の共有 

（イ）医療機関等に係る人員、施設設備及び診療機能に関する情報の共有 

（ウ）当該疾病及び事業に関する最新の知識・診療技術に関する情報の共有 

 

また、状況に応じて、地域連携クリティカルパス導入に関する検討を行う。 

 

（３）住民・患者の意見の反映 

都道府県は、住民へのアンケート調査やヒアリング、作業部会への参加、医療計

画のパブリックコメントの実施等により、住民・患者の意見を医療体制構築に反映

させることが重要である。 

 

（４）医療計画への記載 

都道府県は、前記第３の３に示すとおり、医療機能ごとに、目標、医療機関に求

められる体制、数値目標等を医療計画に記載する。 

また、原則として各医療機能を担う医療機関等の名称も記載するものとする。 

なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関が複数の機能

を担うこともあり得る。 

 

（５）変更が生じた場合の措置 

医療計画策定後、医療機能を担う医療機関の変更が生じた場合は、可能な限り速

やかに記載内容を変更する必要がある。 

この場合、医療審議会の議をその都度経なくてもすむように、医療機関の変更に

伴う手続をあらかじめ定めておく必要がある。 

 

３ 医療圏の設定方法 

（１）基準病床数の算定における医療圏設定については、規則で定める標準に準拠する

ため、従来の取扱に変更はないが、疾病又は事業ごとの医療連携体制を構築する際

の圏域については、従来の二次医療圏に拘らず、地域の医療資源等の実情に応じて

弾力的に設定する。 
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（２）基準病床数の算定における二次医療圏の設定に当たっては、地理的条件等の自然

的条件及び日常生活の需要の充足状態、交通事情等の社会的条件を考慮して一体の

区域として病院における入院に係る医療（法第３０条の４第２項第１１号に規定す

る区域(以下「三次医療圏」という。)で提供することが適当と考えられるものを除

く。）を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として

認定することとなるが、その際に参考となる事項を次に示す。 

 

① 人口構造、受療の状況、医療提供施設の分布など、健康に関する需要と保健医

療の供給に関する基礎的事項については、市町村単位で地図上に表示することな

どを検討する。なお、患者の受療状況の把握については統計学的に有意な方法に

よる諸調査を実施することが望ましい。 

 

② 既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都道府県の行政

機関の管轄区域、学校区（特に高等学校に係る区域）等に関する資料を参考とす

る。 

 

（３）三次医療圏については、概ね一都道府県の区域を単位として設定するが、その区

域が特に広大であることその他特別の事情がある都道府県にあっては、一都道府県

内に複数の三次医療圏を設定しても差し支えない。 

 

また、一般的に三次医療圏で提供することが適当と考えられる医療としては、例

えば、特殊な診断又は治療を必要とする次のものが考えられる。 

 

① 経皮的カテーテル心筋焼灼術、腎移植等の先進的技術を必要とする医療 

② 高圧酸素療法、持続的血液濾過透析等特殊な医療機器の使用を必要とする医療 

③ 先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療 

④ 広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療 

 

（４）都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、隣接する都道府

県の区域を含めた医療圏を設定することが地域の実情に合い、合理的である場合に

は、各都道府県の計画にその旨を明記の上、複数の都道府県にまたがった医療圏を

設定しても差し支えない。 

 

なお、その際は関係都道府県間での十分な協議や調整を行うとともに必要に応じ

厚生労働省にも連絡されたい。 

 

４ 基準病床数の算定方法 

（１）基準病床数の算定方法 
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基準病床数の算定は、規則で定める標準に準拠し、次に掲げる方式によること。 

 

① 療養病床及び一般病床に係る基準病床数は、アの算定式により算出した数と、

イの算定式により算出した数に、ウの式により算定した数を加えた数の合計数を

標準とする。 

 

ア 療養病床 
 
            当該区域の性別      当該区域の性別              介護施設 
            及び年齢階級別  × 及び年齢階級別  の総和 － で対応可 
            人口             入院・入所需要率            能な数 
 
                        ０～当該区域への他区域      ０～当該区域から他区域              １ 
                    ＋ からの流入入院患者数の  －  への流出入院患者数の範     × ─────── 
                        範囲内で知事が定める数      囲内で知事が定める数           病床利用率 
 
 

ただし、上記算定式により二次医療圏ごとに算定した数の都道府県における

合計数は、 
 
 
            当該区域の性別      当該区域の性別              介護施設             １ 
            及び年齢階級別  × 及び年齢階級別  の総和 － で対応可    × ─────── 
            人口             入院・入所需要率            能な数           病床利用率 
 
 

 により二次医療圏ごとに算定した都道府県における合計数を超えることはでき

ない。 

 

イ 一般病床 
 
            当該区域の性別      当該区域の性別 
            及び年齢階級別  × 及び年齢階級別 の総和 × 平均在院日数 
            人口             退院率 
 
                        ０～当該区域への他区域      ０～当該区域から他区域              １ 
                    ＋ からの流入入院患者数の  －  への流出入院患者数の範     × ─────── 
                        範囲内で知事が定める数      囲内で知事が定める数            病床利用率 
 
 

ただし、上記算定式により二次医療圏ごとに算定した数の都道府県における

合計数は、 
 
 
             当該区域の性別      当該区域の性別                                   １ 
            及び年齢階級別  × 及び年齢階級別 の総和 × 平均在院日数 × ─────── 
             人口             退院率                                       病床利用率 

 により二次医療圏ごとに算定した都道府県における合計数を超えることはでき

ない。 

 

ウ 基準病床数の加算部分 
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なお、当該都道府県において、都道府県外への流出入院患者数が都道府県内

への流入入院患者数よりも多い場合は、 
 
 
           都道府県外への      都道府県内への     １ 
                    －           × ――― 
           流出入院患者数   流入入院患者数     ３ 
 
 

 で得られた流出超過加算数を限度として適当と認める数を各二次医療圏の基準

病床数に加えることができる。 

 

（注１）「人口」とは、医療計画作成時における夜間人口をいう。その数値については、

国勢調査の結果による人口、地方公共団体の人口に関する公式統計による人口

等のうち最近のものによることとする。 

 

（注２）「年齢階級」とは、５歳ごとの年齢による階級である。 

 

（注３）「当該区域の性別及び年齢階級別入院・入所需要率」とは、厚生労働大臣が定

める在宅以外の長期療養に係る医療又は介護を必要とする者の性別及び年齢階

級別の入院・入所需要率を上限として、都道府県知事が当該区域の状況を勘案

して定める値とする。 

 

（注４）「介護施設で対応可能な数」とは、介護施設（介護療養型医療施設を除く。）

に入所している者の実数に都道府県知事が今後の介護サービスの進展を考慮し

た数を加えた数をいう。 

 

（注５）「当該区域の性別及び年齢階級別退院率」とは、地方ブロックの性別及び年齢

階級別の退院率をいう。 

 

（注６）「入院・入所需要率」、「退院率」、「病床利用率」及び「平均在院日数」として

使用する（参考とする）数値については、医療法第３０条の３第２項第３号の

療養病床及び一般病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等を定める件

（昭和６１年厚生省告示第１６５号）により定められている。 

 

（注７）各区域における流入入院患者数については、都道府県知事が当該区域におけ

る医療の確保のために必要と認める事情があるときは、当該区域ごとの数を超

えて、当該事情を勘案した数を加えることができる。 

（注８）各区域における流入流出入院患者数については、患者調査、国民健康保険等

のレセプト調査等により把握する。 
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（備考）「地方ブロック」とは、以下の９ブロックをいう。 

ブロック名 都 道 府 県 名 

北 海 道  北海道 

東  北  青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

関  東  茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野 

北  陸  富山、石川、福井 

東  海  岐阜、静岡、愛知、三重 

近  畿  滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

中  国  鳥取、島根、岡山、広島、山口 

四  国  徳島、香川、愛媛、高知 

九  州  福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

 

② 精神病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに次の算定式により算出し

た数を標準とする。 

 

ただし、算定式中「入院率」、「病床利用率」及び「入院患者数」は、それぞれ

「精神病床に係る入院率」、「精神病床利用率」及び「精神病床入院患者数」と読

み替えて適用する。 
 
 
     当該都道府県の      当該都道府県の             当該都道府県への      当該都道府県から 
              × 年齢階級別   の総和 ＋ 他都道府県からの  －  他都道府県への 
     年齢階級別人口   新規入院率                 流入入院患者数       流出入院数 
 
                                         １ 
        × 平均残存率 × ────────────────────── 
                          入院期間が１年未満である者に係る病床利用率 
 
         当該都道府県における入                             当該年において        長期入院患者 
  ＋  院期間が１年以上である ×（１－退院率）の総和 ＋ 入院期間が１年に －  退院促進目標 
     年齢階級別入院患者数                             達した入院患者数    数 
 
                         １ 
      × ──────────────────────                       
        入院期間が１年以上である者に係る病床利用率 
 
 

この場合において、都道府県知事は当該都道府県に所在する病院の入院患者の

うち当該都道府県に住所を有する者の数が、 
 
 
     当該都道府県の      当該都道府県の 
              ×          の総和 
     年齢階級別人口   年齢階級別入院率 
 
 

 により算定される数を下回っている都道府県については、 
 
 

45

参　考　資　料　１ 



 

22 
 

                         １ 
    （他の都道府県への流出入院患者数）× ────── 
                                  病床利用率 
 
 

 で得られた数の３分の１を限度として適当と認められる数をその都道府県におけ

る前記の算定式により算定した基準病床数に加えることができる。 

 

（注１）「人口」とは、医療計画作成時における夜間人口をいう。その数値については、

国勢調査の結果による人口、地方公共団体の人口に関する公式統計による人口

等のうち最近のものによることとする。 

 

（注２）「年齢階級」とは、２０歳未満、２０歳以上４０歳未満、４０歳以上６５歳未

満、６５歳以上の年齢による階級とする。 

 

（注３）「平均残存率」とは、次の二つの値を平均した値を標準として都道府県知事が

定める値とする。ただし、アの値がイの値を下回る都道府県にあっては、アの

値とする。 

 

ア 当該都道府県の平均残存率 

イ 全国の平均残存率の目標値 

 

なお、ア及びイの値として使用する数値については、医療法第３０条の３第

２項第３号に規定する精神病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等を定

める件（平成１８年厚生労働省告示第１６１号。以下「精神病床算定告示」と

いう。）により定められている。 

 

（注４）「退院率」とは、次の二つの値を平均した値を標準として都道府県知事が定め

る値とする。ただし、アの値がイの値を上回る都道府県にあっては、アの値と

する。 

 

ア 当該都道府県の入院期間が１年以上である入院患者の年齢階級別年間退院

率 

イ 全国の退院率の目標値 

 

なお、ア及びイの値として使用する数値については、精神病床算定告示によ

り定められている。 

 

（注５）「当該都道府県の年齢階級別新規入院率」、「入院期間が１年未満である者に係

る病床利用率」、「長期入院患者退院促進目標数」、「入院期間が１年以上である

者に係る病床利用率」、「当該都道府県の年齢階級別入院率」、「病床利用率」と
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して使用する数値については、精神病床算定告示により定められている。 

 

（注６）各都道府県における流入流出入院患者数については、患者調査、国民健康保

険等のレセプト調査等により把握する。 

 

③ 結核病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに都道府県知事が定める数

とする。 

 

なお、基準病床数の算定に当たっては、「医療計画における結核病床の基準病床

数の算定について」（平成１７年７月１９日健感発第０７１９００１号健康局結核

感染症課長通知）を参照すること。 

 

④ 感染症病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第３８条第１

項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感

染症病床並びに同条第２項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一

種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算し

た数を基準として都道府県知事が定める数とする。 

 

（２）基準病床数の算定の特例 

医療計画作成時に次のような事情があるため、都道府県知事が都道府県医療審議

会の意見を聴いた上で厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又

は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を基準病床数とすることができる。 

 

① 急激な人口の増加が見込まれ、病床の増加が必要と考えられる場合 

② 特定の疾患にり患する者が異常に多い場合 

③ 高度の医療を提供する能力を有する病院が集中している場合 

④ 基準病床数に係る特例の対象となる病床以外で、医学・医術の進歩に伴い特殊

病床が必要と考えられる場合 

⑤ その他当該区域において準ずる事情がある場合 

 

第５ 医療計画の推進等 

１ 医療計画の推進体制 

医療計画の推進体制については、第４の２（２）に定める協議の場を設けるなど、

関係者が互いに情報を共有することにより、信頼関係を醸成し、円滑な連携が推進さ

れるような体制を構築することが望ましい。 

 

２ 医療計画の推進状況の把握、評価及び再検討 
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医療計画の実効性を上げるためには、具体的な数値目標の設定と評価を行い、その

評価結果に基づき、計画の内容を見直すことが重要である。 

 

そのため、第３の 11に示すとおり、事業の目標、推進体制、推進方策、評価・見直

し方法等を計画においてあらかじめ明らかにした上で、尐なくとも５年ごとに、事業

の達成状況について調査、分析及び評価を行い、必要があるときは計画を変更する。 

 

第６ 医療計画に係る報告等 

各都道府県の実情を把握し適正な医療計画の推進に資するため、法第３０条の４第１

２項の規定に基づく医療計画の厚生労働大臣への報告については、次のとおり取り扱う。 

 

１ 医療計画の厚生労働大臣への報告 

（１）報告事項 

① 医療計画及びその概要並びに付属資料 

② 公示の方法（都道府県の公報の写し等を添付） 

③ 原案作成年月日、市町村からの意見聴取年月日、医療審議会への諮問年月日及

び答申年月日、公示年月日 

 

（２）提出部数  ５部 

 

（３）報告時期 

医療計画及びその概要並びに付属資料は公示前とし、その他の印刷物がある場合

は公示後速やかに報告するものとする。 

 

なお、例えば疾病又は事業ごとの医療連携体制において、医療機能を担う医療機

関の記載を変更した場合など、法第３０条の６の規定に基づかない計画変更の場合

には、報告の対象としないこととする。 

 

２ 医療法第３０条の１１の規定に基づく勧告の実施状況の報告 

（１）報告事項…………別紙様式３ 

開設者氏名、病院所在地、開設等申請年月日、申請病床数、申請病 床の種別、

勧告年月日、医療審議会の意見、勧告に対する申請者の対応、その他参考事項 

 

（２）提出部数  ４部 

 

（３）報告時期 

勧告の行った日の属する月の翌月の１０日までとする。ただし、「勧告に対する申

請者の対応」が相当遅れる場合は、当該部分のみ後日報告するものとする。 
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（別紙様式１） 

                               番     号 

                               年  月  日 

 

 厚生労働大臣       殿 

 

                           都道府県知事 

 

 

医療法第３０条の４第５項の規定に基づく承認について 

 

 

医療法第３０条の４第５項の規定による病床数の加算について関係書類を添付し、次の

とおり申請いたします。 

 

添付書類 

  １ 都道府県医療審議会の意見を記載した書面 

  ２ 関係地域の地図その他参考となる書類 

 

１ 加算すべき病床数 
 ２ 加算する病

床の種別 

 

３ 加算する地域 
 

４ 加算を必要とする

理由 

 

５ 加算しようとする

病床数の算定根拠 

 

６ 関係医療施設の現

況と計画 

 

７ 備     考 
 

 

記載上の注意 

「４ 加算を必要とする理由」の欄には、特定の疾病の多発等のため特定の病院を整

備しようとする場合にはその旨、並びに当該病院の整備計画の概要及び設置場所選定の

理由等を記載すること。 
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（別紙様式２） 

                               番     号 

                               年  月  日 

 

 厚生労働大臣       殿 

 

                           都道府県知事 

 

 

医療法第３０条の４第６項（又は第７項）の規定に基づく承認について 

 

 

医療法第３０条の４第６項（又は第７項）の規定による病床数の特例について関係書類

を添付し、次のとおり申請いたします。 

 

添付書類 

  １ 都道府県医療審議会の意見を記載した書面 

  ２ 関係地域の地図その他参考となる書類 

 

１ 特例とすべき病床

数 

 ２ 特例とする

病床の種別 

 

３ 特例とする地域 
 

４ 特例を必要とする

理由 

 

５ 特例としようとす

る病床数の算定根拠 

 

６ 関係医療施設の現

況と計画 

 

７ 備     考 
 

 

記載上の注意 

「４ 特例を必要とする理由」の欄には、特定の疾病の多発等のため特定の病院を整

備しようとする場合にはその旨、並びに当該病院の整備計画の概要及び設置場所選定の

理由等を記載すること。 
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（別紙様式３） 

 

 

医療法第３０条の１１の規定に基づく勧告の実施状況報告 

 

 

病 院 名 

 

開 設 者 氏 名 

 

病 院 所 在 地 

 

開設等申請年月日 

 

申 請 病 床 数 

 

申請病床の種別 

 

勧 告 年 月 日 

 

医療審議会の意見 

 

勧 告 に 対 す る 

申 請 者 の 対 応 

 

その他参考事項 
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頼

決
定
連
絡

坂
井
地
区
在
宅

ケ
ア
ネ
ッ
ト
事
務
局

（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

主
治
医
等
決
定

情
報
伝
達 在
宅
主
治
医
（
登
録
）

在
宅
副
主
治
医
（
〃
）

患
者

（
在
宅
チ
ャ
ー
ト
）

訪
問
看
護
師
・
介
護
支
援
専
門
医
等

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
情
報
交
換

協
力
病
院

（
病
状
変
化
自
の
受
入
）

在
宅
医
療
開
始

在
宅
主
治
医

（
訪
問
診
療
）

病
院
主
治
医

診
療
情
報
提
供
書

専
門

医
（
ネ
ッ
ト
上
の
相
談
）

在
宅
副
主
治
医

不
在
時
の
往
診
等
支
援

◆
福
井
県
：
在
宅
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
設
置

○
県
の
補
助
金
事
業
「
ふ
く
い
在
宅
安
心
ネ
ッ
ト
構
築

支
援
事
業
」

・
実
施
主
体
：地
区
医
師
会

主
に
在
宅
緩
和
患
者
を
対
象
と
す
る
坂
井
地
区

ケ
ア
ネ
ッ
ト
を
運
用

・
事
業
主
体
：保
健
所

関
係
団
体
・
施
設
を
調
整

事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
の
推
進
会
議
を

運
営
。
ま
た
実
施
主
体
の
医
師
会
の
実
務
的
な
支

援
等
も
行
う

※
坂
井
地
区
ケ
ア
ネ
ッ
ト

・
在
宅
医
紹
介

病
院
等
か
ら
主
治
医
の
紹
介
依
頼

→
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
登
録
医
に
情
報
伝
達

→
主
治
医
決
定
（
副
主
治
医
を
主
治
医
が
決
定
）

→
本
人
・
家
族
の
同
意

→
関
わ
る
多
職
種
に
周
知

・
在
宅
療
養
移
行
の
サ
ポ
ー
ト

退
院
前
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
参
加
か
ら
自
宅

環
境
の
整
備
、
初
回
訪
問
診
療
の
同
行
、

→
関
わ
る
多
職
種
に
情
報
提
供

在
宅
医
療
に
関
す
る
各
地
の
取
組
③
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＜
在
宅
移
行
促
進
の
た
め
の

病
院
・訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
研
修
＞

・県
内
の
４
地
区

:保
健
福
祉
環
境
事
務
所
内
に
設
置

・地
域
の
在
宅
医
療
連
携
を
支
援
し
促
進
す
る
。

・地
域
の
事
例
検
討

・地
域
特
性
を
生
か
し
た
連
携
の
検
討

・在
宅
医
療
推
進
の
司
令
塔

・地
域
に
お
け
る
在
宅
療
養
に
関
す
る
連
携
の
推
進
及
び
適
切
な
在
宅
療
養
の
提
供

・在
宅
医
療
推
進
を
図
る
た
め
の
体
制
整
備
の
検
討

在
宅
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー

（宗
像
保
福
環
事
務
所
）

在
宅
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー

（嘉
穂
保
福
環
事
務
所
）

連
携

・
報
告

在
宅
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー

（
山
門
保
福
環
事
務
所
）

相
談
・
情
報
提
供

相
談
員

（
県
の
保
健
師
等
）

N
P

O
（
委
託
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

地
域
の

医
療
機
関

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

患
者
会

薬
局

（
訪
問
薬
剤
師
）

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

診
療
所

Ｎ
Ｐ
Ｏ

自
宅

（
患
者
・家
族
）

地 域 が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院

ケ
ア
マ
ネ

介
護
施
設

在
宅
療
養

支
援
診
療
所

連
携
支
援

地
域
の
核
と
な
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

・2
4時
間
訪
問
看
護
推
進

・訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
介
護
福
祉
士
配
置

・地
域
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
助
言
・相
談
対
応

デ
イ

ホ
ス
ピ
ス
（案
）

地
域
で
の

24
時
間
訪

問
看
護
体
制
（案
）

・2
4時
間
診
療
所
や
薬
局
（訪
問
薬
剤
師
）等
と
連
携
し
、
地
域
在
宅

医
療
を
進
め
る

・相
互
の
職
場
で
の
実
務
体
験
と
役
割
分
担
の
確
認

・2
4時
間
訪
問
看
護
に
取
組
め
る
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
育
成
す
る

・核
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
、
相
談
・助
言
機
能
を
も
た
せ
る

◆
福
岡
県
：
県
及
び
保
健
所
が
中
心
と
な
り
在
宅
医
療
お
よ
び
地
域
連
携
を
促
進

地
域
在
宅
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー
（京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
）

福
岡
県
在
宅
医
療
推
進
協
議
会
（県

医
療
指
導
課
）

在
宅
医
療
に
関
す
る
各
地
の
取
組
④

連
携

・
報
告

地
域
在
宅
医
療
体
制
の
整
備

(ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

)
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在
宅
医
療
に
対
す
る
現
状
認
識

○
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
医
療
と
し
て
未
だ
十
分
定
着
し
て
い
な
い

○
急
性
期
医
療
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
や
救
急
、
終
末
期
受
け
入
れ
先
の
確
保
が
不
十
分

○
在
宅
死
亡
比
率
の
増
加
停
滞

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
役
割
（
中
期
計
画
の
着
実
な
実
施
）

セ
ン
タ
ー
の
中
期
計
画
に
お
い
て
、
在
宅
医
療
に
関
す
る
モ
デ
ル
提
供
、
研
究
開
発
等
を
規
定

→
国
民
が
地
域
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
在
宅
医
療
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、
全
国
的
な
推
進
に
寄
与

す
る
。

セ
ン
タ
ー
の
行
動
方
針

○
在
宅
医
療
推
進
会
議
の
開
催
に
よ
る
課
題
抽
出
、
方
策
推
進
、
政
策
提
言

・
２
４
時
間
３
６
５
日
の
支
援
体
制
の
た
め
の
多
職
種
連
携
推
進

・
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
等
の
活
性
化
、
在
宅
看
取
り
率
の
増
加

・
医
療
・介
護
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
連
携
方
策
の
推
進

○
在
宅
医
療
支
援
病
棟
（医
療
提
供
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
の
研
究
開
発
）

・地
域
の
在
宅
医
療
実
施
診
療
所
と
連
携
、
需
要
調
査

・患
者
・家
族
の
臨
床
・

Q
O

L向
上
へ
の
効
果
を
評
価
（高
齢
者
総
合
生
活
機
能
評
価
の
実
施
）

・在
宅
看
護
で
重
視
す
べ
き
ケ
ア
の
分
析
・評
価

○
在
宅
医
療
の
効
果
、
経
済
分
析
等
に
関
す
る
研
究

○
関
係
医
療
団
体
、
学
会
、

N
P

O
等
に
対
す
る
支
援

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
取
組

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
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在
宅
医
療
推
進
会
議
（
平
成
１
９
年
５
月
設
置
）

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
総
長
が
召
集
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
在
宅
医
療
を
推
進
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、
関
係
者
の
意
見
を
聴
く

た
め
に
開
催
。

会
議
の
意
見
を
基
に
、
在
宅
医
療
推
進
方
策
に
つ
い
て
、
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
関
係
機
関
・関
係
者
が
実
施
す
る
と
共
に
、
必

要
に
応
じ
て
、
制
度
に
反
映
さ
せ
る
等
の
た
め
に
政
策
提
言
を
行
う
。

１
位
置
づ
け

・
日
本
ホ
ス
ピ
ス
・
在
宅
ケ
ア
研
究
会

蘆
野

吉
和

副
理
事
長

・
日
本
薬
剤
師
会

安
部

好
弘

常
務
理
事

・
日
本
老
年
医
学
会
東
大
大
学
院
医
学
系
研
究
科

大
内

尉
義

会
長

・
尾
道
市
医
師
会

片
山

壽
会
長

・
日
本
介
護
支
援
専
門
員
協
会

木
村

隆
次

会
長

・
在
宅
ケ
ア
を
支
え
る
診
療
所
・市
民
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

黒
岩

卓
夫

会
長

・
日
本
看
護
協
会

坂
本

す
が

副
会
長

・
日
本
在
宅
医
学
会

佐
藤

智
顧
問

・
日
本
訪
問
看
護
振
興
財
団

佐
藤

美
穂
子

常
務
理
事

・
日
本
在
宅
医
療
学
会

城
谷

典
保

会
長

・
在
宅
医
療
助
成

勇
美
記
念
財
団

住
野

勇
理
事
長

・
長
寿
科
学
振
興
財
団

祖
父
江

逸
郎

理
事
長

・
日
本
歯
科
医
師
会

池
主

憲
夫

常
務
理
事

・
東
大

高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構

辻
哲
夫

教
授

・
日
本
プ
ラ
イ
マ
リ
・ケ
ア
連
合
学
会

前
沢

政
次

理
事
長

・
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
中
央
病
院
緩
和
医
療
科

的
場

元
弘

医
長

・
日
本
医
師
会

三
上

裕
司

常
任
理
事

・
全
国
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
協
議
会

山
口

昇
常
任
顧
問

・
日
本
ホ
ス
ピ
ス
緩
和
ケ
ア
協
会

山
崎

章
郎

理
事

・
全
国
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
連
絡
協
議
会

米
満

弘
之

会
長

２
メ
ン
バ
ー

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
取
組
（在
宅
医
療
推
進
会
議
）
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国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

在
宅
医
療
推
進
会
議

（
平
成
１
９
年
５
月
設
置
）

関
係
団
体
等
委
員
２
０
名

セ
ン
タ
ー
総
長
が
招
集

（
優
先
課
題
）

・
在
宅
医
療
を
担
う
医
師
・
歯
科
医
師
、
看
護
師
、

薬
剤
師
等
を
増
や
す

・
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
、
機
能
強
化
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化

・
急
性
期
・在
宅
医
療
の
円
滑
な
連
携
の
促
進

・
国
民
・
医
療
関
係
者
へ
の
周
知

在
宅
医
療
の
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン

実
践
例
収
集
、

情
報
提
供
、
連
携

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
・

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

能
力
強
化

人
材
養
成

・
将
来
の
在
宅
医
療
の
姿

(医
療
提
供
体
制
）

・
達
成
目
標
等
の
検
討

・
在
宅
看
取
り
医
療
を
医
療

関
係
者
へ
周
知
・
教
育

・
急
性
期
と
在
宅
の
橋
渡
し

あ
り
方
の
検
討

・
関
係
団
体
の
取
り
組
み
集
約

・
全
国
在
宅
医
療
支
援
診
療
所

連
絡
会
、
全
国
在
宅
歯
科
医

療
・
口
腔
連
絡
会
、
在
宅
療

養
支
援
薬
局
研
究
会
等

の
形
成
促
進

・
関
係
団
体
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
集
約
、

情
報
交
換

・
日
本
医
師
会
・
日
本
老
年
医
学

会
の
共
同
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
在
宅
医
療

支
援
）
作
成
関
与

・
教
育
研
修

D
V

D
作
成

４
作
業
部
会
を
設
置

在
宅
医
療
の
推
進

（
多
職
種
協
働
で
推
進
）

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
取
組
（在
宅
医
療
推
進
会
議
）

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
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在
宅
医
療
推
進
会
議
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
経
緯

平
成

1
9
年

5
月

（第
１
回
）セ
ン
タ
ー
総
長
が
関
係
団
体
へ
の
呼
び
か
け
て
設
置
。

重
要
課
題
に
係
る
作
業
部
会
を
設
置
し
、
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
検
討
開
始
。

1
1
月

（第
２
回
）中
間
報
告
取
り
ま
と
め
（作
業
部
会
）

優
先
度
が
高
く
、
推
進
会
議
、
構
成
団
体
が
主
体
的
に
取
り
組
む
必
要
の
あ
る

５
項
目
を
提
言
。

・
在
宅
医
療
を
担
う
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
を
増
や
す

・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
を
強
化
す
る

・
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
の
機
能
を
強
化
す
る

・
急
性
期
医
療
と
在
宅
医
療
の
円
滑
な
連
携
を
促
進
す
る

・
国
民
・医
療
関
係
者
が
在
宅
医
療
を
知
る
こ
と
を
促
進
す
る

2
0
年

5
月

厚
生
労
働
省
医
政
局
に
在
宅
医
療
推
進
室
設
置
。

1
0
月

（第
３
回
）多
職
種
協
働
に
よ
る
連
携
強
化
の
必
要
性
等
を
提
言

1
0
月

セ
ン
タ
ー
主
催
で
、
在
宅
医
療
推
進
多
職
種
協
働
懇
話
会
開
催
（近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
）

2
1
年

3
月

同
上
、
多
職
種
協
働
懇
話
会
開
催
（北
関
東
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
）

3
月

日
本
医
師
会
在
宅
医
療
支
援
研
修
第
１
回
実
施
（カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
へ
の
関
与
）

4
月

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
連
絡
会
一
般
社
団
法
人
化

2
2
年

3
月

（第
４
回
）国
の
施
策
の
現
状
、
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
と
の
連
携
強
化
確
認

2
3
年

1
～

2
月
（第
５
回

,）
連
携
推
進
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
予
定
。

（こ
の
他
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
在
宅
医
療
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
関
係
団
体
と
毎
年
、
計
６
回
開
催
）

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
取
組
（在
宅
医
療
推
進
会
議
）

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
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「
在
宅
医
療
支
援
病
棟
」
の
位
置
付
け
：
N

C
の
中
期
計
画
に
基
づ
く
取
り
組
み

高
齢
化
の
更
な
る
進
展

療
養
病
床
の
再
編
成

（セ
ン
タ
ー
中
期
計
画
）

全
国
の
在
宅
医
療
体
制
整
備

モ
デ
ル
の
提
示
・
研
究
開
発

－
目
標
－

医
療

や
介

護
を

必
要

と
す

る
状

態
と

な
っ

て
も

、
住

み
慣

れ
た

自
宅

や
地

域
で

療
養

し
た

い
、

介
護

を
受

け
た

い
と

希
望

す
る

高
齢

者
の

意
向

が
最

大
限

尊
重

で
き

る
体

制
の

構
築

・
整

備

地
域
ケ
ア
体
制
の
イ
メ
ー
ジ

地
域
ケ
ア
体
制

在
宅

医
療

・
往

診

・
訪

問
看

護

・
訪

問
リ

ハ

な
ど

多
彩
な
見
守
り

サ
ー
ビ
ス

・安
否
確
認

・生
活
相
談

・住
宅
改
修

な
ど

介
護

サ
ー
ビ
ス

・施
設
サ
ー
ビ
ス

・在
宅
サ
ー
ビ
ス

高
齢

者
に

対
す

る
在

宅
医

療
支

援
モ

デ
ル

の
開

発

在
宅
医
療
支
援
病
棟

支
援

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
取
組
（在
宅
医
療
支
援
病
棟
）

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
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在
宅
ケ
ア
チ
ー
ム
と
病
院
チ
ー
ム
の
切
れ
目
の
な
い
医
療
・
ケ
ア
を
目
指
す
。

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
近
隣
の
在
宅
ケ
ア
チ
ー
ム

登
録
医

診
療
所
医
師

登
録
患
者

在
宅
高
齢
患
者

訪
問
看
護
師

ヘ
ル
パ
ー

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

介
護
支
援
専
門
員

在
宅
へ
の
退
院
支
援

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
病
院
チ
ー
ム

在
宅
医
療
支
援
病
棟

・
２
０
床

・救
急
か
ら
看
取
り
ま
で
対
応

・
多
職
種
協
働
に
よ
る
在
宅
へ
の
退
院
支
援

地
域
医
療
連
携
室

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

薬
剤
師

登
録
医
の
判
断
に
よ
る
入
院

登
録
医
の
判
断
に
よ
る
入
院

登
録
制
の
採
用

在
宅
医
療
支
援
病
棟
の
設
置

２
０
０
９
年
４
月
～
２
０
１
０
年
３
月
の
在
宅
医
療
支
援
病
棟
へ
の
入
院
患
者
の
調
査
結
果

延
べ
２
５
３
件
（
１
６
４
名
）が
利
用

平
均
年
齢
７
７
．
３
歳

平
均
入
院
日
数
１
７
．
８
日

入
院
目
的
は
治
療
（
５
２
．
２
％
）
、
在
宅
療
養
の
た
め
の
指
導
・
調
整
（
２
２
．
１
％
）
、
レ
ス
パ
イ
ト
（７
．
９
％
）

紹
介
入
院
１
６
４
名
中
７
７
名
が
死
亡
、
う
ち
自
宅
死
亡
２
６
名
（
在
宅
死
亡
率
３
３

.７
％
）

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
取
組
（在
宅
医
療
支
援
病
棟
）

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

1
0
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医
療
保
険
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
取
組
と
検
討
状
況

＜
こ
れ
ま
で
の
主
な
取
組
＞


平
成
２
２
年
の
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、


症
状
が
増
悪
し
た
緊
急
時
の
対
応
な
ど
、
患
者
の
求
め
に
応
じ
居
宅
に
赴
い
て
診
療
を
行
う
往
診
料
の
評
価
の
引
き
上
げ


小
児
に
対
す
る
在
宅
医
療
の
評
価
の
新
設


3
6
5
日
、

2
4
時
間
体
制
で
地
域
の
在
宅
医
療
を
支
え
る
病
院
の
評
価
と
し
て
、
在
宅
療
養
支
援
病
院
の
拡
大


入
院
医
療
か
ら
在
宅
医
療
へ
の
移
行
を
推
進
す
る
た
め
、
在
宅
医
療
に
移
行
し
た
患
者
の
早
期
の
医
学
管
理
を
評
価


頻
回
の
皮
膚
処
置
が
必
要
な
患
者
に
つ
い
て
、
在
宅
に
お
け
る
医
療
材
料
の
選
択
等
の
指
導
管
理
を
新
設


同
月
に
訪
問
看
護
療
養
費
を
算
定
で
き
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数
の
制
限
の
緩
和


訪
問
看
護
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
係
る
評
価
の
見
直
し


乳
幼
児
等
へ
の
訪
問
看
護
の
評
価


等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

＜
検
討
事
項
（
予
定
）
＞

平
成

2
2
年
の
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
、
答
申
に
あ
た
っ
て
の
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
意
見
の
う
ち
、
在
宅
医
療
に
係
る
主

な
も
の
は
以
下
の
通
り
。

８
訪
問
看
護
に
つ
い
て
は
、
診
療
報
酬
と
介
護
報
酬
の
同
時
改
定
に
向
け
て
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
安
定
的
な
運
営
や
、

患
者
の
病
状
に
合
わ
せ
た
訪
問
に
対
す
る
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
こ
と
。

１
１
診
療
報
酬
と
介
護
報
酬
の
同
時
改
定
に
向
け
、
必
要
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
切
れ
目
無
く
円
滑
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
検

討
を
行
う
こ
と
。

１
６
平
成
２
２
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
実
施
後
に
お
い
て
は
、
特
に
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
調
査
・
検
証
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
２
）
在
宅
医
療
の
実
施
状
況
及
び
医
療
と
介
護
の
連
携
状
況

（
３
）
在
宅
歯
科
医
療
及
び
障
害
者
歯
科
医
療
の
実
施
状
況
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介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
【課
題
と
方
向
性
】

【
地
域
に
お
け
る
介
護
の
課
題
】

・
介

護
に

な
っ

て
も

在
宅

で
過

ご
し

た
い

高
齢

者
が

多
数

・
高

齢
者

の
み

世
帯

や
重

度
の

要
介

護
者

に
対

す
る

支
援

の
不

足
・

介
護

人
材

の
需

要
が

今
後

増
大

、
医

療
ニ

ー
ズ

を
担

う
人

材
確

保
が

必
要

【
介
護
保
険
財
政
の
課
題
】

・
介

護
費

用
の

上
昇

(2
0

2
5
年

に
1

9
～

2
3
兆

円
)

・
第

5
期

(平
成

2
4
～

2
6
年

度
)に

5
0

0
0
円

を
超

え
る

介
護

保
険

料
・

介
護

職
員

の
処

遇
改

善
の

継
続

の
た

め
に

必
要

な
財

源
確

保

○
日
常
生
活
圏
域
に
お
い
て
、
医
療
、
介
護
、
予
防
、
住
ま
い
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
切
れ
目
な
く
、
有
機
的
か
つ
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
実
現

○
給
付
の
効
率
化
･重
点
化
な
ど
を
進
め
、
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
こ
と
で
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
持
続
可
能
な
介
護
保
険

制
度
を
構
築

日
常

生
活

圏
域

介
護

生
活

支
援

医
療

住
ま

い
予

防

○
要
介
護
高
齢
者
を
地
域
全
体
で
支
え
る
た
め
の
体
制
整
備

・
単

身
･重

度
の

要
介

護
者

等
に

も
対

応
し

う
る

サ
ー

ビ
ス

の
整

備
（

2
4
時

間
対

応
の

定
期

巡
回

･随
時

対
応

サ
ー

ビ
ス

等
）

・
軽

度
の

要
介

護
者

へ
の

サ
ー

ビ
ス

、
地

域
支

援
事

業
・

住
ま

い
の

整
備

、
施

設
サ

ー
ビ

ス
の

あ
り

方
・

認
知

症
高

齢
者

へ
の

対
応

、
家

族
支

援
の

あ
り

方
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営
の

円
滑

化

【
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
】

○
た
ん
の
吸
引
、
人
材
の
確
保

○
保
険
者
が
果
た
す
べ
き
役
割

○
給
付
の
充
実
等

・
給

付
の

充
実

・
低

所
得

者
へ

の
配

慮

・
平

成
2

4
年

度
以

降
の

介
護

職
員

処
遇

改
善

の
継

続

・
保

険
料

の
軽

減

○
給
付
と
負
担
の
見
直
し

（
検

討
事

項
）

・
給

付
範

囲
の

見
直

し

・
利

用
者

負
担

の
見

直
し

・
総

報
酬

割
へ

の
移

行

・
被

保
険

者
範

囲
の

見
直

し

給
付

負
担

【
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
】

平
成

2
2
年

1
1
月

3
0
日
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
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介
護

保
険

制
度

の
見

直
し

に
関

す
る

意
見

【
概

要
版

】

○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現

：
医
療
、
介
護
、
予
防
、
住
ま
い
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
切
れ
目
な
く
、
有
機
的
か
つ
一
体
的
に
提
供

○
持
続
可
能
な
介
護
保
険
制
度
の
構
築

：
給
付
の
効
率
化
･重
点
化
な
ど
を
進
め
、
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る

○
卖
身
･重
度
の
要
介
護
者
等
に
対
応
し
う
る
サ
ー
ビ
ス
の
整
備

・2
4時
間
対
応
の
定
期
巡
回
･随
時
対
応
サ
ー
ビ
ス
の
創
設

・複
合
型
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
（小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
と
訪
問
看
護
等
）

・介
護
福
祉
士
等
の
介
護
職
員
に
よ
る
日
常
の
医
療
的
ケ
ア
の
実
施
を
可
能
に

○
要
支
援
者
・軽
度
の
要
介
護
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス

・給
付
の
効
率
化
･重
点
化
と
自
立
支
援
の
観
点
か
ら
の
検
討
(※
）

○
地
域
支
援
事
業

・保
険
者
判
断
に
よ
る
予
防
給
付
と
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
化

○
住
ま
い
の
整
備

・一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
有
料
老
人
ホ
ー
ム
と
高
専
賃
を
、
サ
ー
ビ
ス
付

高
齢
者
住
宅
と
し
て
高
齢
者
住
ま
い
法
に
位
置
づ
け

○
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方

・社
会
医
療
法
人
が
特
養
を
開
設
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る

・介
護
療
養
病
床
の
廃
止
を
一
定
の
期
間
に
限
り
猶
予
（
※
）

◎
見
直
し
の
基
本
的
考
え
方

◎
見
直
し
の
方
向

○
認
知
症
を
有
す
る
人
へ
の
対
応

・認
知
症
の
ケ
ア
モ
デ
ル
構
築
と
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
ケ
ア
パ
ス
の
作
成

・市
民
後
見
人
活
用
に
よ
る
支
援
の
た
め
の
体
制
整
備

・認
知
症
の
人
や
家
族
へ
の
支
援
に
つ
い
て
地
域
支
援
事
業
の
活
用
検
討

○
家
族
支
援
の
あ
り
方

・仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
（介
護
休
暇
制
度
の
利
用
促
進
等
）

・デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
宿
泊
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
を
慎
重
に
検
討

・地
域
支
援
事
業
に
お
け
る
家
族
支
援
事
業
の
推
進

○
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
円
滑
化

○
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・ケ
ア
プ
ラ
ン
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資
質
向
上
の
推
進

○
要
介
護
認
定

・認
定
の
有
効
期
間
の
延
長
な
ど
の
事
務
の
簡
素
化

○
情
報
公
表
制
度
と
指
導
監
督

・手
数
料
に
よ
ら
ず
、
利
用
し
や
す
い
情
報
公
表
制
度
へ
の
変
更

・都
道
府
県
に
お
け
る
指
導
監
督
体
制

○
介
護
人
材
の
確
保
と
資
質
の
向
上

・介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
処
遇
改
善
の
取
組
の
継
続
（
※
）

・労
働
法
規
遵
守
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
取
組
の
推
進

○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
保
険
者
の
役
割

・介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
の
際
の
地
域
ニ
ー
ズ
の
的
確
な
把
握

・医
療
サ
ー
ビ
ス
や
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和

・地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
事
業
者
の
適
正
な
公
募
を
通
じ
た
選
考

○
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス

・処
遇
改
善
継
続
と
給
付
拡
充
の
た
め
の
財
源
確
保
（ﾍ
ﾟｲ
ｱ
ｽ
ﾞ
ﾕ
ｰ
ｺ
ﾞｰ
原
則
）

・被
用
者
保
険
間
の
負
担
の
公
平
性
を
図
る
た
め
総
報
酬
割
導
入
の
検
討
(※
)

・財
政
安
定
化
基
金
の
取
り
崩
し
に
よ
る
保
険
料
の
軽
減
の
検
討
（
※
）

・ケ
ア
プ
ラ
ン
に
係
る
利
用
者
負
担
の
導
入
の
検
討
（
※
）

・一
定
以
上
所
得
者
の
利
用
者
負
担
の
引
き
上
げ
の
検
討
（
※
）

・家
族
の
負
担
能
力
等
を
考
慮
し
た
補
足
給
付
の
支
給
の
検
討
（
※
）

・多
床
室
に
お
け
る
給
付
範
囲
の
見
直
し

(低
所
得
者
は
維
持

)（
※
）

・被
保
険
者
範
囲
の
見
直
し
の
検
討
（
※
）

○
低
所
得
者
へ
の
配
慮

・低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
料
負
担
の
配
慮
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
の
負
担
軽
減

（※
）：
異
な
る
意
見
や
反
対
意
見
も
併
記

平
成

2
2
年

1
1
月

3
0
日
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
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障
害
児
施
策
の
う
ち
医
療
に
関
係
す
る
取
組
と
検
討
状
況

＜
こ
れ
ま
で
の
主
な
取
組
＞


障
害
者
自
立
支
援
法
に
お
け
る
取
組

・
障
害
児
に
対
す
る
支
援
（
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
※
、
居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
短
期
入
所
、
補
装
具
、
自
立
支
援
医
療
、
相
談
支
援
等
）

※
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
が
看
護
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
で
評
価

＜
平
成
２
１
年
度
＞
短
期
入
所
の
報
酬
改
定
。
さ
ら
に
、
医
療
型
短
期
入
所
に
従
前
の
宿
泊
型
に
加
え
日
帰
り
型
を
追
加
。


児
童
福
祉
法
に
お
け
る
取
組

・
通
所
施
設
（
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
難
聴
幼
児
通
園
施
設
）

・
入
所
施
設
（
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
）

※
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
（第

1
種
自
閉
症
児
施
設
に
限
る
）は
病
院
と
し
て
、
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設

は
診
療
所
と
し
て
、
医
療
の
提
供
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
医
療
ニ
ー
ズ
の
あ
る
障
害
児
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。


そ
の
他
の
取
組

・
重
症
心
身
障
害
児
通
園
事
業
、
発
達
障
害
施
策
（発
達
障
害
研
修
事
業
等
）

＜
検
討
事
項
（
予
定
）
＞

１
平
成
２
５
年
８
月
ま
で
に
、
障
害
者
自
立
支
援
法
を
廃
止
し
、
制
度
の
谷
間
を
生
ま
な
い
「障
害
者
総
合
福
祉
法
」
（仮
称
）
を
制
定
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
お
よ
び
総
合
福
祉
部
会
に
お
い
て
検
討

２
「
障
害
者
総
合
福
祉
法
」
（
仮
称
）の
検
討
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
全
国
の
在
宅
障
害
児
・者
の
医
療
ニ
ー
ズ
も
含
め
た
ニ
ー
ズ
等
の

実
態
を
把
握
す
る
全
国
調
査
を
平
成
２
３
年
度
に
実
施
す
る
予
定
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Th
e 

q
u

al
it

y 
o

f 
d

ea
th

 –
R

an
ki

n
g 

en
d

-o
f-

lif
e 

ca
re

 a
cr

o
ss

 t
h

e 
w

o
rl

d
  

(A
 r

ep
o

rt
 f

ro
m

 t
h

e 
Ec

o
n

o
m

is
t 

In
te

lli
ge

n
ce

 U
n

it
 C

o
m

m
is

si
o

n
ed

 b
y 

LI
EN

 fo
u

n
d

at
io

n
, 2

0
1

0
)


エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
っ
て
２
０
１
０
年
に
発
表
さ
れ
た
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
３
０
カ
国
を

含
め
た
４
０
カ
国
の
終
末
期
ケ
ア
に
関
す
る
ラ
ン
キ
ン
グ
。


日
本
は
４
０
カ
国
中
２
３
位
。
１
位
は
イ
ギ
リ
ス
、
２
位
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
３
位
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
。


高
齢
化
、
終
末
期
ケ
ア
へ
の
予
算
不
足
、
終
末
期
ケ
ア
に
対
す
る
患
者
の
財
政
負
担
、
ホ
ス
ピ
ス

や
緩
和
ケ
ア
施
設
の
数
、
国
家
緩
和
ケ
ア
戦
略
が
な
い
こ
と
、
終
末
期
ケ
ア
従
事
者
の
認
定
制
度

が
な
い
こ
と
な
ど
が
低
い
評
価
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。


報
告
書
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
主
な
各
国
共
通
の
課
題


「
死
に
対
す
る
認
識
」、
「文
化
的
タ
ブ
ー
」が
緩
和
ケ
ア
を
推
進
す
る
上
で
の
課
題
で
あ
る
。


終
末
期
ケ
ア
に
対
す
る
予
算
は
限
ら
れ
て
お
り
、
通
常
、
従
来
の
治
療
が
優
先
さ
れ
る
。


緩
和
ケ
ア
に
必
要
な
の
は
施
設
内
の
ケ
ア
よ
り
も
研
修
が
必
要
で
あ
る
。

我
が
国
の
終
末
期
ケ
ア
（海
外
と
の
比
較
）
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○
６
０
％
の
国
民
が
望
ん
だ
場
所
で
の
死
を
迎
え
ら
れ
て
い
な
い
。

○
地
域
の
医
療
従
事
者
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
症
状
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
家
族
の
介
護
負
担
、
病
状
の
変
化
へ

の
困
惑
な
ど
に
よ
り
、
入
院
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
る
こ
と
が
多
〄
あ
る
。

↓

患
者
・
家
族
も
含
め
た
関
係
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
緩
和
ケ
ア
専
門
家
や
時
間
外
対
応
シ
ス
テ
ム
等

様
〄
な
関
連
機
関
と
の
連
携
も
含
め
、
地
域
緩
和
ケ
ア
を
改
善
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
構
築
に
つ
い
て
の
検
討
が
始
ま
っ
た
。

■
G

SF
の

K
ey
と
な
る
タ
ス
ク

C
1

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 (
登
録

/方
針
・
情
報
の
共
有

)
C

2
C

o
-o

rd
in

at
io

n
 (
調
整

)
C

3
   

C
o

n
tr

o
l o

f 
sy

m
p

to
m

s 
(症
状
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

)
C

4
   

C
o

n
ti

n
u

it
y 

o
f 

C
ar

e
 (
ケ
ア
の
継
続
性

)
C

5
C

o
n

ti
n

u
e

d
le

ar
n

in
g 

(継
続
的
な
学
習

)
C

6
   

C
ar

e
r

su
p

p
o

rt
 (
介
護
者
の
支
援

)
C

7
: 

 C
ar

e
 in

 t
h

e
 d

yi
n

g 
 p

h
as

e
 (
看
取
り
の
ケ
ア

)

St
ep

1

St
ep

2

St
ep

3

・
2
0
0
1
年

G
S
F
の
試
験
導
入

・
2
0
0
3
年

終
末
期
患
者
を
対
象
と
し
た

E
nd

 o
f 

L
if
e
 C

ar
e

P
ro

gr
am
が
策
定
さ
れ
る
。

・
2
0
0
5
年

N
H

S
(N

at
io

na
l H

e
al

th
 S

e
rv

ic
e
)の

E
nd

-
o
f 
L
if
e
 C

ar
e
 

P
ro

gr
am
の
一
環
と
し
て
、

12
0
0万
ポ
ン
ド
（
約

25
億
円
）を

拠
出
し
、
全
国
の

G
S
F
を
統
括
す
る
中
央
チ
ー
ム
を
設
置

・
2
0
0
6
年

G
S
F
の
一
部
が
、

Q
u
al

it
y 

an
d 

O
u
tc

o
m

e
s 

F
ra

m
e
w

o
rk

（
医
学
的
な
指
標
を
基
に
到
達
目
標
を
設
定
し

, そ
の
到
達

度
を
点
数
化
し
て
診
療
報
酬
が
加
算
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
）の

対
象
に
な
っ
た
。

・
2
0
0
9
年

9
0
％
超
の
診
療
所
医
師
が
こ
の
診
療
報
酬
を
算
定
。

6
0
％
以
上
が

C
4
以
上
の
介
入
を
実
施
。

1
5
％
が

C
1
-
C

7
の
す
べ
て
の
タ
ス
ク
を
実
施
。

■
G

SF
導
入
の
流
れ

英
国

G
o

ld
 S

ta
n

d
ar

d
s 

Fr
am

ew
o

rk
の
概
要

○
２
０
０
５
年
に
導
入
さ
れ
た

En
d

 o
f 

Li
fe

 C
ar

e
 P

ro
gr

am
の
柱
と
な
る
緩
和
ケ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

○
地
域
の
多
職
種
の
チ
ー
ム
を
中
心
と
し
て
、
余
命
１
年
以
内
の
者
に
対
し
、
最
高
水
準
の
緩
和
ケ
ア
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

■
G

o
ld

 S
ta

n
d

ar
d

s 
Fr

am
ew

o
rk
（

G
SF
）
導
入
の
背
景

■
G

SF
と
は
？
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英
国

G
o

ld
 S

ta
n

d
ar

d
s 

Fr
am

ew
o

rk
の
普
及
シ
ス
テ
ム

G
SF
中
央
チ
ー
ム

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

N
at

io
n

al
 H

ea
lt

h
 

Se
rv

ic
e(

N
H

S)
（
国
レ
ベ
ル
）

P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Tr
u

st
(P

C
T)

（
地
域
レ
ベ
ル
）

P
ri

m
ar

y
H

ea
lt

h
  C

ar
e 

Te
am

(P
H

C
T)

（
診
療
所
レ
ベ
ル
）

■
G

SF
中
央
チ
ー
ム

＊
タ
ス
ク
：各
地
域
の

G
SF
推
進
や
円
滑
な
実
施
を
支
援
。

（例
：

W
eb
サ
イ
ト
で
の
情
報
提
供
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
・
電
話
相
談
・
ニ
ュ
ー
ズ
レ

タ
ー
の
発
行
・診
療
支
援
の
た
め
の
様
〄
な
ツ
ー
ル
の
提
供
）

■
G

SF
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

通
常
は
訪
問
看
護
師
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
担
う
。

G
SF
で
は

,コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
そ
の
役
割
を
う
ま
く
こ
な
せ
る
よ
う
に
様
〄
な
ツ
ー
ル

(p
ra

ct
ic

e
co

-o
rd

in
at

io
n

 t
o

o
lk

it
)が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

＊
タ
ス
ク

・各
ケ
ア
チ
ー
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

・チ
ー
ム
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
開
催

・
P

C
Tの

G
SF
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
協
力
の
下
、
各

P
H

C
Tが

G
SF
を
実
施
で
き
る
よ
う
に

機
能
す
る

.

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ーコ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

P
ri

m
ar

y
H

ea
lt

h
  C

ar
e 

Te
am

(P
H

C
T)

G
P
が
グ
ル
ー
プ
診
療
を
行
う
診
療
所
の
多
く
は
「ヘ

ル
ス
セ
ン
タ
ー
」と
呼
ば
れ

, 多
職
種

(医
師

, 訪
問

青
護
師

, 保
健
師

, 各
種
療
法
士
な
ど

) で
構
成
さ

れ
て
い
る

. こ
の
へ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
を
ー
つ
の
卖
位

と
し
て
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
が
運
営
さ
れ
て
い
る
。

■
G

SF
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

中
央
チ
ー
ム
か
ら
教
育
を
受
け
た

G
P
や
看
護
師
な
ど
が
各

P
C

Tに
雇
用
さ
れ
、
配
置
さ

れ
る
。

P
H

C
Tの
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
指
導
等
を
実
施
す
る
。

＊
タ
ス
ク

・実
践
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
監
査
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

・デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

・計
画
立
案
、
責
任
の
割
り
当
て

・
教
育
機
会
の
提
供

・実
践
開
発
・プ
ロ
ト
コ
ー
ル
管
理
・
・デ
ー
タ
収
集

P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Tr
u

st
(P

C
T)

人
口
１
０
－
２
０
万
人
ご
と
の
医
療
圏
。

税
を
財
源
と
し
、
管
轄
さ
れ
る
医
療
圏

の
診
療
所
医
師
・訪
問
看
護
師
・保
健

師
な
ど
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
医
療
を

す
べ
て
把
握
し
て
い
る
。

○
も
と
は
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
取
組
が
国
家
レ
ベ
ル
に
応
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

○
こ
れ
ま
で
の
知
見
や
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
も
と
に
策
定
さ
れ
た
教
育
ツ
ー
ル
に
よ
る
人
材
育
成

（
診
療
所
レ
ベ
ル
の
草
の
根
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
）。

○
地
域
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
が
教
育
活
動
を
展
開
す
る
た
め
、
地
域
の
医
療
従
事
者
の
レ
ベ
ル
や
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
進
め
方
が
可
能
。

○
最
初
か
ら
す
べ
て
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、

ST
EP

1
か
ら

ST
EP

3
に
わ
け
段
階
的
に
レ
ベ
ル
の
向
上
を
目
指
す
。

○
患
者
の
み
で
は
な
く
、
家
族
へ
の
サ
ポ
ー
ト
に
も
主
眼
を
お
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

■
Ｇ
Ｓ
Ｆ
の
特
徴
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Ⅰ はじめに 

 

昭和６２年以来４回にわたって、日本人の死生観、倫理観等に関する意識調査の結果

等を踏まえながら、終末期医療のあり方に関する検討を重ねてきた。これらの報告書や

意識調査の結果は、日本人の死生観の変化を示すばかりでなく、実際の医療現場でも検

討資料として活用され評価されている。 

この度、最終調査から５年の月日を経て、昨今の一般国民の認識及びニーズの変化、

医療提供状況の変化などに鑑み、再度、終末期医療に関する意識調査及び検討を開催

する運びとなった。平成２０年１月に第１回「終末期医療に関する調査等検討会」を

開催し、平成２０年３月に意識調査を実施した後、平成２０年１０月からは厚生労働大

臣主催の「終末期医療のあり方に関する懇談会」として開催し、平成２２年１０月まで

にあわせて７回の検討会と懇談会を行った。 

本報告書は、一般国民及び医療福祉従事者（医師、看護職員、介護施設職員）に対す

る終末期医療に関する調査、さらに関係者からのヒアリングをもとに、日本人の死生観、

倫理観等を踏まえて、終末期医療の現状の問題点の抽出、終末期医療の考え方の整理及

び望ましい終末期医療のあり方を検討し、今般、以下のとおりまとめたものである。 
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Ⅱ これまでの経緯 

 

１） 末期医療に関するケアの在り方の検討会（昭和６２年～） 

昭和６２年７月に第１回を開催し、平成元年６月に報告書を取りまとめるまでに、

計１４回にわたり検討会を開催した。がんによる末期を中心に１）末期医療の現状、

２）末期医療のケア、３）施設、在宅での末期医療、４）一般国民の理解などについて

検討された。  

 

２） 末期医療に関する国民の意識調査等検討会（平成５年～） 

平成５年２月に第１回を開催し、平成５年３月に、末期医療に関する意識調査を実

施した。平成５年８月に報告書を取りまとめるまでに、計４回にわたり検討会を開催

した。主に１）末期医療に対する国民の関心、２）苦痛を伴う末期状態における延命

治療、３）患者の意思の尊重とリビング・ウィル、４）尊厳死と安楽死などについて

検討された。 

  

３） 末期医療に関する意識調査等検討会（平成９年～） 

平成９年８月に第１回を開催し、平成１０年１月から３月にかけて、末期医療に関

する意識調査を実施した。平成１０年６月に報告書を取りまとめるまでに、計５回に

わたり検討会を開催した。主に１）末期医療における国民の意識の変化、２）国民と

医療従事者との意識を通じて見た末期医療、３）適切な末期医療の確保に必要な取り

組みなどについて検討された。 

 

４） 終末期医療に関する調査等検討会（平成１４年～） 

平成１４年１０月に第１回を開催し、平成１５年２月から３月にかけて、終末期医

療に関する意識調査を実施した。平成１６年７月に報告書を取りまとめるまでに、計

７回にわたり検討会を開催した。主に１）患者に対する説明と終末期医療の在り方、

２）末期状態における療養の場所、３）癌疼痛療法とその説明、４）終末期医療体制

の充実についてなどについて検討された。 

  

５） 終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会（平成１９年～） 

平成１８年３月に報道された、富山県射水市民病院における人工呼吸器取り外し事

件を契機として、「尊厳死」のルール化の議論が活発になったことから、コンセンサ

スの得られる範囲に限ったルール作りを進めることとなった。平成１９年１月より３

回にわたり「終末期医療の決定プロセスのあり方についての検討会」を開催し、同年

５月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」及び「終末期医療の決定

プロセスに関するガイドライン 解説編」を策定した。 

終末期のあり方を決定する際には、適切な情報提供と説明に基づいて患者が医療従

事者と話し合い、患者本人による決定を基本とすることや、終末期医療の内容は医師

の独断ではなく、医療・ケアチームによって慎重に判断することなどが盛り込まれた。 
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Ⅲ 終末期医療に関する調査の概要 

 

１） 調査目的 

○  一般国民及び医療福祉従事者の終末期医療に対する意識やその変化を把握し、

我が国の終末期医療を考える際の資料として広く活用するため実施した。 

 

２） 調査対象及び客体 

○  前回（平成１５年）の調査と同様、一般国民、医師、看護職員及び介護施設職

員（介護老人福祉施設の介護職員をいう。以下同じ。）を対象に意識調査を実施

した。調査客体の数は計１４，４０２人（前回１３，７９４人）であった。 

○ 一般国民 

 全国の市区町村に居住する満２０歳以上の男女から５，０００人を層化二

段無作為抽出法にて抽出し、客体とした。 

 各地点の標本数が２２～３９程度となるように国勢調査区（平成１７年）

から１５０地点を無作為に選んだ。 

 １５０国勢調査区の住民基本台帳から客体を無作為に選んだ。 

○ 医師、看護職員 

 病院・診療所・緩和ケア病棟の医師３，２０１人と病院・診療所・緩和ケ

ア病棟・訪問看護ステーション・介護老人福祉施設の看護職員４，２０１

人を客体とした。なお、今回調査から介護老人福祉施設の看護職員も調査

対象として加えた。 

 病院については、全国から１，０００施設を無作為に選び、各施設で医師

２人と看護職員２人を選定した。 

 診療所については、都道府県ごとに２３施設、計１，０８１施設を無作為

に選び、各施設で医師１人、看護職員１人を選定した。 

 緩和ケア病棟は、全国１２０施設の全数を対象とし、各施設で医師１人と

看護職員１人を選定した。 

 訪問看護ステーションについては、全国から５００施設を無作為に選び、

各施設で看護職員１人を選定した。 

 介護老人福祉施設については、全国から５００施設を無作為に選び、各施

設で看護職員１人を選定した。 

○ 介護施設職員 

○ 介護老人福祉施設については、全国から２，０００施設を無作為に選び、各施

設で介護職員１人を選定し、２，０００人を客体とした。 

 

３） 調査時期 

○ 平成２０年３月 
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４） 調査項目 

○  調査項目は下記①から⑪のとおりである。 

① 終末期医療に対する関心 

② 病名や病気の見通しについての説明 

③ 治療方針の決定 

④ 死期が迫っている患者に対する医療のあり方 

⑤ 遷延性意識障害の患者に対する医療のあり方 

⑥ 脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化した患者に対する医療のあ

り方 

⑦ リビング・ウィルと患者の意思の確認方法 

⑧ 終末期医療に対する悩み、疑問 

⑨ 終末期における療養の場所 

＜死期が迫っている患者＞        

＜脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化した患者＞ 

⑩ がん疼痛治療法とその説明 

⑪ 終末期医療体制の充実 

 

５） 調査の方法 

○ 郵送法 

 

６） 結果の集計及び集計客体 

○ 調査対象者数、回収数は表１のとおりであり、回収率は４６．０％であった。 

 
表１ 「終末期医療に関する調査」回収結果   

対象者 対象施設 調査人数（人） 回収数（人） 回収率（％） 

一般国民 ― 5,000(5,000) 2,527(2,581) 50.5(51.6) 

医師 

  

計 3,201(3,147) 1,121(1,363) 35.0(43.3) 

病院 2,000(2,000) 648(792) 32.4(39.6) 

診療所 1,081(1,034) 368(425) 34.0(41.1) 

緩和ケア 120(113) 75(78) 62.5(69.0) 

不明 ― 30(68) ― 

看護職員 

  
計 4,201(3,647) 1,817(1,791) 43.3(49.1) 

病院 2,000(2,000) 854(986) 42.7(49.3) 

診療所 1,081(1,034) 310(347) 28.7(32.1) 

緩和ケア 120(113) 89(83) 74.2(73.5) 

訪問看護ステーション 500(500) 303(314) 60.6(62.8) 

介護老人福祉施設 500(-) 242(-) 48.4(-) 

不明 ― 19(61) ― 

介護施設職員 介護老人福祉施設 2,000(2,000) 1,155(1,253) 57.8(62.7) 

総計 14,402(13,794) 6,620(6,988) 46.0(50.7) 

  注） （  ）内は前回調査結果 
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７） クロス集計 

○  今回の調査では、年代別のクロス集計、延命医療について家族との話し合い

の有無のクロス集計を行った。 

 

【年代別のクロス集計】 
 ２０－３９歳、４０－５９歳、６０歳以上の３階級でクロス集計を行った。 
 

（参考）年代別人数（各調査対象の右列は縦を計 100としたときの構成比（単位%）） 

 一般 医師 看護 介護 計 

20－39 歳 638 25 145 13 459 25 575 50 1817 27 

40－59 歳 911 36 676 60 1246 69 546 47 3379 51 

60 歳以上 954 38 272 24 100 6 30 3 1356 20 

不明 2 1 28 2 12 1 4 0 68 1 

計 2527 100 1121 100 1817 100 1155 100 6620 100 

 
【延命医療について家族との話し合いの有無別のクロス集計】 

延命医療について家族と「十分に話し合っている」「話し合ったことがある」と回

答した者を「話合あり」、「全く話し合ったことがない」と回答した者を「話合なし」

としてクロス集計を行った。 
 

（参考）話合有無の人数（各調査対象の右列は縦を計 100としたときの構成比（単位%）） 

 一般 医師 看護 介護 計 

話合あり 1216 48 647 58 1231 68 577 50 3671 55 

話合なし 1279 51 461 41 567 31 572 50 2879 43 

不明 32 1 13 1 19 1 6 1 70 1 

計 2527 100 1121 100 1817 100 1155 100 6620 100 
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Ⅳ 終末期医療に関する調査結果 

  

○ 文中にｐ＿とあるのは、別添「終末期医療のあり方に関する懇談会「終末期医

療に関する調査」結果について」」の該当ページである。 

○ 一般国民、医師、看護職員、介護施設職員の回答について、それぞれ般、医、看、

介と省略している。 

○ 本報告書における医療福祉従事者とは、医師、看護職員、介護施設職員を指す。 

 

１） 調査結果の概要 

○  終末期医療に対する関心は高い（８０～９６％）が、延命治療について家族

で話し合ったことがある者は半数程度（４８～６８％）であり、十分に話し合

ったことがある者は少ない （３～７％）。  

 

○  延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、延命医療に対して消

極的な傾向がみられる。 

 

○  病態ごとに異なるものの、治る見込みがないと診断された場合、延命医療に

対して消極的である。一方、自分自身の延命医療に比べて、自分の家族には延

命医療を望む傾向がある。 

 

○  死期が迫っている場合、延命医療を中止して自然に死期を迎えさせるような

医療・ケアを望む者が前回より増加しており、苦痛を和らげることに重点を置

く医療・ケアを望む者が半数以上を占める（５２～７１％）。 

 

○  リビング・ウィル（書面による生前の意思表示）の考え方に賛成する者の割

合は前回よりも増加している。また、延命医療について家族と話し合いをして

いる者の方が、リビング・ウィルに賛成する者の割合が多い。 

 

○  リビング・ウィルの法制化について、一般国民は法制化に否定的な意見が６

割を超える一方、医師と看護職員は意見が二分している。  

 

○  延命医療に関して、５１～６７％の者が医師と患者の間で十分な話し合いが

行われていないと考えている。 

 

○  終末期医療に対して、悩みや疑問を感じたことがある医療福祉従事者は８

０％を超える。 

 

○  医療福祉従事者の間で、終末期状態の定義や延命医療の不開始、中止等に関

する一律な判断基準については、「詳細な基準を作るべき」という意見と「一

律な基準ではなく医療・ケアチームが十分に検討して方針を決定すればよい」

という意見で二分している。  
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○  死期が迫っているときの療養場所として、６３％の一般国民は自宅で療養す

ることを望んでいるが、６６％は自宅で最期まで療養することは困難であると

感じている 。 その理由として、「家族への負担」と「急変した時の対応への

不安」をあげる者が多い。 

 

○  死期が迫っているときの療養場所として、自宅で最期まで療養することが実

現可能だと回答した者は、一般国民（６．２％）よりも、医療福祉従事者の方

が多い（医２６％、看３７％、介１９％）。 

 

○  「ＷＨＯ方式癌疼痛治療法」1

 

についてよく知っている医療福祉従事者は少な

く（２０～３１％）、前回調査に比べてやや減少している。 

○  終末期医療の普及のために充実していくべき点として、「在宅終末期医療が

行える体制作り」、「患者（入所者）、家族への相談体制の充実」をあげる者

が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1ＷＨＯが公表しているがん性疼痛緩和のガイドライン 
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２） 各調査項目の結果 

① 終末期医療に対する関心 

○  終末期医療に関して、一般国民及び医療福祉従事者ともに「非常に関心があ

る」、「少し関心がある」と回答した者の割合が高かった（般８０％、医９０％、

看９６％、介９６％）。また医師で「あまり関心がない」「ほとんど(全く)関心

がない」と回答した者の割合は、前回、前々回に比べて、わずかに増加してい

た（今回１０％、前回８％、前々回５％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「非常に関心がある」、「少し関心がある」と回答した者の割

合が多かった。 

一般国民及び看護・介護職員は、年代が上がるにつれて、「非常に関心がある」

と回答した者の割合が増加する傾向が見られた。（Ｐ４－５） 

 

○ （終末期に関して「非常に関心がある」、「まあ関心がある」と回答した者を対

象） 

終末期に関する問題（リビング・ウィル、安楽死、尊厳死）について、一般

国民及び医療福祉従事者ともに「よく知っている」、「詳しくはないが、少し知

っている」と回答した者の割合が最も多く、医師は看護・介護職員に比べて「よ

く知っている」、「詳しくはないが、よく知っている」と回答した者の割合が多

かった（般５７％、医８４％、看７４％、介６７％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「よく知っている」、「詳しくはないが、少し知っている」と

回答した者の割合が多かった。年代別では６０歳以上の者が「よく知っている」、

「詳しくはないが、少し知っていると回答した者の割合が多かった。（Ｐ６－７） 

 

○  自分が治る見込みがない病気になった場合、病名や病気の見通し（治療期間、

余命）について知りたいかという問いに対して、一般国民及び医療福祉従事者

ともに、病名や病気の見通し（治療期間、余命）について「知りたい」と回答

した者の割合が最も多かった（般７７％、医８８％、看９０％、介８４％）。一

方で、「知りたくない」と回答した者の割合も一定数あった（般９％、医５％、

看３％、介５％）。 

延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをしていな

い者よりも「知りたい」と回答した者の割合が多かった。年代別では、介護職

員を除き、年代が上がるにつれて「知りたくない」と回答した者の割合が増加

する傾向がみられた。（Ｐ８－９） 

 

○  （自分が治る見込みがない病気になった場合、病名や病気の見通しについて

知りたいと回答した者を対象） 

一般国民及び医療福祉従事者ともに、自分が治る見込みがない病気になった

場合、病名や病気の見通し（治療期間、余命）に関する説明は、担当医師から
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「直接受けたい」と回答した者の割合が最も多かった（般９４％、医９９％、

看９８％、介護９７％）。（Ｐ１０－１１） 

 

② 病名や病気の見通しについての説明 

○  医療福祉従事者のうち、担当している患者（入所者）が治る見込みがない病

気に罹患した場合、病名や病気の見通し（治療期間、余命）を誰に説明するか

という問いに対して、「患者本人に説明する」、「患者本人の状況を見て患者に説

明するかどうか判断する」と回答した者の割合は、前回調査に比べて、医師で

は増加し、看護・介護職員では減少していた（医：今回６５％、前回４７％、

看：今回３７％、前回７６％、介：今回１９％、前回３０％）2

 

。（Ｐ１２） 

○  医療福祉従事者のうち、担当している患者（入所者）が治る見込みがない病

気に罹患した場合、患者（入所者）や家族に納得のいく説明ができているかと

いう問いに対して、「できている」、「ある程度できている」と回答した者の割合

が多かったが、「できている」と回答した者の割合は前回・前々回よりも減少し

ていた（医：今回８５％、前回８７％、前々回８８％、看：今回５３％、前

回６２％、前々回６５％、介：今回５３％、前回７７％）。（Ｐ１３） 

 

③ 治療方針の決定 

○  医療福祉従事者のうち、担当している患者（入所者）が治る見込みがない病

気に羅患した場合、治療方針の決定に当たって、誰の意見を聞くかという問い

に対して、「患者（入所者）本人の意見を聞く」と回答した者の割合（医１９％、

看１６％、介８％）よりも、「患者（入所者）本人の状況を見て誰にするかを判

断する」と回答した者の割合（医５９％、看６１％、介４９％）が多かった。 

また、前回調査に比べて、医師では「患者（入所者）本人の意見を聞く」と

回答した者が増加し（今回１９％、前回１４％）、「家族の意見を聞く」と回答

した者が減少したが（今回２２％、前回２８％）、看護・介護職員では「家族の

意見を聞く」と回答した者が増加した（看：今回２０％、前回１１％、介：今

回４２％、前回３６％）。（Ｐ１４） 

 

④ 死期が迫っている患者に対する医療のあり方 

  【自分自身に死期が迫っている場合】 

○  自分が突然重い病気や不慮の事故などで、適切な医療の継続にもかかわらず

治る見込みがなく死が間近に迫っている（数日程度あるいはそれより短い期間）

と告げられた場合、心肺蘇生措置 3

                                                   
2 ただし、前回調査においては「意見を聞く対象」を質問したのに対し、今回は「直接説明する対象」

を質問したため、単純に比較することはできない。 

を望むかという問いに対して、心肺蘇生措置

に消極的な回答（「どちらかというと望まない」、「望まない」）をした者の割合

が多かった。（般７４％、医９３％、看９４％、介８６％）。 

3 死が迫ったときに行われる次の行為を指す。「心臓マッサージ、気管内挿管、気管切開、人工呼吸器

の装着、昇圧剤の投与等の医療行為」（調査票より抜粋） 
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また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも心肺蘇生措置に消極的な回答をした者の割合が多かった。（Ｐ

１５－１６） 

 

○  自分が治る見込みがなく死期が迫っている（６か月程度あるいはそれより短

い期間を想定）と告げられた場合、延命医療を望むかという問いに対して、延

命医療に消極的な回答（「どちらかというと望まない」、「望まない」）をした者

の割合が多かった。（般７１％、医８４％、看８８％、介８１％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも延命医療に消極的な回答をした者の割合が多かった。（Ｐ１７

－１８） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回答し

た者を対象） 

具体的にどのような治療の中止を望むかという問いに対して、「人工呼吸器

等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答した者の割合

が最も多かった(般４３％、医５１％、看５３％、介４２％)。 

「胃ろう 4

また「点滴の水分補給など、一切の治療を中止」と回答した者の割合は、一

般国民よりも医療福祉従事者の方が少なかった（般１８％、医１５％、看１４％、

介１０％）。（Ｐ１９－２０） 

や中心静脈栄養などによる栄養補給まで中止」と回答した者の割合

は、一般国民よりも医療福祉従事者の方が多かった（般２０％、医３０％、看

２９％、介３９％）。 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回答し

た者を対象） 

具体的にどのような医療・ケア方法を望むかという問いに対して、「痛みをは

じめとしたあらゆる苦痛を和らげることに重点をおく方法」と回答した者の割

合が、前回に比べて減少しているものの、最も多かった（般：今回５２％、前回

５９％、医：今回７１％、前回８４％、看：今回７１％、前回８３％、介：今回６

１％、前回７５％）。 

また、前回と比べると「延命医療を中止して、自然に死期を迎えさせるよう

な方法」と回答した者の割合が増え（般：今回２８％、前回２５％、医：今回

１８％、前回１３％、看：今回１７％、前回１４％、介：今回２９％、前回２

１％）、「医師によって積極的な方法で生命を短縮させるような方法」と回答し

た者は減少している（般：今回５％、前回１４％、医：今回１％、前回３％、

看：今回０．３％、前回２％、介：今回０．４％、前回３％）。（Ｐ２１－２２） 

 

                                                   
4 人工的に胃壁に作られた穴（ろう孔）を指す。食物摂取が困難な際にこの穴を介し、胃に栄養分を

注入する。（調査票より抜粋） 
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【自分の家族に死期が迫っている場合】 

○  自分の家族が治る見込みがなく死期が迫っている（６カ月程度あるいはそれ

より短い期間を想定）と告げられた場合、延命医療を望むかという問いに対し

て、延命医療に消極的な回答（「どちらかというと望まない」、「望まない」）を

した者の割合が多かった（般５２％、医７８％、看７７％、介６０％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも延命医療に消極的な回答をした者の割合が多かった。（Ｐ２４

－２５） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にどのような治療の中止を望むかという問いに対して、「人工呼吸

器等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答した者の割

合が最も多かった（般４７％、医５５％、看６０％、介４７％）。（Ｐ２６－２

７） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にはどのような医療・ケア方法を望むかという問いに対して、「痛みを

はじめとしたあらゆる苦痛を和らげることに重点をおく方法」と回答した者の

割合が最も多かった（般５４％、医７２％、看７４％、介６５％）。（Ｐ２８－

２９） 

 

【自分の患者（入所者）に死期が迫っている場合】 

○  自分の患者（入所者）が治る見込みがなく死期が迫っている（６カ月程度あ

るいはそれより短い期間を想定）場合、延命医療の中止についてどのように考

えるかという問いに対して、延命医療に消極的な回答（「どちらかというと望ま

ない」、「望まない」）をした者の割合が多かった（医７７％、看６５％、介５０％）。

（Ｐ３０） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は中止したほうがよい」、「延命医療は中

止するべきである」と回答した医療福祉従事者を対象） 

具体的にどのような治療を中止することを望むかという問いに対して、「人工呼

吸器等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答した者の

割合が最も多かった（医６５％、看６６％、介５５％）。（Ｐ３１） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は中止したほうがよい」、「延命医療は中

止するべきである」と回答した医療福祉従事者を対象） 

具体的にどのような医療・ケア方法が考えられるかという問いに対して、「痛

みを始めとしたあらゆる苦痛を和らげることに重点をおく方法」と回答した者

の割合が最も多かった（医７４％、看７２％、介５５％）。（Ｐ３２） 
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⑤ 遷延性意識障害 5

【自分自身が遷延性意識障害で治る見込みがないと診断された場合】 

の患者に対する医療のあり方 

○  自分が遷延性意識障害で治る見込みがないと診断された場合、延命医療を望

むかという問いに対して、延命医療に消極的な回答（「どちらかというと望まな

い」、「望まない」）をした者の割合が多かった（般７９％、医８８％、看９２％、

介８９％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも延命医療に消極的な回答をした者の割合が多かった。（Ｐ３３

－３４） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にどのような時期に中止することを望むかという問いに対して、「意識不

明の状態から回復しないと診断されたとき」と回答した者の割合（般５５％、

医６４％、看５９％、介６０％）が「生命の助かる見込みがなく、死期が迫っ

ていると診断されたとき」と回答した者の割合（般４２％、医３４％、看３９％、

介３８％）よりも多かった。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「意識不明の状態から回復しないと診断されたとき」と回答

した者の割合が多かった。（Ｐ３５－３６） 

 

○ （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回答

した者を対象） 

具体的にどのような治療を中止することを望むかという問いに対して、「人工

呼吸器等、生命維持のための特別な治療までを中止」と回答した者の割合が多

かった（般４０％、医４２％、看４７％、介４３％）。（Ｐ３７－３８） 

 

【自分の家族が遷延性意識障害で治る見込みがないと診断された場合】 

○  自分の家族が遷延性意識障害で治る見込みがないと診断された場合、延命医

療を望むかという問いに対して、延命医療に消極的な回答（「どちらかというと

望まない」、「望まない」）をした者の割合が多かった（般５９％、医８０％、看

７９％、介６５％）。一方で「延命医療を望む」と回答した者も一定数見られた

（般１７％、医８％、看８％、介１８％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも延命医療に消極的な回答をした者の割合が多かった。（Ｐ３９

－４０） 

 

                                                   
5脳幹以外の脳の機能が障害され、通常３－６ヶ月以上自己及び周囲に対する意識がなく、言語や身振

りなどによる意思の疎通はできないが、呼吸や心臓の動き、その他内臓機能は保たれている状態をい

う。（調査票より抜粋） 
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○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にどのような時期に中止することを望むかという問いに対して、「意識不

明の状態から回復しないと診断されたとき」（般４２％、医５２％、看３８％、

介３８％）と「生命の助かる見込みがなく、死期が迫っていると診断されたと

き」（般５４％、医４７％、看６０％、介５９％）で回答が二分した。 

医師は、「意識不明の状態から回復しないと診断されたとき」より「生命の助

かる見込みがなく、死期が迫っていると診断されたとき」と回答した者の割合

が少なかったが、一般国民及び看護・介護職員は、「意識不明の状態から回復し

ないと診断されたとき」より「生命の助かる見込みがなく、死期が迫っている

と診断されたとき」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ４１－４２） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にどのような治療を中止することを望むかという問いに対して、「人工

呼吸等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答した者の

割合が多かった（般４４％、医４８％、看５６％、介４９％）。（Ｐ４３－４４） 

 

【自分の患者（入所者）が遷延性意識障害で治る見込みがないと診断された場合】 

○  医療福祉従事者のうち、担当している患者（入所者）が遷延性意識障害で治

る見込みがない場合、延命医療を望むかという問いに対して、延命医療に消極

的な回答（「どちらかというと中止するべきである」、「中止するべきである」）

をした者の割合が多かった（医７５％、看６２％、介４６％）。（Ｐ４５－４６） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は中止するべきである」、「延命医療は中止

するべきである」と回答した医療福祉従事者を対象） 

具体的にどのような時期に中止することが考えられるかという問いに対して、

「意識不明の状態から回復しないと診断されたとき」（医４１％、看２７％、介

３１％）よりも、「生命の助かる見込みがなく、死期が迫っていると診断された

とき」（医５７％、看７０％、介６４％）と回答した者の割合の方が多かった。

（Ｐ４７－４８） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は中止するべきである」、「延命医療は中止

するべきである」と回答した医療福祉従事者を対象） 

具体的にどのような治療を中止することが考えられるかという問いに対して、

「人工呼吸等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答し

た者の割合が多かった（医５５％、看６１％、介５０％）。（Ｐ４９－５０） 

 

⑥ 脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化した患者に対する医療のあり方 

【自分自身が脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化した場合】 

○  自分が高齢となり、脳血管障害や認知症等によって日常生活が困難となり、
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さらに、治る見込みがなく、全身の状態が極めて悪化した場合、延命医療を望

むかという問いに対して、延命医療に消極的な回答（「どちらかというと望まな

い」、「望まない」）をした者の割合が多かった（般８４％、医９１％、看９４％、

介８９％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも延命医療に消極的な回答をした者の割合が多かった。（Ｐ５１

－５２） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にどのような時期に治療を中止することを望むかという問いに対して、

「生命の助かる見込みがなく、死期が迫っていると診断されたとき」（般３７％、

医３４％、看３５％、介３７％）より「意識不明の状態から回復しないと診断

されたとき」（般６０％、医６５％、看６４％、介６１％）と回答した者の割合

が多かった。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「意識不明の状態となり、そこから回復しないと診断された

とき」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ５３－５４） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にどのような治療を中止することを望むかという問いに対して、「人工

呼吸等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答した者の

割合が最も多かった（般４０％、医４１％、看４４％、介４２％）。 

また、年代別では、年代が上がるにつれて、「人工呼吸等、生命の維持のため

に特別に用いられる治療まで中止」と回答した者の割合が増加する傾向がみら

れた。（Ｐ５５－５６） 

 

【自分の家族が脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化した場合】 

○  自分の家族が高齢となり、脳血管障害や認知症等によって日常生活が困難と

なり、さらに、治る見込みがなく、全身の状態が極めて悪化した場合、延命医

療を望むかという問いに対して、延命医療に消極的な回答（「どちらかというと

望まない」、「望まない」）をした者の割合が多かった（般６５％、医８６％、看

８７％、介７１％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも、延命医療に消極的な回答をした者の割合が多かった。（Ｐ５

７－５８） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にどのような時期に治療を中止することを望むかという問いに対して、医
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師は、「生命の助かる見込みがなく、死期が迫っていると診断されたとき」（医

４８％）より「意識不明の状態から回復しないと診断されたとき」（医５１％）

と回答した者の割合が多かったが、一般国民及び看護・介護職員は、「意識不明

の状態から回復しないと診断されたとき」（般４７％、看４２％、介４０％）よ

り「生命の助かる見込みがなく、死期が迫っていると診断されたとき」（般４９％、

看５７％、介５６％）と回答した者の割合が多かった。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「意識不明の状態から回復しないと診断されたとき」と回答

した者の割合が多かった。（Ｐ５９－６０） 

 

○  （「どちらかというと延命医療は望まない」、「延命医療は望まない」と回

答した者を対象） 

具体的にどのような治療を中止することを望むかという問いに対して、「人工

呼吸等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答した者の

割合が最も多かった（般４５％、医４８％、看５３％、介４６％）。（Ｐ６１－

６２） 

 

【自分の患者（入所者）が脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化した場合】 

○  医療福祉従事者のうち、自分の患者（入所者）が高齢となり、脳血管障害や

認知症等によって日常生活が困難となり、さらに、治る見込みがなく、全身の

状態が極めて悪化した場合、延命医療を中止するかという問いに対して、延命

医療に消極的な回答（「どちらかというと中止するべきである」、「中止するべき

である」）をした者の割合が多かった（医８０％、看６７％、介５０％）。（Ｐ６

３－６４） 

 

○ （「どちらかというと延命医療は中止するべきである」、「延命医療は中止す

るべきである」と回答した医療福祉従事者を対象） 

具体的にどのような時期に治療を中止することが考えられるかという問いに対

して、「生命の助かる見込みがなく、死期が迫っていると診断されたとき」（医

５６％、看６５％、介６４％）より「意識不明の状態から回復しないと診断さ

れたとき」（医４３％、看３３％、介３２％）と回答した者の割合が多かった。

（Ｐ６５－６６） 

 

○ （「どちらかというと延命医療は中止するべきである」、「延命医療は中止す

るべきである」と回答した医療福祉従事者を対象） 

具体的にどのような治療を中止することが考えられるかという問いに対して、

「人工呼吸等、生命の維持のために特別に用いられる治療まで中止」と回答し

た者の割合が最も多かった（医５３％、看５７％、介４８％）。（Ｐ６７－６８） 
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⑦ リビング・ウィル 6

○  リビング・ウィルに関して、「賛成する」と回答した者の割合が多く、前回、

前々回に比べて増加した（般：今回６２％、前回５９％、前々回４８％、医：

今回８０％、前回７５％、前々回７０％、看：今回８３％、前回７５％、前々

回６８％、介：今回８２％、前回７６％）。 

と患者の意思の確認方法 

一方、前回、前々回に比べて、「患者の意思の尊重という考え方には賛成する

が、書面にまでする必要がない」と回答した者の割合は減少した（般：今回２

２％、前回２５％、前々回３５％、医：今回１３％、前回１３％、前々回１８％、

看：今回９％、前回１４％、前々回１９％、介：今回７％、前回１１％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「賛成する」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ６９－７０） 

 

○ （リビング・ウィルについて「賛成する」と回答した者を対象） 

リビング・ウィルについて、どのように扱われるのが適切かという問いに対

して、一般国民と介護職員では「法律を制定しなくても、医師が家族と相談の

上その希望を尊重して治療方針を決定する」と回答した者の割合が最も多かっ

た（般６２％、介５８％）。 

また、医師・看護職員は、「そのような書面が有効であるという法律を制定す

べきである」（医５４％、看４４％）と「法律を制定しなくても、医師が家族と

相談の上その希望を尊重して治療方針を決定する」（医４５％、看５３％）とで

回答が二分した。前回に比べて、医師で「そのような書面が有効であるという

法律を制定すべきである」と回答した者の割合が増加した。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「そのような書面が有効であるという法律を制定すべきであ

る」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ７１－７２） 

 

○ （リビング・ウィルについて「賛成する」と回答した者を対象） 

死期が近いときの治療方針についての意思について入院（入所）前、入院（入

所）時、あるいは入院（入所）後に、病院や介護施設（老人ホーム）から、書

面により患者（入所者）の意思を尋ねることに賛成するかという問いに対して、

「賛成する」と回答した者の割合が最も多かった。また、前回に比べて、医師・

介護職員では「賛成する」と回答した者の割合が増加した（般：今回７０％、

前回７３％、医：今回７７％、前回６８％、看：今回７４％、前回７４％、介：

今回８１％、前回７４％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「賛成する」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ７３－７４） 

 

○  （リビング・ウィルについて「賛成する」と回答した者を対象） 

                                                   
6 治る見込みがなく、死期が近いときに、延命医療を拒否することをあらかじめ書面に記しておき、

本人の意思を直接確かめられないときはその書面に従って治療方針を決定する方法（調査票より抜粋） 
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リビング・ウィルを残す時期はいつが良いかという問いに対して、一般国民

及び医師は「時期はいつでもかまわない」（般３０％、医２８％）という回答し

た者の割合が、看護・介護職員は、「入院（入所）時に書類として残した方が良

い」という回答した者の割合が最も多かった（看２６％、介３７％）。（Ｐ７５

－７６） 

 

○  一般国民に対して、リビング・ウィルを見せれば、医師はその内容を尊重し

てくれると思うかの問いに対して、「そのときの状況による」と回答した者の割合

が最も多かった。（般４４％） 

また、医師・看護職員は、意思が記載された書面を「尊重する」「尊重せざる

を得ない」と回答した者の割合が多かった（医８３％、看７３％）が、介護職

員は「その時の状況による」と回答した者の割合が最も多かった（介５３％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「尊重する」「尊重せざるを得ない」と回答した者の割合が多

かった。（Ｐ７７－７８） 

 

○  リビング・ウィルの書き直しの可否について、「何度でも容易に書き直すこと

が可能なことは知っている」と回答した者の割合が最も多かった（般３６％、医

７６％、看６７％、介５７％）。一方で、一般国民においては、「１度書いたら、

書き直しは不可能だと思っていた」（般２５％）、「１度書いたら、書き直すこと

は、重大な理由が必要である」（般２０％）と回答した者も一定数みられた。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「何度でも容易に書き直すことが可能なことは知っている」

と回答した者の割合が多かった。（Ｐ７９－８０） 

 

○  事前に本人の意思が確認できなかった患者（入所者）の場合、書面ではなく

代理人による意思表示という考え方についてどう思うかという問いに対して、

「それでよいと思う」、「そうせざるを得ないと思う」と回答した者の割合が多

かったが（般５８％、医７２％、看６５％、介６１％）、「その時の状況による」

という回答した者も一定数みられた（般２９％、医２０％、看２８％、介３１％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「それでよいと思う」、「そうせざるを得ないと思う」と回答

した者の割合が多かった。（Ｐ８１－８２） 

 

○  一般国民のうち、自分が終末期に明確な意思表示を行うことが困難と思われ

る場合、事前に治療方針に関する判断を自分以外の者に任せておくことは可能

であるかという問いに対して、「事前に任せておくことは可能」と回答した者の

割合が最も多かった（般６３％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「事前に任せておくことは可能」と回答した者の割合が多か

った。（Ｐ８３） 
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○  一般国民のうち、自分が終末期に明確な意思表示が示せない場合、治療方針

の決定は誰に従ってほしいかという問いに対して、「配偶者など最も身近な人の

意見に従ってほしい」と回答した者の割合が最も多かった（般７７％）。また、

延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをしていない

者よりも「配偶者など最も身近な人の意見に従ってほしい」と回答した者の割

合が多かった。 

医療福祉従事者のうち、担当する患者（入所者）本人の明確な意思表示がわ

からない場合の終末期における治療方針の決定について、「配偶者など最も身近

な人の意見に従うべき」と回答した者の割合が最も多かった（医６７％、看８

０％、介７６％）。（Ｐ８４－８５） 

 

⑧ 終末期医療に対する悩み、疑問 

○  医療福祉従事者のうち、終末期医療に関して、悩みや疑問を感じた経験があ

るかどうかという問いに対して、「頻繁に感じる」、「たまに感じる」と回答した

者の割合は、全ての医療福祉従事者において８０％を超えた。（Ｐ８６） 

 

○  （医療福祉従事者のうち、終末期医療に関して、悩みや疑問を「頻繁に感じ

る」「たまに感じる」と回答した者を対象） 

終末期医療に関する悩みや疑問の内容について、医師は「在宅医療の体制が

十分でないこと」、「病院内の設備や終末期医療の施設が乏しいこと」、看護・介

護職員は「痛みをはじめとした症状を緩和すること」、「病院内の設備や終末期

医療の施設が乏しいこと」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ８７－８８） 

 

⑨ 終末期における療養の場所 

＜死期が迫っている患者＞ 

【自分自身に死期が迫っている場合】 

○  一般国民のうち、自分が治る見込みがなく死期が迫っている（６カ月程度あ

るいはそれより短い期間を想定）と告げられた場合の療養の場所について、「自

宅で最期まで療養したい」と回答した者の割合は１１％であった。自宅で療養

して、必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者の割合を合わせると、

６０％以上の国民が「自宅で療養したい」と回答した。 

前回、前々回の結果と比較し、「なるべく早く今まで通った医療機関に入院し

たい」と回答した者の割合が減少し、「自宅で最期まで療養したい」と回答した

者の割合が増加した。 

また、年代別では、年代が上がるにつれて「なるべく早く今まで通った医療

機関に入院したい」、「なるべく早く緩和ケア病棟に入院したい」と回答した者

の割合が増加する傾向が見られた。（Ｐ８９－９０） 

 

○  自分が治る見込みがなく死期が迫っている（６カ月程度あるいはそれより短

い期間を想定）と告げられた場合、自宅で最期まで療養することは実現可能か
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という問いに対して、「実現困難である」と回答した者の割合が最も多かった（般

６６％、医５６％、看４３％、介５５％）。一方で、「実現可能である」と回答

した者の割合は一般国民（６％）よりも医療福祉従事者が上回った（医２６％、

看３７％、介１９％）。（Ｐ９１） 

 

○  （自宅で最期まで療養することは「実現困難である」と回答した者を対象） 

自宅で最期まで療養することが困難な理由として、「介護してくれる家族に負

担がかかる」、「症状が急に悪くなったときの対応に自分も家族も不安である」と回

答した者の割合が多かった。（Ｐ９２－９３） 

 

【自分の家族または自分の患者（入所者）に死期が迫っている場合】 

○  自分の家族が治る見込みがなく死期が迫っている（６カ月程度あるいはそれ

より短い期間を想定）場合、どこで療養したいかという問いに対して、自宅で

療養して、必要になれば医療機関等に入院させたいと回答した者の割合が多か

った（般４６％）。 

自分の担当する患者（入所者）が治る見込みがなく死期が迫っている場合、

どこで療養することを薦めるかという問いに対して、医師・看護職員は、自宅

で療養して、必要になれば医療機関等に入院を薦めると回答した者の割合が多

かったが（医６９％、看６４％）、介護職員は「老人ホームを薦める」と回答し

た者の割合が多かった（介３１％）。 

また、年代別では、年代が上がるにつれて、なるべく早く医療機関等に入院

させたい（を薦める）と回答した者の割合が増加する傾向が見られた。（Ｐ９４

－９５） 

 

○  自分の家族が治る見込みがなく死期が迫っている（６ヶ月程度あるいはそれ

より短い期間を想定）と告げられた場合、自宅で最期まで療養することは実現可能

かという問いに対して、「実現困難である」と回答した者の割合が最も多かった

（般５９％）。「実現可能である」と回答した者の割合は９％であった。 

自分の担当する患者（入所者）が治る見込みがなく死期が迫っている場合、

自宅で最期まで療養することは実現可能かという問いに対して、「実現困難である」

と回答した者の割合が最も多かった（医５６％、看４３％、介５５％）。「実現

可能である」と回答した者の割合は医２６％、看３７％、介１９％であった。 

また、年代別では、年代が上がるにつれて「実現可能である」と回答した者

の割合が減少する傾向が見られた。（Ｐ９６－９７） 

 

○ （自宅で最期まで療養することは「実現困難である」と回答した者を対象） 

自宅で最期まで療養することが困難な理由として、「介護してくれる家族に負

担がかかる」、「症状が急に悪くなったときの対応に自分も家族も不安である」と回

答した者の割合が多かった。（Ｐ９８－９９） 

 

 

89

参　考　資　料　１ 



- 20 - 
 

  ＜脳血管障害や認知症によって全身状態が悪化した患者＞ 

  【自分自身が脳血管障害や認知症等によって全身状態が悪化した場合】 

○  自分が高齢となり、脳血管障害や認知症等によって日常生活が困難となり、

さらに、治る見込みのない状態になった場合の療養の場所について、一般国民

は「病院」と回答した者の割合が最も多く、前回より増加し（般：今回４４％、

前回３８％）、「老人ホーム」と回答した者は前回よりも減少した（般：今回１

５％、前回２５％）。医療福祉従事者は「自宅」と回答した者の割合が最も多か

った（医４１％、看３８％、介４０％）。（Ｐ１００－１０２） 

 

○  自宅で最期まで療養したいと回答した者は、その理由として「住み慣れた場

所で最期を迎えたい」、「最期まで好きなように過ごしたい」、「家族との時間を

多くしたい」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ１０３） 

 

○  自宅以外で最期まで療養したいと回答した者は、その理由として「家族の介

護などの負担が大きいから」、「緊急時に迷惑をかけるかもしれないから」と回

答した者の割合が多かった。（Ｐ１０４－１０６） 

 

【自分の家族または自分の患者（入所者）が脳血管障害や認知症等によって全身状 

態が悪化した場合】 

○  自分の家族や担当する患者（入所者）が高齢となり、脳血管障害や認知症等

によって日常生活が困難となり、さらに、治る見込みのない状態になった場

合の療養の場所について、一般国民は「病院」と回答した者の割合が最も多か

った（般４３％）。医師は「介護療養型医療施設」（医３５％）、看護職員は「自

宅」（３７％）、介護職員は「介護老人福祉施設」（３４％）と回答した者の割合

が最も多かった。 

また、一般国民において、年代が上がるにつれて、「病院」と回答する者の割

合が増加する傾向が見られた。（Ｐ１０７－１０９） 

 

○  自宅で最期まで療養させたいと回答した者は、その理由として「住み慣れた

場所で最期を迎えさせたい」、「最期まで自分の好きなように過ごさせたい」、「家

族との時間を多くしたい」、「家族に看取られて最期を迎えさせたい」と回答した

者の割合が多かった。（Ｐ１１０） 

 

○  自宅以外で最期まで療養したいと回答した者は、その理由として「自宅では

家族の介護などの負担が大きいから」、「自宅では、緊急時に家族が大変になる

かもしれないから」と回答した者の割合が多かった。また、一般国民は「自宅

では最期に痛み等に苦しむかもしれないから」と回答した者も多かった。（Ｐ１

１１－１１２） 

 

⑩ がん疼痛治療法とその説明 

○  医療福祉従事者のうち、世界保健機関（ＷＨＯ）が作成した「ＷＨＯ方式癌
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疼痛治療法」を知っているかという問いに対して、「内容をある程度知っている」、

「内容をよく知っている」と回答した者は、医４７％、看２６％、介５％であ

った。「知らない」と回答した者は医２８％、看４２％、介７４％であった。 

また、医師及び看護職員で「内容をよく知っている」と回答した者の割合は、

前回、前々回に比べると微増している傾向が見られた。（Ｐ１１３） 

 

○  医療福祉従事者のうち、モルヒネの使用にあたって、有効性と副作用につい

て、患者（入所者）にわかりやすく具体的に説明することができるかという問

いに対して、「説明することができる」と回答した者の割合が減少した（医：今

回３６％、前回４２％、前々回４５％、看：今回１５％、前回２０％、前々回

２５％、介：今回０．７％、前回２％）。 

一方で、「説明できない」と回答した者の割合が増加する傾向が見られた（医：

今回１２％、前回６．２％、前々回５．６％、看：今回１９％、前回１４％、

前々回１１％、介：今回６８％、前回５９％）。（Ｐ１１４） 

 

⑪ 終末期医療体制の充実 

○  医療福祉従事者のうち、終末期医療の普及に関し、終末期医療の普及のため

に充実していくべき点は何かという問いに対して、「在宅終末期医療が行える体

制づくり」、「患者・入所者、家族への相談体制の充実」と回答した者の割合が

多かった。（Ｐ１１５－１１６） 

 

○  自分自身の延命医療を続けるべきか中止するべきかという問題について、「家

族で話し合ったことがある」（般４８％、医５８％、看６８％、介５０％）と「全

く話し合ったことがない」（般５１％、医４１％、看３１％、介５０％）で回答

が二分した。（Ｐ１１７－１１８） 

 

○  延命医療の継続に関する医師と患者（入所者）間の話し合いについて、一般

国民及び医療福祉従事者ともに「行われているが不十分であると思う」、「行わ

れているとは思わない」と回答した者の割合が多かった（般５１％、医６７％、

看６１％、介５７％）。 

延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをしていな

い者よりも「十分に行われていると思う」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ

１１９－１２０） 

  

○  医療福祉従事者のうち、自分の施設で、終末期医療における治療方針につい

て、医師や看護・介護職員等の職員間で十分な話し合いが行われているかとい

う問いに対して、「行われているが不十分であると思う」、「行われているとは思

わない」と回答した者の割合が多かった（医５９％、看５４％、介５０％）。（Ｐ

１２１） 

 

○  医療福祉従事者のうち、終末期状態の定義や延命医療の不開始、中止等に関
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する一律な判断基準について、「詳細な基準を作るべきである」と回答した者の

割合（医３９％、看３８％、介３５％）よりも、「一律な基準を作らなくても医

療・ケアチームでの十分に検討して方針を決定すればよい」と回答した者の割

合（医４４％、看３８％、介４１）の方がやや多かった。（Ｐ１２２） 

 

○  「詳細な基準を作るべきである」と回答した者は、終末期状態の定義や延命

医療の不開始、中止等に関する一律な判断基準の作成の可否について、「現時点

では難しいが、検討を進めていくべきである」と回答した者の割合が最も多か

った（医６６％、看７１％、介６９％）であった。（Ｐ１２３） 

 

○  医療福祉従事者のうち、終末期医療に関して、治療方針の意見の相違が起こ

ったことがあるかという問いに対して、意見の相違が起こったことがあると回

答した者の割合は、医師・介護職員は医３４％、介３１％であったが、看護職

員は４８％であり、前回に比べると、やや減少している傾向が見られた。（Ｐ１

２４） 

また、意見の相違があった場合の調整方法については、「本人または家族との

意見にもとづく」と回答した者が最も多かった。（Ｐ１２５） 

 

○  医療福祉従事者は、終末期医療における重点課題について、「痛みなどの緩和方

法の徹底と普及」、「治療方針等に関する患者・入所者等との十分な話し合い」、

「終末期医療におけるチーム医療の充実」と回答した者が多かった。（Ｐ１２６） 

 

○  医療に対してどのようなことを望むかという問いに対して、「病気を持ちながら

も自分の生活を優先させることができるよう生活を支えてくれる医療を受けた

い」と回答した者の割合が最も多かった（般６７％、医７９％、看８７％、介８

６％）。 

また、延命医療について家族と話し合いをしている者の方が、話し合いをし

ていない者よりも「病気を持ちながらも自分の生活を優先させることができる

よう生活を支えてくれる医療を受けたい」と回答した者の割合が多かった。（Ｐ

１２７－１２８） 
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Ⅴ 終末期医療のあり方に関する懇談会の主な意見のまとめ 

１） 終末期のあり方を決定する際のプロセスの充実とリビング・ウィルについて 

○  リビング・ウィルの法制化については、「法制化するべきである」という意見

がある一方、調査結果においても一般国民の約６割が否定的であったように、

「法律を制定しなくても、医師が家族と相談の上、その希望を尊重して治療方

針を決定する」という意見が多かった。7

○  一方で、患者の意思を尊重した終末期を実現する一つの方法として、リビン

グ・ウィルの考え方を支持する者も増えている。リビング・ウィルを作成する

際も、意思決定に至る過程において患者・家族に十分な情報を提供し、「終末期

医療の決定プロセスに関するガイドライン」に記載されているようなプロセス

をさらに現場に浸透させ、充実させていくことが望まれる。 

 

○  すでに、「終末期医療のガイドライン」（平成１９年８月日本医師会）、「救急

医療における終末期医療に関する提言（ガイドライン）」（平成１９年１１月日

本救急医学会）、「終末期医療に関するガイドライン」（平成２１年５月全日本病

院協会）が策定されるなど、終末期医療の決定プロセスについて現場への普及

活動もみられるが、今後、さらに患者・患者家族に対する相談体制の整備と活

用、多職種の医療福祉従事者・患者・患者家族が話し合える機会の確保、医療

福祉従事者への教育の充実等が必要である。 

○  また、患者が意思を表示できない、あるいは判断できなくなった状況に陥っ

た時点で、患者の意思を推定し、終末期のあり方を総合的な観点から判断でき

るよう、患者に近い者を代弁者として事前に選定しておくべきであるという意

見があった。 

○  終末期のあり方については、健康な時から家族・近親者で話し合うことが重

要であり、そのためには、国民の終末期医療に対する関心を高めていく取り組

みも必要であるという意見があった。 

 

２） 終末期医療に関する患者・家族と医療福祉従事者間の情報格差 

○  終末期医療のあり方を決定するプロセスにおいて最も重要な原則は、平成１

９年５月に策定された「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」に

も記載されているとおり、「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明が

なされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による

決定を基本としたうえで、終末期医療を進めること」である。 

○  「適切な情報」とは患者の病状や可能な治療法だけではなく、療養場所やこ

れからの過ごし方の選択肢といった「支える」医療・ケアについての情報も含

む。 

○  しかしながら、現状では、例えば患者や患者家族がどのような医療・ケアを

                                                   
7 調査結果では、一般国民と介護職員では「法律を制定しなくても、医師が家族と相談の上その希望

を尊重して治療方針を決定する」と回答した者の割合が最も多かった（般６２％、介５８％）。また、

医師・看護職員は、「そのような書面が有効であるという法律を制定すべきである」（医５４％、看４

４％）と「法律を制定しなくても、医師が家族と相談の上その希望を尊重して治療方針を決定する」

（医４５％、看５３％）とで回答が二分した。 
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受けることが可能なのか、終末期についてどのようなことを事前に家族や医療

福祉従事者と話し合っておく必要があるのかなど、十分な情報提供や説明がな

いまま、患者や患者家族は判断を迫られる状況におかれているとも考えられる。

「自宅で最期まで療養できると考えるか」という問いに対しても「実現可能で

ある」と回答した者が、一般国民は６．２％であるのに対して、医療福祉従事

者が上回っているのも（医２６％、看３７％、介１９％）、こうした情報量の格

差を反映している可能性がある。 

 

３） 終末期医療体制の整備と医療福祉従事者に対する知識の普及 

○  医療福祉従事者が十分な情報提供や説明を行うためには、その前提として、

終末期医療体制を整備し、医療福祉従事者が終末期医療に関する知識を十分に

備えた上で、患者、患者家族及び医療福祉従事者が話し合う機会を確保してい

くことが必要である。 

○  終末期医療体制の整備に関しては、例えば、調査結果 8

また、在宅終末期医療に関しては、調査結果においても、死期が迫っている

場合、一般国民の約６割が自宅で療養することを望んでおり、最期まで自分の

慣れ親しんだ環境で過ごせるよう支援していくことが望まれるという意見があ

った。 

からみられるように「在

宅終末期医療が行える体制づくり」、「患者・入所者、家族への相談体制の充実」

などを求める者が多い。これからは、患者・患者家族を支えるという視点から、

患者が充実した終末期を過ごせるよう選択肢を広げていくことが必要である。 

○  医療福祉従事者に対する知識の普及に関しては、特に在宅で療養する場合、

終末期医療は患者や患者家族の日常生活とも密接に関連することから、医療福

祉従事者が情報提供する際には、患者がなるべく充実した生活を送ることがで

きるよう、そして患者家族には過大な負担がかからぬよう、生活の視点に立っ

た情報を備えた上で、提供することが必要である。 

 

４） 緩和ケアについて 

○  緩和ケアとはＷＨＯ（世界保健機関）によれば「生命を脅かす疾患による問

題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、 心理

社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対

処（治療・処置）を行うことによって、 苦しみを予防し、和らげることで、ク

オリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。」9

○  緩和ケアを進める際の課題の一つは、多くの患者が「緩和ケア＝死を迎える

こと」と考えていることである。こうしたイメージを払拭していくためには、

とされている。従って、

緩和ケアは医療・介護・福祉すべてを含み、その対象者は、がん患者のみでは

なく、生命を脅かす疾患に直面している患者とその家族である。 

                                                   
8 調査結果では、終末期医療の普及のために充実していくべき点として、医療福祉従事者は「在宅終

末期医療が行える体制づくり」、「患者・入所者、家族への相談体制の充実」と回答した者の割合が多

かった。 
9 日本ホスピス緩和ケア協会ホームページ(http://www.hpcj.org/what/definition.html)より抜粋。 
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患者を初めから最期まで支え続けるという姿勢で、治癒を目的とした治療の初

期から緩和ケアを提供し、治療と緩和ケアを同時に並行して行っていく「パラ

レルケア」を浸透させることが必要である。 

○  緩和ケアについても、終末期医療と同様、患者や家族の暮らしを支える観点

が必要であり、緩和ケアを提供できる場所の拡大や、緩和ケアに関わる医療福

祉従事者に対する正しい緩和ケアの知識の普及が重要である。 

 

５） 家族ケア・グリーフケア 

○  患者の終末期のあり方は、家族や近親者の生活、あるいは死別後の人生に影

響を及ぼすこともあり、患者をそばで支える家族や近親者に対するケア、死別

後の遺族に対するグリーフケアについては今後さらに議論を深めていくべきで

ある。特に、病気の子供を持つ両親は若いことが多く、子供が発症した直後か

ら家族に対する支援が必要である。 

 

６） 次回調査・議論への提言 

○  次回調査に関しては、国民及び医療福祉従事者の終末期医療に対する考え方

が、その時の日本人の死生観や、医療提供体制等によって変化すると考えられ

ることから、今後とも一定期間ごとに調査を行うことが望ましい。これまでの

調査が５年おきに実施されていることを踏まえ、次回調査は平成２４年度に行

われるべきである。この際、過去の調査との連続性も考慮しつつ、調査方法、

調査項目について検討するべきである。具体的には、調査に先立ち検討期間を

設け、例えば、調査対象者の範囲、回収率を向上させるための方策、終末期医

療に関する用語の適切な使用、終末期医療の新しいニーズに適応した調査項目

等を検討するべきである。 

○  次回議論に関しては、終末期は患者によって期間、状態も異なり、課題も多

様であることから、焦点を絞って議論し、よりよい終末期医療を実現するため

の、具体的な方向性を示すことが期待される。特に、終末期医療を含め、在宅

での医療・ケアは家族に負担がかかっていること、さらに少子高齢化を迎え、

単身世帯及び二人暮らしの世帯が増加することが予想される中、どのような形

で在宅での医療・ケアの提供体制を整えていくのか、医療機関のみならず、地

域社会を念頭に置いた議論を深める必要がある。 
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Ⅵ 終末期医療のあり方に関する懇談会等の審議経過 

 

１） 平成２０年１月２４日 第１回終末期医療に関する調査等検討会 

○ 終末期医療の検討に関するこれまでの経緯について  

○ 平成１９年度調査の実施について  

 

２） 平成２０年１０月２７日 第１回終末期医療のあり方に関する懇談会 

○ 平成１９年度「終末期医療に関する調査」結果報告 

○ 調査結果についての検討・議論 

 

３） 平成２０年１２月１５日 第２回終末期医療のあり方に関する懇談会 

○ 「終末期医療に関する調査」結果を解析するためのワーキングチーム設置につ

いて 

○ 終末期医療のあり方について(ヒアリング) 

 

４） 平成２０年１２月１９日  

第１回「終末期医療に関する調査」結果を解析するためのワーキングチーム会議 

 

５） 平成２１年１月２６日   

第２回「終末期医療に関する調査」結果を解析するためのワーキングチーム会議 

 

６） 平成２１年２月２４日  第３回終末期医療のあり方に関する懇談会 

○ ヒアリング：終末期医療のケアのあり方について 

○ 「終末期医療に関する調査」解析結果について 

 

７） 平成２１年４月１４日 第４回終末期医療のあり方に関する懇談会 

○ 「終末期医療に関する調査」解析結果（追加報告） 

○ これまでの議論の整理 

○ 委員からの発表 

 

８） 平成２１年１２月２４日 第５回終末期医療のあり方に関する懇談会 

○ 委員からの発表 

○ 終末期医療に関する調査等懇談会報告書骨子（案）について 

 

９） 平成２２年１０月２８日  第６回終末期医療のあり方に関する懇談会 

○ 終末期医療のあり方に関する懇談会報告書（案）について 
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Ⅶ 終末期医療のあり方に関する懇談会 委員及び参考人名簿 

 

－懇談会委員名簿（50音順、敬称略、◎＝座長） 

   池上 直己    慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授 

   伊藤 たてお   日本難病・疾病団体協議会代表 

   大熊 由紀子   国際医療福祉大学大学院教授 

   川島 孝一郎   仙台往診クリニック院長 

   木村 厚     社団法人全日本病院協会常任理事 

     近藤 博子    財団法人がんの子供を守る会理事 

     櫻井 紀子    公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

     田村 里子    医療法人東札幌病院ＭＳＷ課長 

     池主 憲夫    社団法人日本歯科医師会常務理事 

     中川 翼     医療法人渓仁会定山渓病院院長 

     中山 康子    ＮＰＯ法人在宅緩和ケア支援センター虹代表理事 

     羽生田 俊     社団法人日本医師会副会長 

林  章敏    聖路加国際病院緩和ケア科医長 

     樋口 範雄    東京大学大学院法学政治学研究科教授 

     福井 トシ子   社団法人日本看護協会常任理事 

増成 隆士    筑波大学名誉教授 

    ◎町野 朔     上智大学法学研究科教授 

     南  砂     読売新聞東京本社編集委員 

     山本 保博    東京臨海病院病院長 

     ワット 隆子   あけぼの会会長 

 

－懇談会参考人名簿（50音順、敬称略） 

     井形 昭弘    日本尊厳死協会理事長 

     石島 武一    聖ヨハネ会桜町病院名誉院長 

土屋 文人    社団法人日本薬剤師会副会長 

     橋本 操     日本ＡＬＳ協会副会長 

福永 秀敏    国立病院機構南九州病院院長 

藤田 敦子    特定非営利活動法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア代表  
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